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交
通
止
学
の
更
な
る
活
周
を

越

正
毅

一

安
全
と
円
滑
が
依
然
と
し
て
最
大
関
心
事

先
頃
、
｢ボ
イ
ス
･
レ
ポ
ー
ト
｣
と
い
う
冊
子
を
読
ん
だ
。
こ
の
レ
ポ
ー

ト
は
、
道
路
審
議
会
の
基
本
政
策
部
会
に
設
け
ら
れ
た

｢21
世
紀
の
み
ち

を
考
え
る
会
｣
が
全
国
か
ら

｢み
ち
｣
に
関
す
る
意
見
や
提
案
を
募
り
、

寄
せ
ら
れ
た
三
万
五
千
人
強
の
人
々
の
声
を
取
り
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
る
と
、
人
々
の
も
っ
と
も
大
き
な
関
心
は

｢渋
滞
の
解
消
｣

に
あ
り
、
次
に
｢く
ら
し
と
道
の
関
わ
り
｣、
第
三
に
｢交
通
安
全
の
確
保
｣

と
続
い
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
｢く
ら
し
と
道
の
関
わ
り
｣
に
つ
い
て

は
、
高
齢
者
、
歩
道
、
標
識
な
ど
広
範
な
道
路
全
般
に
つ
い
て
の
要
望
で

あ
る
の
で
関
心
が
高
く
表
れ
る
の
は
当
然
と
し
て
、
｢円
滑
｣
と

｢安
全
｣

と
が
、
個
別
テ
ー
マ
と
し
て
は
依
然
と
し
て
人
々
の
最
大
関
心
事
で
あ
る

こ
と
を
知
っ
て
、
道
路
交
通
に
携
わ
る
者
の
一
人
と
し
て
誠
に
じ
く
じ
た

る
想
い
を
さ
せ
ら
れ
た
。

筆
者
は
道
路
交
通
工
学
を
専
攻
し
、
大
学
で
そ
れ
を
講
じ
て
技
術
の
普

及
と
技
術
者
の
養
成
に
当
た
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
道
路
交
通
の
安

全
と
円
滑
と
を
図
る
こ
と
を
最
大
の
使
命
と
す
る
道
路
交
通
工
学
が
、
わ

が
国
に
お
い
て
は
い
ま
だ
世
の
中
に
満
足
し
て
も
ら
え
る
だ
け
の
働
き
を

十
分
に
な
し
得
て
い
な
い
こ
と
に
対
し
て
、
空
し
さ
と
苛
立
ち
と
を
禁
じ

得
な
い
の
で
あ
る
。

一
一
交
通
工
学
を
活
用
す
べ
し

こ
れ
ま
で
様
々
な
組
織
や
人
々
が
、
渋
滞
地
点
や
事
故
多
発
箇
所
の
改

善
事
業
に
取
り
組
ん
で
来
た
が
、
そ
の
経
験
に
基
け
ば
、
こ
れ
ら
の
問
題

地
点
を
交
通
工
学
的
に
詳
細
に
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
す

べ
て
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
に
せ
よ
、
か
な
り
多
く
の
場
合
に
比
較
的
短
期

的
に
か
つ
低
コ
ス
ト
で
問
題
の
解
決
、
軽
減
を
図
る
方
策
を
見
い
出
す
こ

と
が
で
き
る
こ
と
が
知
ら
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
日
本
国
中
に
は
き
わ
め
て

多
数
の
渋
滞
地
点
や
事
故
多
発
箇
所
が
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
ら
の
多
く
が

専
門
的
で
詳
細
な
交
通
工
学
的
な
検
討
を
加
え
ら
れ
な
い
ま
ま
に
な
っ
て

い
る
、
と
い
う
の
が
現
状
で
あ
る
と
筆
者
は
認
識
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
現
状
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
は
、
い
く
つ
か
の
事
情
が
背

景
と
し
て
存
在
し
て
い
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

g巻頭言
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三

餅
屋
が
い
な
い

餅
は
餅
屋
と
い
う
よ
う
に
、
交
通
工
学
的
な
検
討
を
し
よ
う
と
す
れ
ば
、

交
通
工
学
の
専
門
家
が
必
要
で
あ
る
。
多
数
の
地
点
に
つ
い
て
検
討
す
る

た
め
に
は
多
数
の
専
門
家
が
必
要
で
あ
る
。

餅
は
、
餅
屋
で
な
い
素
人
が
つ
い
て
も
作
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
し
か

し
玄
人
の
餅
屋
の
つ
く
餅
は
や
は
り
一
味
違
う
の
で
、
敢
え
て
餅
は
餅
屋

と
い
う
諺
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。

現
状
で
は
兎
に
も
角
に
も
交
通
工
学
の
餅
屋
の
数
が
絶
対
的
に
少
な
い

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
鶏
と
卵
の
関
係
と
し
て
、
餅
屋
の
専
門
的
能
力
と
そ

の
必
要
性
と
が
十
分
に
は
認
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
従
っ
て
十
分
能
力
の
あ

る
餅
屋
が
育
た
な
い
と
い
う
背
景
が
あ
る
。

ま
た
、
安
全
と
円
滑
と
の
た
め
の
交
通
工
学
的
な
施
策
の
ほ
と
ん
ど
す

べ
て
が
道
路
管
理
者
と
交
通
警
察
の
業
務
と
し
て
実
施
さ
れ
る
の
に
、
こ

れ
ら
の
行
政
組
織
の
中
で
は
交
通
工
学
と
い
う
限
ら
れ
た
分
野
の
専
門
家

を
育
成
、
処
遇
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
い
う
事
情
も
無
視
で
き
な
い
。

四

行
政
の
権
限
分
担
を
超
え
を
施
策
を

さ
ら
に
、
交
通
工
学
的
な
施
策
は
道
路
管
理
者
と
交
通
警
察
の
両
方
の

権
限
に
ま
た
が
っ
て
お
り
、
両
者
の
持
つ
権
限
は
あ
た
か
も
完
結
し
た
施

策
を
実
施
す
る
た
め
の
左
右
の
手
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
か
一

方
の
権
限
の
み
で
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
片
手
だ
け
で
何
か

の
作
業
を
し
よ
う
と
す
る
の
と
同
じ
で
、
不
可
能
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は

き
わ
め
て
非
効
率
で
あ
る
。
信
号
機
に
触
れ
る
こ
と
な
く
交
差
点
を
改
良

し
よ
う
と
す
る
こ
と
も
、
道
路
本
体
に
手
を
付
け
る
こ
と
な
く
事
故
多
発

箇
所
の
対
策
を
し
よ
う
と
す
る
こ
と
も
、
あ
ま
り
意
味
が
な
い
。
両
手
を

使
っ
て
最
も
よ
い
仕
事
を
す
べ
き
で
あ
る
の
は
明
白
で
あ
る
。

こ
の
意
味
で
も
、
仮
に
道
路
管
理
者
や
交
通
警
察
と
い
う
行
政
組
織
の

中
に
交
通
工
学
の
餅
屋
を
配
置
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
十
分
と

は
い
え
そ
う
に
な
い
。
誰
か
、
両
者
に
ま
た
が
っ
て
仕
事
で
き
る
者
が
い

て
、
両
手
を
自
由
に
使
っ
て
最
良
の
成
果
を
得
る
た
め
の
作
業
内
容
、
手

順
を
企
画
、
立
案
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

右
手
を
持
つ
専
門
家
と
左
手
を
持
つ
専
門
家
と
が
互
い
に
密
に
、
前
向

き
に
協
議
し
な
が
ら
進
め
る
の
も
ひ
と
つ
の
方
法
で
あ
ろ
う
が
、
二
人
寄

っ
て
一
人
前
の
仕
事
を
す
る
こ
と
に
な
っ
て
非
効
率
で
あ
る
し
、
そ
も
そ

も
片
手
だ
け
を
持
っ
た
餅
屋
を
必
要
数
だ
け
各
現
場
に
配
置
し
よ
う
と
す

る
こ
と
自
体
が
現
実
的
で
な
い
。

五

コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
の
育
成
と
活
用
を

諸
般
の
事
情
を
考
慮
し
て
筆
者
が
か
ね
て
か
ら
現
実
的
な
ひ
と
つ
の
、

あ
る
い
は
唯

一
の
方
法
と
考
え
て
い
る
の
は
、
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
の
活
用

で
あ
る
。

交
通
工
学
の
餅
屋
を
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
会
社
の
中
に
育
成
、
保
持
し
、

行
政
組
織
は
こ
れ
ら
に
調
査
、
対
策
案
の
作
成
の
業
務
を
外
注
す
る
の
で

あ
る
。
筆
者
が
教
え
て
い
る
学
生
達
の
何
人
か
が
、
将
来
こ
の
よ
う
な
コ

ン
サ
ル
タ
ン
ト
会
社
で
専
門
家
と
し
て
職
に
就
く
こ
と
が
で
き
る
か
も
知

れ
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
誠
に
有
難
い
こ
と
で
あ
る
の
は
も
ち
ろ
ん
で
あ

る
が
、
本
稿
は
そ
れ
を
意
図
し
た
我
田
引
水
を
目
的
と
し
た
も
の
で
は
毛

頭
な
く
、
純
粋
に
、
交
通
工
学
の
本
来
の
能
力
を
も
っ
と
世
の
中
の
役
に

立
た
せ
た
い
、
と
い
う
願
い
か
ら
執
筆
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
御
理
解

い
た
だ
き
た
い
と
思
う
も
の
で
あ
る
。
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$艘
自
動
車
道
に
つ
い
て

道
路
局
有
料
道
路
課

を
運
送
す
る
事
業
を
経
営
す
る
者
)
が
も
っ
ぱ
ら
そ
の
事

業
用
自
動
車
の
交
通
の
用
に
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て

設
け
る

｢専
用
自
動
車
道
｣
と
、
自
動
車
の
一
般
交
通
の

用
に
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
け
る

｢
一
般
自
動
車

道
｣
の
二
つ
に
区
分
さ
れ
る
が
、
以
下
、
本
稿
に
お
い
て

は
、
一
般
自
動
車
道
に
つ
い
て
紹
介
す
る
こ
と
と
し
た

い
。二

一般
自
動
車
道
の
沿
革

旧
道
路
法
が
制
定
さ
れ
た
大
正
八
年
当
時
は
、
公
共
道

路
は
、
本
来
不
特
定
の
一
般
大
衆
の
用
に
供
さ
れ
る
べ
き

も
の
で
あ
っ
て
原
則
と
し
て
無
料
開
放
さ
れ
る
も
の
と
考

え
ら
れ
て
お
り
、
も
っ
ぱ
ら
自
動
車
交
通
の
み
を
認
め
る

道
路
の
よ
う
に
不
特
定
の
一
般
大
衆
の
用
に
供
さ
れ
な
い

道
路
は
道
路
法
に
よ
る
道
路
と
は
認
め
ら
れ
ず
、
ま
た
、

一

一般
自
動
車
道
の
概
要

我
々
が
一
般
的
に
道
路
と
呼
ん
で
い
る
も
の
に
は
い
ろ

い
ろ
な
種
類
が
あ
り
、
い
く
つ
か
の
形
態
に
分
類
す
る
こ

と
が
で
き
る
。法
規
制
の
面
か
ら
分
類
す
る
と
、通
常
我
々

が
利
用
し
て
い
る
道
路
法
に
基
づ
く
道
路

(以
下

｢公
共

道
路
｣
と
い
う
。
)
の
ほ
か
に
、
こ
れ
か
ら
概
説
す
る
と
こ

ろ
の
道
路
運
送
法
に
基
づ
く
自
動
車
道

(以
下

｢自
動
車

道
｣
と
い
う
。)
を
は
じ
め
、
森
林
法
に
基
づ
く
林
道
、
土

地
改
良
法
に
基
づ
く
農
道
、
自
然
公
園
法
に
基
づ
く
公
園

道
、
都
市
公
園
法
に
基
づ
く
園
道
、
港
湾
法
、
漁
港
法
に

基
づ
く
道
路
、
そ
の
他
の
私
道
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
ま
た
、
道
路
の
利
用
形
態
か
ら
み
れ
ば
、
人
と
自
動

車
等
と
の
混
合
通
行
の
道
路
と
高
速
自
動
車
国
道
の
よ
う

な
対
象
が
自
動
車
に
限
ら
れ
る
自
動
車
専
用
道
路
に
区
分

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
有
料
道
路
と
無
料
の
道

路
に
分
類
す
る
こ
と
も
で
き
、
道
路
を
開
設
す
る
主
体
を

基
準
に
分
類
す
れ
ば
、
国
、
地
方
公
共
団
体
が
開
設
す
る

と
こ
ろ
の
公
道
と
法
人
、
個
人
が
開
設
す
る
私
道
と
に
分

類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
か
ら
説
明
す
る
自
動
車
道
は
、
右
の
よ
う
な
分
類

の
方
法
に
よ
り
分
類
す
れ
ば
、
自
動
車
専
用
道
路
で
あ
り
、

制
度
上
、
事
業
の
経
営
主
体
は
国
、
地
方
公
共
団
体
、
法

人
又
は
個
人
の
い
ず
れ
で
も
よ
く
、
ま
た
有
料
又
は
無
料

を
問
わ
な
い
が
、
一
般
的
に
は
法
人
に
よ
る
有
料
の
自
動

車
道
で
あ
る
o

自
動
車
道
は
、
も
っ
ぱ
ら
自
動
車
の
交
通
の
用
に
供
す

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
け
ら
れ
た
道
で
道
路
法
に
よ
る

道
路
以
外
の
も
の
を
い
い
、
自
動
車
運
送
事
業
者

(他
人

の
需
要
に
応
じ
、
自
動
車
を
使
用
し
て
、
旅
客
又
は
貨
物

道行セ 97.4 5



道
路
通
行
料
を
徴
収
す
る
こ
と
は
橋
梁
･
渡
船
施
設
の
例

の
で
あ
る
。

外
を
除
い
て
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

自
動
車
交
通
が
本
格
化
し
始
め
た
大
正
末
期
か
ら
、
バ

ス
輸
送
の
発
達
、
公
共
道
路
の
整
備
水
準
が
低
か
っ
た
こ

と
に
伴
い
、
各
所
で
バ
ス
事
業
者
が
自
社
の
バ
ス
を
運
行

す
る
た
め
の
自
動
車
道
を
建
設
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
あ

ら
わ
れ
、
そ
れ
ら
の
な
か
に
は
自
社
の
バ
ス
以
外
に
他
の

自
動
車
か
ら
料
金
を
徴
収
し
て
通
行
さ
せ
る
こ
と
を
望
む

者
も
い
た
。
我
が
国
に
お
け
る
有
料
制
度
の
最
初
の
法
令

と
も
い
わ
れ
る
大
政
官
布
告
六
四
八
号

(明
治
四
年
一
二

月
一
四
日
)｢修
路
架
橋
運
輸
の
便
を
興
す
る
者
に
入
費
税

金
徴
収
許
可
方
｣
が
適
用
さ
れ
、
一
般
自
動
車
道
の
原
型

が
で
き
あ
が
っ
た
。

昭
和
に
入
り
、
私
道
と
は
い
え
、
大
量
の
交
通
を
通
行

さ
せ
る
公
共
性
の
強
い
自
動
車
道
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、

こ
れ
ま
で
の
大
政
官
布
告
に
よ
る
規
則
だ
け
で
は
経
営
の

安
定
化
、
公
共
性
の
確
保
、
通
行
の
安
全
な
ど
の
点
で
不

十
分
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
昭
和
六
年
、
自
動
車
交
通
事

業
法

(昭
和
六
年
四
月
一
日
法
律
第
五
二
号
)
が
制
定
さ

れ
、
一
般
自
動
車
道
を
経
営
す
る
自
動
車
道
事
業
に
つ
い

て
は
免
許
制
が
と
ら
れ
た
。

昭
和
二
二
年
に
は
、
旧
道
路
運
送
法
が
制
定
さ
れ
、
自

動
車
道
に
関
す
る
事
項
は
、
そ
の
ま
ま
引
き
継
が
れ
た
。

そ
の
後
昭
和
二
六
年
に
、
道
路
運
送
事
業
の
近
代
化
に

伴
い
、
現
在
の
道
路
運
送
法

(昭
和
二
六
年
六
月
一
日
法

律
第
一
八
三
号
)
に
改
正
さ
れ
、
今
日
に
至
っ
て
い
る
も

三

一般
自
動
車
道
に
関
す
る
現
行
制
度

道
路
運
送
法

(以
下

｢法
｣
と
い
う
。)
の
目
的
は
、
事

業
の
適
正
な
運
営
及
び
公
正
な
競
争
を
確
保
し
、
道
路
運

送
に
関
す
る
秩
序
を
確
立
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
公
共
の

福
祉
を
増
進
す
る
こ
と
に
あ
り
(法
第
一
条
)、
一
般
自
動

車
道
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
も
、
そ
の
よ
う
な
観
点
か

ら
規
定
さ
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
法
第
四
七
条
か
ら

第
七
四
条
ま
で
に
規
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
主
な
内
容
は

次
の
と
お
り
で
あ
る
。

の

免

許

自
動
車
道
事
業
を
経
営
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
所
定
の

申
請
書
を
運
輸
大
臣
及
び
建
設
大
臣
へ
提
出
し
、
免
許
を

受
け
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
申
請
内
容
が
経
営
の
安
定

と
、
公
共
性
の
確
保
等
の
観
点
か
ら
定
め
ら
れ
て
い
る
次

の
免
許
基
準
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
、
か
つ
申
請

者
に
特
別
の
欠
格
事
項
が
な
い
場
合
に
は
、
両
大
臣
は
免

許
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

免
許
は
路
線
毎
に
行
わ
れ
、
事
業
内
容
に
つ
い
て
免
許
す

る
も
の
で
は
な
い
。

①

当
該
事
業
の
開
始
が
公
衆
の
利
便
を
増
進
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
o

②

当
該
事
業
の
路
線
の
選
定
が
、
当
該
事
業
の
経
営

の
目
的
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

③

当
該
一
般
自
動
車
道
事
業
の
規
模
が
、
当
該
地
区

に
お
け
る
交
通
需
要
の
量
及
び
性
質
に
適
合
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
o

④

当
該
事
業
を
的
確
に
遂
行
す
る
に
足
る
能
力
を
有

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
o

⑤

当
該
一
般
自
動
車
道
の
選
定
が
道
路
法
に
よ
る
道

路
で
自
動
車
の
み
の
一
般
交
通
の
用
に
供
す
る
も
の

と
の
調
整
に
つ
い
て
特
に
考
慮
し
て
な
さ
れ
て
い
る

も
の
で
あ
る
こ
と
o

⑥

以
上
の
外
、
当
該
事
業
の
計
画
が
、
当
該
事
業
の

長
期
に
わ
た
る
経
営
の
遂
行
上
適
切
な
も
の
で
あ
る

こ
-と
0

②

工
事
施
行
等

自
動
車
道
事
業
の
免
許
を
受
け
た
も
の

(以
下

｢自
動

車
道
事
業
者
｣
と
い
う
。)
は
、
自
動
車
道
の
安
全
性
、
公

共
性
の
確
保
等
の
観
点
か
ら
、
一
般
自
動
車
道
の
構
造
及

び
設
備
に
つ
い
て
の
工
事
方
法
を
定
め
て
、
所
定
の
期
間

内
に
申
請
し
、
運
輸
大
臣
及
び
建
設
大
臣
に
工
事
施
行
の

認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

両
大
臣
は
、
そ
の
申
請
内
容
が
免
許
の
際
の
事
業
計
画
と

別
に
定
め
ら
れ
て
い
る
一
般
自
動
車
道
の
技
術
上
の
基
準

に
適
合
し
な
い
と
認
め
る
場
合
を
除
く
外
、
工
事
の
着
手

及
び
完
成
の
時
期
を
指
定
し
て
認
可
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
な
お
、
一
般
自
動
車
道
の
技
術
上
の
基
準
と
し
て
、

特
別
の
事
由
が
あ
る
場
合
の
外
は
原
則
と
し
て
、
道
路
、

鉄
道
又
は
軌
道
と
平
面
交
差
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
と
さ

れ

(こ
れ
は
、
一
般
自
動
車
道
が
自
動
車
の
み
の
用
に
供
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さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
こ
と
か
ら
、
道
路
法
四
八
条

の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
お
り
、
そ

よ
ら
な
い
も
の
で
あ
る
と
き
。

の
二
に
規
定
す
る
道
路
法
上
の
自
動
車
専
用
道
路
の
場
合

の
料
金
の
認
可

鰐
は
、

･呂
の

ヒ
と

の

2

当

久
ハ

圦
ゞ
忍
口

と
同
様
で
あ
る
。)、
そ
の
他
一
般
自
動
車
道
構
造
設
備
規

則

(昭
和
二
八
年
四
月
二
一
日
運
輸
省
･
建
設
省
令
第
一

号
)
に
よ
っ
て
、
幅
員
、
勾
配
、
曲
線
半
径
等
に
つ
い
て

定
め
ら
れ
て
い
る
。
道
路
法
上
の
道
路
に
つ
い
て
は
、
道

路
構
造
令

(昭
和
四
五
年
一
〇
月
二
九
日
政
令
第
三
二
〇

号
)
が
あ
る
が
、
一
般
自
動
車
道
構
造
設
備
規
則
と
は
必

ず
し
も
整
合
性
を
保
つ
も
の
で
は
な
い
。

同
様
に
、
標
識
に
つ
い
て
も
一
般
自
動
車
道
に
つ
い
て

は
｢自
動
車
道
標
識
令
｣
(昭
和
二
六
年
六
月
三
〇
日
政
令

第
二
五
二
号
)
の
適
用
を
受
け
、
道
路
法
上
の
道
路
の
適

用
が
う
け
る

｢道
路
標
識
、
区
画
線
及
び
道
路
標
示
に
関

す
る
命
令
｣
(昭
和
三
五
年
一
二
月
一
七
日
総
理
府
･建
設

省
令
第
三
号
)
の
適
用
を
う
け
な
い
の
で
、
一
部
標
識
が

異
な
っ
て
い
る
部
分
が
あ
る
。

③

工
事
の
完
成
検
査
及
び
供
用
開
始

自
動
車
道
事
業
者
は
、
そ
の
工
事
を
完
成
し
た
と
き
は

遅
滞
な
く
運
輸
大
臣
及
び
建
設
大
臣
の
検
査
を
受
け
な
け

れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
結
果
合
格
と
さ
れ
た
場
合
に
は
、
速

や
か
に
そ
の
供
用
を
開
始
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と

さ
れ
て
い
る
。
両
大
臣
は
、
そ
の
構
造
及
び
設
備
が
認
可

を
受
け
た
も
の
に
合
致
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
検

査
を
行
う
。

④

使
用
料
金
、
供
用
約
款

自
動
車
道
事
業
者
は
、
使
用
料
金
に
つ
い
て
運
輸
大
臣

の
料
金
の
認
可
基
準
は
、
経
営
の
安
定
化
と
使
用
者
の
負

担
等
の
観
点
か
ら

①

能
率
的
な
経
営
の
下
に
お
け
る
適
正
な
原
価
を
償

い
、
且
つ
、
適
正
な
利
潤
を
含
む
も
の
で
あ
る
こ
と
。

②

特
定
の
使
用
者
に
対
し
、
不
当
な
差
別
的
取
扱
い

を
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
o

③

使
用
者
が
当
該
事
業
を
利
用
す
る
こ
と
を
困
難
に

す
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

と
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
自
動
車
道
事
業
者
と
使
用
者
の
間
の
権
利
義
務

関
係
を
明
確
に
す
る
た
め
、
自
動
車
道
事
業
者
は
供
用
約

款
を
定
め
運
輸
大
臣
の
認
可
を
受
け
る
こ
と
と
さ
れ
て
い

る
。
供
用
約
款
の
認
可
基
準
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

①

公
衆
の
正
当
な
利
益
を
害
す
る
お
そ
れ
が
な
い
も

の
で
あ
る
こ
と
o

②

少
な
く
と
も
、
料
金
の
収
受
及
び
自
動
車
道
事
業

者
の
責
任
に
関
す
る
事
項
が
明
確
に
定
め
ら
れ
て
い

る
↓
こ
,と
o

③

供
用
義
務
、
保
安
上
の
供
用
制
限

一
般
自
動
車
道
は
私
道
で
あ
り
当
該
道
の
通
行
は
、
通

行
者
の
申
し
込
み
に
よ
る
一
種
の
契
約
行
為
で
あ
る
が
、

一
般
自
動
車
道
の
公
共
性
に
鑑
み
自
動
車
道
事
業
者
は
、

次
の
場
合
を
除
い
て
は
そ
の
供
用
を
拒
絶
し
て
は
な
ら
な

い
こ
と
と
し
て
、
公
共
性
の
確
保
を
図
っ
て
い
る
。

①

当
該
供
用
の
申
込
が
認
可
を
受
け
た
供
用
約
款
に

②

当
該
供
用
の
申
込
が
認
可
を
受
け
た
供
用
制
限
に

該
当
す
る
と
き
o

③

当
該
供
用
に
関
し
使
用
者
か
ら
特
別
の
負
担
を
求

め
ら
れ
た
と
き
o

④

当
該
供
用
に
よ
り
他
の
自
動
車
の
通
行
に
著
し
く

支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
。

⑤

当
該
供
用
が
法
令
の
規
定
又
は
公
の
秩
序
若
し
く

は
善
良
の
風
俗
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
。

⑥

天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
自
動
車

の
通
行
に
支
障
が
あ
る
と
き
o

ま
た
、
保
安
上
の
供
用
制
限
に
つ
い
て
も
、
自
動
車
の

安
全
及
び
自
動
車
道
の
保
全
と
い
う
観
点
か
ら
次
の
よ
う

な
認
可
基
準
に
よ
り
、
運
輸
大
臣
及
び
建
設
大
臣
の
認
可

を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

①

自
動
車
の
通
行
に
対
し
危
険
を
生
ず
る
お
そ
れ
が

な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
o

②

一
般
自
動
車
道
の
保
全
を
困
難
に
す
る
お
そ
れ
が

な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
o

③

自
動
車
の
通
行
効
率
の
著
し
い
低
下
を
き
た
さ
な

い
も
の
で
あ
る
こ
と
o

さ
ら
に
、
一
般
自
動
車
道
の
管
理
に
つ
い
て
は
、
当
該

一
般
自
動
車
道
事
業
者
が
認
可
に
係
る
構
造
及
び
設
備
が

常
に
良
好
な
状
態
に
維
持
さ
れ
る
こ
と
を
、
当
該
自
動
車

道
事
業
者
に
義
務
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
通
行
者
の
安

全
を
図
っ
て
い
る
。
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な
お
、
一
般
自
動
車
道
事
業
の
申
請
か
ら
供
用
開
始
ま

で
の
法
令
を
図
解
し
た
も
の
が
図
1
で
あ
る
。

　 　　　 　 　 　 　 　　
事 業 者 調査書 蓮 濁 大 臣

ルー扮⑧+
串 菜 首 園

意 見 書 -
免
…

許
指定期間内

工事施行認可申請 1
免許申請 で
(法 4 8条 ) 地方運輸局長 (法 47条 ) (法 50条 ) あ

る
都 道 府 県
知 事

讓 }大臣(事業規則36条)

指定期間内
認 可

(法 5 0条 )

平
成
九
年
四
月
一
日
現
在
で
供
用
中
の
自
動
車
道
事
業

者
は
表
1
の
と
お
り
三
五
事
業
者
で
あ
り
、
そ
の
供
用
延

霊 }大臣 は 平 四
完 法

路線等の公示 - ｣ -の 年 ん(法 5 3条 ) 一般
自
動
車
道
の
現
状

56

成 条

事 業 者 讓 }大臣 讓 }大臣
完成検査申請 検 査 合 格

(法 57条 ) (法 57条 ) (法 57条 )

事 業 者 地方運輸局長

供用約款申請 認 可 供用開始

運輸大臣

使用料金申請 認 可

(法 6 1条 ) ( 法 6 1条 )

m

長
は
四
六
路
線
四
二
二

･
二
蝿
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、

経
営
主
体
別
の
内
訳
は
、
公
社
九
、
私
企
業
二
六
と
な
っ

て
い
る

(表
2
参
照
)。

一
般
自
動
車
道
の
利
用
車
両
数
は
、
平
成
七
年
度
で
は

て

讓 }大臣 愚劣
皿 保安上の供用制限申請 認 可 動 衾

(法 63条 ) (法 6 3条 ) 車 2

図 1 一般自動車道供用開始までの法令図解
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二
五
、
三
四
四
千
台
あ
り
、
一
日
平
均
六
九
千
台
と
な
っ

て
い
る
。
ま
た
、
車
種
別
の
利
用
状
況
は
観
光
道
路
的
な

路
線
が
多
く
、
乗
用
自
動
車
の
車
種
別
比
率
が
圧
倒
的
に

高
く
八
五
･
四
%
と
な
っ
て
い
る
。

自
動
車
道
事
業
は
、
民
間
資
金
を
活
用
し
て
自
動
車
専

用
道
を
建
設
し
、
通
行
す
る
自
動
車
か
ら
料
金
を
徴
収
す

る
事
業
で
あ
る
が
、
①
多
大
の
先
行
投
資
を
必
要
と
し
そ

の
金
利
負
担
が
大
き
い
こ
と
、
②
通
行
料
金
は
そ
の
公
共

的
性
格
か
ら
制
約
が
あ
る
等
の
た
め
そ
の
収
支
状
況
は
悪

く
事
業
と
し
て
の
魅
力
に
乏
し
い
き
ら
い
が
あ
る
。
特
に

建
設
当
初
に
お
い
て
は
そ
の
傾
向
が
著
し
く
、
最
近
の
事

業
費
の
高
騰
や
利
用
台
数
の
伸
び
悩
み
等
か
ら
民
間
デ
ベ

ロ
ッ
パ
ー
の
活
用
を
図
り
が
た
い
状
況
に
あ
る
。
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表 1 一般自動車道一覧表 (平成 9年 4月 1日現在)

府
名

道部
県 事 業 者 名 路 線 名 又 は 区 間 弩 府

名
道部

県 事 業 者 名 路 線 名 又 は 区 間 期
道
森
城
形

野
馬
馬
城
葉
京
川

岡

海

〃

群

奈

〃
〃
〃
〃

〃
〃
〃
"
〃
〃
〃

野

北
青
宮

山

長
長
群
茨
千
束
神

静

社
㈱
㈱
㈱

㈱
ド

社
社
㈱
㈱

㈱
㈱
社
㈱
㈱
㈱
社

公

べ
函
函

五

公
公
路
道

と
鉄
公
発
匡
r
公

ン
遊
涎

誣

ク

路
路
道
鉄

到
電
路
謁
週
行
路

･函

べ
交
交

〃
実

り
割
勘
聾
廃
り
現
前
道
匂
塹
玖
醐
′
′
′
′

,

‘
“
“

′
多

2

,
願
お
釀
薪
′
筏
“
県
砂
義
免
隨

れ
れ
れ
れ

鳧
南
城
内

軽

=

膊
鷆
漕
雑

日
魚
川
樹
本
土
県

.
;
-

黍

城
葉
京

豆

l
京
奈
井
ア
セ
岡

交札㈱
弘
官
庄

草
㈱

茨
千
束
伊

藤
東
神
三
目
富
静

道

ン
ン
道
道
イ
イ

ー
ン
路
橋
イ
線

ン
ク
道

ン
イ

ン
ン
ン
ン
イ
イ

車
ヌ
イ
車
車
雍

エ
エ
イ
道
京

エ

イ
イ

イ

エ
%
イ
イ
イ

エ
ね

自
効
イ
目
目
ン

イ
イ

イ
ク
イ

カ

-

奔

一
キ
ダ
カ
カ
ス
バ
-

動
イ
ラ
動
動
“
ウ
ウ
伊
勢
新
"
岳
杉
メ
新
“
"
"
杉
秒
,
“
“

山
木
ハ
山
山
イ
ハ
ハ
物
理
醤
ル
ケ
拗
れ
葉
ニ
ノ
バ
く
く

′

岩
船
王
黒
殿
茶
押
座
波
け
莱
源

潮機
搬
蜆謙楓
助短桴
斜

藻
津
蔵

羽
場
白
鬼
方
筑
九
蓮
湯
駒
芦
箱
逗
熱
富
南
箱
伊
西

日
浜

如
鵤
第
即
第
則
拗
鰈
u
翔
即
拗
僻
期
瑯
郊
錠
節
範
即
儀
刀
復
即

岡
知

重
井
濃
賀
鰡
都
幾
良

山
庫
根
川

島
分
島

〃

児

阜

賀

阪

静
愛

三
福
岐
滋
滋
京
大
奈

和
兵
島
香

徳
大
鹿

雛攣
讓
讓讓
饑

嬬
蜘

イ
イ

ン
ン
ン
ン
ン
イ
イ
イ
イ

ン
線
線

ン
イ
路

イ

ン
ン
ク
ク

ェ
エ
イ
イ
イ
イ
イ

ェ

ェ
ェ
ヱ
イ

イ

エ
道

エ
イ
イ

ー
ー

ウ
ウ
ラ
ラ
ラ
ラ
ラ
リ
リ
リ
ウ
ラ
山
-
ラ
ウ
･
ウ
ラ
ラ
ン
パ

-

-
イ
イ
栩
潴
ポ
タ
"
"
ク
湖
こ
山
イ
ブ
台
ブ
イ
丞
ド
ド

約
パ
効
効
圦
ス
4
ラ
ラ
ラ
バ
大
草

切
瑳
灯
舛
功
力
蓬
｣

本

一

郎
湾
即
奪
湖
瀞
節
が
離
捌
若
円
中
毒
関
拷
鬱
ス
頒
蹴

水
塒
宮
河
舛
勢
茄
晩
踊
巍
聞
蓬
ラ

ー

ー

椎
d

智
有
保
島
色
峯
住
多

清

鳳
本

三
三
伊

三
伊
奥
比
嵐
信
新
高

郡
芦
美
屋
五
津
久
佐

拗
“
艶
廊
況
鯲
鯰
筋
鱒
視
鰡
皺
幻
瓱
釦
鰍
韶
幻
鷄
綿
綿
銘

者業事第 線路46 勿
表 2 一般自動車道経営主体別内訳

＼
＼

事 業 者 数 路 線 数 延 長 (km)

公 社 私企業 計 社公 業企私 計 社公 業企私 計

供用中 QJ 26 35 第 卸 46 廊 鰡 変
(注)支線は本線に統合して計上した。



浅
間
@
白
根
火
山
ル
ー
ト
『薦
座
ハ
イ
ウ
元
…
』

宮

川

忠
志

一
建
設
の
経
緯
･
沿
革
等

昭
和
一
〇
年
当
時
万
座
温
泉
は
五
軒
の
旅
館
が
営
業
し

て
い
た
が
、
そ
の
頃
は
ゲ
レ
ン
デ
と
い
う
特
設
さ
れ
た
も

の
は
無
く
、
ツ
ア
ー
ス
キ
ー
専
用
の
コ
ー
ス
で
、
芳
ケ
平

を
中
心
に
草
津
･
志
賀
高
原
万
座
と
相
当
往
来
が
あ
り
、

万
座
か
ら
も
ガ
イ
ド
が
出
て
い
た
。

冬
の
長
い
万
座
へ
は
ツ
ア
ー
ス
キ
ー
に
頼
る
他
に
出
入

り
の
方
法
は
無
く
、
こ
の
頃
渋
峠
-
万
座
間
の
夏
の
歩
道

も
で
き
た
が
夏
秋
の
四
ヵ
月
間
牛
車
が
通
い
、
五
月
か
ら

六
月
に
は
い
れ
ば
毎
年
万
座
中
総
動
員
で
峠
の
残
雪
堀
に

か
か
っ
て
、
道
の
草
刈
り
、
小
修
理
も
年
中
行
事
だ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
血
の
滲
む
努
力
の
た
め
、
車
乗
り
入
れ
の

悲
願
が
あ
っ
た
。

万
座
温
泉
は
、
上
信
の
里
か
ら
二
○
如
も
離
れ
た
山
中

で
道
路
も
馬
が
や
っ
と
通
れ
る
程
度
の
も
の
で
し
か
な
か

っ
た
が
、
昭
和
三
三
年
に
万
座
温
泉
の
開
発
と
ス
キ
ー
場

建
設
の
た
め
砂
利
道
と
し
て
、
一
部
区
間

(石
津
-
万
座

温
泉
)
の
一
般
自
動
車
道
万
座
ハ
イ
ウ
ェ
ー
が
建
設
さ
れ
、

軽
井
沢
-
万
座
温
泉
間
に
定
期
バ
ス
が
運
行
を
開
始
し
、

万
座
温
泉
は
急
速
に
発
展
し
た
。

そ
の
後
昭
和
四
五
年
か
ら
舗
装
工
事
を
開
始
す
る
と
と

も
に
、
新
た
に
三
原

(岩
井
堂
)
-
嬬
恋
高
原

(郷
路
)

間
の
道
路
の
建
設
を
行
い
、
昭
和
四
七
年
一
〇
月
に
舗
装

工
事
が
完
了
し
三
原
か
ら
万
座
温
泉
ま
で
全
線
舗
装
道
路

と
な
り
、
夏
は
志
賀
高
原
･
草
津
温
泉
に
通
じ
る
快
適
な

ド
ラ
イ
ブ
コ
ー
ス
と
し
て
利
用
者
に
親
し
ま
れ
て
い
る
。

万座ハイウェーより浅間山を望む (起点より12km附近)
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概 要
＼遥 線

三 原 線 万 座 線

(1)免許年月日 昭和48年 3 月31日 昭和33年 2月27日

(2)区間

間 群馬県吾妻郡嬬恋村大字三
原字岩井堂1067-3番地

圏 群馬県吾妻郡嬬恋村大字今
井字郷路75林班イ小班

(目) 群馬県吾妻郡嬬恋村大字今
井字郷路75林班イ小班

圏 群馬県吾妻郡嬬恋村大字干
俣字熊四郎山2401‐49番地

(3)延長 6 .20km 14 ,096km

(4)工事施工認可 昭和48年 9 月18日 昭和33年 5月 8 日

(5)供用開始 昭和48年12月 1 日 昭和33年 6月 7 日

(6)規格及び

車道幅員車線
5 級 ･ 5 .50 m 2 車線 5 級 ･ 5 .50 m 2 車線

(7)路面の種類
及び舗装完成

アスファルトコンクリート舗装

昭和47年10月 5 日

アスファルトコンクリート舗装

昭和47年10月 5 日

(8)使用料金認可 平成 9 年 3 月21日 平成 9 年 3 月21日

(9)供用約款認可 昭和57年 4月 5 日 昭和57年 4月 5 日

(10)供用制限認可 昭和53年 7 月17日 昭和53年 7 月 17日

(ID事業計画認可 昭和51年 1月13日 昭和56年 4 月 10日

⑧構造設備認可 昭和51年 1月 13日 昭和56年 4 月 10日

Q3)設計速度
乗用自動車 40km / 時
乗合型自動車 ･貨物自動車

25km / 時

乗用自動車 40km / 時
乗合型自動車 ･貨物自動車

25km / 時

凹設計重量 20 t 20 t

Q5)最急縦断勾配 10 % 10 %

(16)最小曲線半径 30 .oo m 20 .oo m

筋直線部の

横断勾配
1 .5 % 1 .5 %

(18)曲線部の
横断勾配

1 .5 % ~ 8 % 2 ,0 % ~ 8 %

概

要

の

供
用
実
績

(平
成
七
年
度
)

夏 ◎ 料 通 の
期 当 金 行 …
( 霊 収 合 侭
4 誣 入 数 型

　 　 　
1 同 績

の

一
般
自
動
車
道
使
用
料
金

平成 9年 4月 1日より (1) =

ギ満て鼬金
全 線 三原線 万座線

三原~ 万座温泉 三原 ~ 郷路 郷路~万座温泉

乗

用

車

二輪自動車 720 260 460

軽 ･小型自動車 L 020 360 660

普通自動車 1,020 360 660

小型バス 2,550 920 1 ,630

大型バス 4,080 1,430 2 ,650

乗用車(身障者) 500 180 320

路線バス 2,550 920 1 ,630

貨

物

車

軽 ･小型自動車 1,020 360 660

普通自動車 1,020 360 660

大型自動車 4,080 1 ,430 2 ,650

日 土 平
曜 曜 日

現

況
六 七 七 ;

11
三 〇 0 /
0 0 0 30
; ‘ ' )

九 〇 九

3 8 8 七
“

-
÷

　 　

　　
円

道行セ 97.4 !!



祭
日

七
…
○
○

冬
期

(物
/
1
-
3
/
31
)

二
四
時
間
営
業 七

…
○
o
i
一
九
…
0
O

道
路
公
団
に
よ
る
有
料
道
路

｢志
賀
草
津
高
原
ル
ー
ト
｣

が
あ
っ
た
が
、
平
成
四
年
三

月
有
料
道
路
廃
止
に
よ
り

無
料
化
に
な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
万
座
ハ
イ
ウ
ェ
ー

の
通
行
量
に
は
影
響
等
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。

四

競
合
路
線
及
び
交
通
変
化
の
影
響
等

競
合
路
線
は
特
に
な
く
強
い
て
言
え
ば
草
津
温
泉
か
ら

白
根
山
･
志
賀
高
原
に
通
じ
る
国
道
二
九
二
号
線
の
日
本

五

そ
の
他

万
座
ハ
イ
ウ
ェ
ー
は
、
夏
期
は
志
賀
舎
向原
･
白
根
山
･

草
津
温
泉
等
に
通
じ
る
観
光
道
路
で
あ
る
が
冬
期
は
、
国

道
二
九
二
号
線
及
び
そ
れ
に
通
じ
る
県
道

牧
千
俣
線
の

冬
期
閉
鎖
に
よ
り
万
座
温
泉
で
行
き
止
ま
り
と
な
る
。
万

座
温
泉
の
ス
キ
ー
場
･
ホ
テ
ル
等
の
お
客
さ
ま
の
た
め
に
、

高
い
所
で
は
標
高
一
、
八
〇
0
m
と
い
う
自
然
条
件
の
厳

し
い
道
路
で
あ
る
が
、
二
四
時
間
営
業
と
昼
夜
を
通
し
て

の
除
雪
体
制
を
と
っ
て
通
行
の
万
全
を
期
し
て
い
る
。

(㈱
コ
ク
ド
一
般
自
動
車
道
営
業
課
長
)

川

時

渋

要

至

所制距三原基点距離所要時間

白糸ハイランドウエー
(有料道銘) 10.okm

地 点 名 蹴 時間
鬼押出し園 1脳n 15
俄 の 茶 屋 獅 25
中 軽 井 沢 20師 45
軽井沢(白糸経由) 30km 50
" (中軽経由) 32km 50

事白･一gn掛 42km 1910
高 崎 鮒 210
嬢 恋 高 原 駒 10
嬬 恋 牧 場 博蝿 20
表 万 座 掬 25
万 座 衡 ゆ
白 眼 山 猟 即
草津温泉(石津) 鰤 25
“ (白眼経由) 御 ㈱
“ (大津経由) 範 30

志賀高原(蓮池) 衞 卸.･
湯 田 中 瀬 賊
上 田 獅 卿
長 野 原 薊 第

柳
駒 餓

鮒氷･軽井沢LC 衞 筋

至高崎 長 野 原 12km 25東京l グノ 渋 川 53m 1'30

礫氷バイパス 鮒氷･軽井沢LC 41km 1;15
(有羽道端打3.Ikm 至東京

碓氷･軽井沢l.C

県道 牧･干俣線 とS 国道
本白根山 292

"曰 2,171m

万座温泉から先の白根山 ･草津温泉

志賀高原 須坂方面は、冬期間通行

できません。

白根火山ルート案内図

至中 野
長 野湯田中

荊

万
(

e

　
　
　　

　

　

　

　

　　
　
　

　
　

　

　
　　
　
　

　
　

　　
　
　
　

　
　

野

道
8

長

に

　
　

　

　

至

至

軽井沢′(イバス

なさ ①
　　　　

　浅間山
2-560m

起点より20km附近



東
京
急
行
電
鉄
㈱
で
は
、
小
田
原
と
箱
根
･
伊
豆
を
結

び
、
快
適
な
ド
ラ
イ
ブ
が
楽
し
め
る
有
料
道
路
の

｢箱
根

タ
ー
ン
パ
イ
ク
｣
を
経
営
し
て
い
る
。

路
線
は
、
大
観
山
線
、
十
国
線
、
西
湘
接
続
線
の
計
一

五
･
七
五
二
如

(表
1
･
2
･
3
参
照
)
か
ら
な
り
、
東

京
方
面
か
ら
の
入
り
口
の
早
川
料
金
所
(小
田
原
市
所
在
)

よ
り
、
芦
ノ
湖
、
富
士
山
を
望
む
箱
根
屈
指
の
景
勝
地
で

あ
る
大
観
山
へ
の
絶
景
ド
ラ
イ
ブ
が
満
喫
で
き
る
。

な
お
、
道
路
事
業
の
運
営
は
、
東
急
タ
ー
ン
パ
イ
ク
㈱

に
委
託
し
て
い
る
が
、
同
社
で
は
、
大
観
山
の
最
も
眺
望

の
開
け
た
場
所
に
お
い
て
ド
ラ
イ
ブ
イ
ン
及
び
早
川
料
金

所
付
近
で
売
店
と
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
を
軽
営
し
て
い
る

( 円T の に あ よ 京 五 タ び
表 付 け目 委 な る り 方 ･ 路 l 、 東
4 近 け 託 お 大 、 面 七 線 ン 快 京
参 で た し 、 観 芦 か 五 は パ 適 急 概　 　 　 　 　
参 で た し
照 売 場 て
　 　 　 　

要

卿
　

ン
ド
を
経
営

表 1 一般自動車道 ｢箱根ターンパイク｣ 概要
項目/路線 大 観 山 線 十 国 線 西湘接続線
事業免許取得 昭和35年 5月l2日 昭和41年12月 1日 昭和43年 7月23日

区 間

目

至

小田原市早川
2 -‐22-‐ l

箱根町箱根字
石垣岩607

箱根町箱根字
御馬冷場617

湯河原町宮上字
竹沢792

小田原市早川
3 - 11- 3先

小田原市早川
2 - 22-‐1

延 長 13 .782km 1.700km 0.270km
工事施工認可 昭和36年10月19日 昭和42年 2月17日 昭和44年 6月 6□

工事期間 皇 昭和37年10月19日
昭和40年 7月22日

昭和42年 2月17日
昭和42年 9月28日

昭和44年 9月 1日
昭和45年 1月27日

供 用 開 始 昭和40年 7月23日 昭和42年10月 1日 昭和47年 1月27日

総 工 事 費 38億5,800万円

用 地 取 得 55 .6ha 5.6ha o.6ha

構 造 物 新設 (既存構造物の使用なし)

営 業 時 間 5時30分~ 22時30分

ら

つ き/くさ

　 　

て表 2 規格及び構造

項目/路線 大 観 山 線 十 国 線 西湘接続線

幅員(車線数)
9 .o m (2車線部)

13 .2 m (登板車線部)
9.om (2車線)

7,50 m (2車線部)
5.50 m (流入ランプ)
5.25 m (流出ランプ)

設 計 速 度
乗用 60km/h
乗合 40km/h
貨物 40km/h

乗用 40km/h
乗合 25km/h
貨物 25km/h

設 計 荷 重 20t

路面の種類 アスファルトコンクリート

橋 梁 3橋 なし 3橋

ト ン ネ ル なし

緊急待避所 4箇所 な し

最小曲線半径 、 R = loo m R = 70m R = 60 m

最急縦断勾配 10 .0 % 7 .5% 10 ,0 %

横 断 勾 配
(最大片勾配) 10 ,0 % lo.0 % 8.0 %

駐 車 場 5箇所 な し

料金徴収所 1箇所(早川料金所) 1箇所(鞍掛料金所) (早川料金所で徴収)

木

重



二

建
設
の
経
緯
･
沿
革
･
目
的

昭
和
二
七
年
、
二
八
年
に
、
当
社
役
員
な
ら
び
に
幹
部

社
員
が
欧
米
に
渡
っ
て
、
交
通
事
情
を
視
察
し
、
｢ア
メ
リ

カ
で
は
す
で
に
鉄
道
が
衰
退
の
徴
候
を
示
し
、
鉄
道
に
代

わ
っ
て
高
速
自
動
車
道
路
網
が
縦
横
に
張
り
め
ぐ
ら
さ
れ

て
い
る
。
自
家
用
車
は
、
三
人
に
一
台
の
割
合
で
普
及
し
、

長
距
離
バ
ス
も
発
達
し
て
、
す
で
に
自
動
車
が
日
常
生
活

の
必
需
品
と
な
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
、
我
が
国
に
お
い
て

も
自
動
車
の
発
達
、
観
光
地
の
広
域
化
が
進
み
、
タ
ー
ン

パ
イ
ク

(
一
九
世
紀
初
頭
、
イ
ギ
リ
ス
の
馬
車
専
用
道
路

(単位 :円)表 3 一般自動車道使用料金

車種区
＼
分
＼＼＼

区

、
問 大観山線 十 国 線 全 線

三 輪 自 動 車 460 50 510

軽 自 動 車

670 100 770小 型 自 動 車

普 通 自 動 車

型

車

ス

動

バ

目

マイクロ

鰡 250 脚路 線

そ の 他

“ 400 ㈱大 型 自 動 車

備 考 麟灘つ
む

に
含

金
に

料
線

券
山

回
観課引線割

続
券
接

数
湘

回
西

の
出
入
口
に
備
え
ら
れ
た
横
木
の
こ
と
で
、
転
じ
て
自
動

車
専
用
道
路
の
意
味
)
が
将
来
性
の
あ
る
事
業
と
な
る
。｣

と
の
報
告
を
行
っ
た
。

当
時
、
我
が
国
に
お
い
て
は
、
道
路
事
情
が
悪
く
、
自

動
車
が
普
及
す
る
に
従
っ
て
道
路
機
能
が
低
下
し
つ
つ
あ

り
、
そ
れ
は
、
と
り
も
直
さ
ず
都
市
機
能
の
低
下
を
表
す

も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
当
社
は
、
自
ら
の
手
で
有
料
の
自

動
車
専
用
道
路
を
建
設
す
る
こ
と
を
決
定
し
、
昭
和
二
九

年
三
月
三
〇
日
、
ま
ず
国
道
一
号
線
の
混
雑
緩
和
を
図
る

と
同
時
に
東
京
城
西
南
地
区
の
幹
線
道
路
と
す
る
た
め
の

渋
谷
ー
江
ノ
島
間
自
動
車
専
用
道
路

(東
急
タ
ー
ン
パ
イ

表 4 東急ターンパイク㈱の経営するドライブイン事業

施 設 概 要

ドライブイン
大観山

始スバ煙珀

2

y

汚
車

8

鉤
併
用

幻
幻
都
乗

積
積
数
数

面
面

台

店

堂

車

売
食
席
駐

早 川 売 店
胎

評
臓

幻
乗

積
徽車

而
駐

給 油 所
評"

基
積

機油
面
給

ク
)、
続
い
て
同
年
八
月
二
三
日
、
富
士
箱
根
伊
豆
国
立
公

園
へ
の
観
光
ル
ー
ト
開
発
を
目
的
と
し
た
小
田
原
-
箱
根

峠
間
(箱
根
タ
ー
ン
パ
イ
ク
)、
ま
た
三
二
年
八
月
二
六
日

に
藤
沢
-
小
田
原
間

(湘
南
タ
ー
ン
パ
イ
ク
)
の
自
動
車

道
事
業
経
営
免
許
申
請
書
を
運
輸
大
臣
･
建
設
大
臣
あ
て

に
提
出
し
た
。

前
記
三
ル
ー
ト
の
タ
ー
ン
パ
イ
ク
は
、
い
ず
れ
も
東
京

と
富
士
･
箱
根
･
伊
豆
方
面
を
短
時
間
で
連
絡
し
、
国
道

一
号
線
の
交
通
混
雑
緩
和
を
目
的
と
し
た
一
連
の
計
画
で

あ
っ
た
が
、
結
果
的
に
は
箱
根
タ
ー
ン
パ
イ
ク
の
み
が
認

可
さ
れ
た
。
そ
の
う
ち
大
観
山
線
に
つ
い
て
は
、
昭
和
三

五
年
五
月
三
一日
に
認
可
を
受
け
、
昭
和
四
〇
年
七
月
二

三
日
に
供
用
開
始
し
た

(表
-
参
照
)。

な
お
、
我
が
国
に
本
格
的
に
有
料
高
速
道
路
が
建
設
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
昭
和
三
一
年
四
月
一
六
日
の

日
本
道
路
公
団
の
設
立
以
降
で
あ
る
。

(こ
の
項
、
東
京
急
行
電
鉄
五
〇
年
史
よ
り
要
約
)

三

現

況

昭
和
四
〇
年
の
供
用
開
始
以
降
、
経
済
の
高
度
成
長
及

び
そ
れ
に
伴
う
自
家
用
車
の
普
及
に
よ
り
、
傾
向
的
に
は
、

年
々
通
行
量
が
増
加
し
、
平
成
三
年
に
は
過
去
最
高
の
年

難

問
二
二
三
万
台

(大
観
山
線
と
十
国
線
の
合
計
)
を
記
録

セ行

し
た
。

･

道

し
か
し
な
が
ら
、
平
成
四
年
度
以
降
は
、
バ
ブ
ル
経
済

“

の
崩
壊
に
伴
っ
て
、
通
行
量
は
減
少
傾
向
に
転
化
し
、
特
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に
平
成
七
年
度
に
は
、
後
述
す
る
周
辺
道
路
の
整
備
に
よ

り
交
通
の
流
れ
が
変
化
し
た
こ
と
等
に
よ
り
、
対
前
年
比

一
六
･
八
%
の
大
幅
な
減
少
と
な
り
、
平
成
八
年
度
も
対

前
年
徴
減
傾
向
で
あ
る

(図
1
参
照
)。

　　 　 　　
　

0 三ゞ‐ゞ な
, . . . . , . , , . , . . . . . , ･ ･ ･ ･ ‐ ‐ ･ ･ ･

S40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 日1 2 3 4 5 6 7 1

四

沿
線
の
名
所
等

ー

大
観
山

(標
高
一
、
0

一
一
m
)
か
ら
の
眺
望

日
本
画
壇
の
巨
匠
、
横
山
大
観
が
、
麗
峰
富
士
を
好
ん

年度 四
図 1 箱根ターンパイク通行量推移表

大観山線の終点付近より富士山、 芦ノ湖を望む (右は ｢ドライブイン大観山｣)

こ
こ
か
ら
の
眺
望
は
、
北
に
明
鏡
芦
ノ
湖
の
上
に
麗
峰

富
士
を
、
南
に
は
初
島
･大
島
･利
島
な
ど
の
伊
豆
の
島
々

名
こ 付
こ げ
] ら

で
描
い
た
場
所
で
、
画
伯
の
名
に
因
ん
で
、
｢大
観
山
｣と

ら れ
の た
リK と

　

はれ
と て
に 　
明 る

大観山線の起点より5.5kM寸近 大観山線の起点より = .4km付近から相模
湾、 小田原市街を望む

道行セ 97.4 ノ5



が
、
よ
く
晴
れ
た
時
に
は
、
三
浦
半
島
か
ら
房
総
ま
で
見

渡
せ
る
こ
の
景
観
は
日
本
景
勝
百
選
地
に
選
定
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
す
ば
ら
し
い
景
観
を
ゆ
っ
く
り
楽
し
め
る
よ
う

ド
ラ
イ
ブ
イ
ン
も
設
け
て
い
る

(図
2
参
照
)
。

2

沿
線
の
植
栽

沿
線
に
は
五
七
一
本
の
桜
と
、
一
、
六
〇
九
本
の
あ
じ

至 三島

十国線喫ね“

撻

イ

　
　

　

　

　

国

憲

国道T 3 5号線

さ
い
を
植
栽
し
て
い
る
o

標
高
差

(
一
、
○
○
o
m
)
が
あ
る
こ
と
か
ら
咲
き
だ

す
時
期
が
違
う
た
め
、
長
期
間
楽
し
め
る
。

今
後
は
、
観
光
道
路
と
し
て
の
側
面
を
強
化
す
る
た
め
、

植
栽
を
中
心
と
し
た
環
境
整
備
や
眺
望
を
活
か
す
よ
う
な

園
地
整
備
等
に
力
を
注
ぎ
、
四
季
折
々
の
魅
力
を
高
め
、

販
売
促
進
に
も
つ
な
げ
て
い
き
た
い
。

リ
メ

根
箱至

五

競
合
路
線
や
交
通
変
化
の
影
響

平
成
七
年
三
月
二
二
日
に
西
湘
バ
イ
パ
ス
の
延
伸
区
間

(約
二
畑
)
及
び
小
田
原
厚
木
道
路
と
西
湘
バ
イ
パ
ス
と

の
取
付
部
分
の
供
用
が
開
始
さ
れ
、
伊
豆
方
面
へ
は
、
小

田
原
厚
木
道
路
か
ら
一
般
道

(小
田
原
市
道
)
へ
降
り
ず

に
行
け
る
よ
う
に
な
る
な
ど
に
よ
り
、
小
田
原
市
道
か
ら

ア
ク
セ
ス
す
る
箱
根
タ
ー
ン
パ
イ
ク
の
通
行
台
数
は
大
幅

に
減
少
し
て
い
る
o

ま
た
、
平
成
一
〇
年
度
に
は
、
国
道
一
号
線
と
西
湘
バ

イ
パ
ス
と
の
接
続
部
分
の
渋
滞
緩
和
策
と
し
て
、
新
た
に

小
田
原
箱
根
線

(二
･
二
如
)
の
供
用
開
始
が
予
定
さ
れ

て
い
る

(図
3
参
照
)
。

こ
の
道
路
は
、
箱
根
タ
ー
ン
パ
イ
ク
と
並
行
し
て
い
る

箱
根
新
道
と
幹
線
道
路
で
あ
る
西
湘
バ
イ
パ
ス
、
小
田
原

厚
木
道
路
の
二
路
線
と
を
事
実
上
直
結
す
る
も
の
で
、
国

道
一
号
線
の
渋
滞
時
に
迂
回
ル
ー
ト
と
し
て
も
利
用
さ
れ

て
い
る
箱
根
タ
ー
ン
パ
イ
ク
の
通
行
台
数
が
更
に
減
少
す

る
こ
と
が
予
想
さ
れ
、
当
社
の
自
動
車
道
事
業
が
一
段
と

厳
し
い
状
況
と
な
る
恐
れ
が
あ
る
。

六

そ
の
他

1

料
金
徴
収
の
省
力
化
等

平
成
八
年
七
月
一
六
日
よ
り
レ
ジ
ス
タ
ー
改
良
型
の
領

収
書
発
券
機
を
導
入
し
、
通
行
券
の
印
刷
費
用
を
今
ま
で

の
一
〇
分
の
一
程
度
ま
で
削
減
し
た
う
え
、
金
券
管
理
、

ノ6 道イテセ 97,4
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帳
票
類
等
の
事
務
作
業
の
簡
素
化
に
も
つ
な
が
っ
た
。

利
用
者
の
利
便
性
の
向
上
の
た
め
、
ハ
イ
ウ
ェ
イ
カ
ー

ド
の
導
入
も
検
討
し
た
が
、
導
入
費
が
高
価
で
あ
り
実
現

し
て
い
な
い
。

ま
た
、
建
設
省
を
含
む
、
道
路
･
交
通
･
車
両
関
係
の

五
省
庁
か
ら
発
表
さ
れ
た
高
度
道
路
交
通
シ
ス
テ
ム
構
想

の
中
で
、
特
に
ノ
ン
ス
ト
ッ
プ
自
動
料
金
収
受
シ
ス
テ
ム

(E
T
C
)
に
つ
い
て
、
注
目
し
て
い
る
。

2

防
災
対
策

利
用
者
へ
の
交
通
の
安
全
性
、
路
面
の
走
行
性
及
び
快

適
性
を
確
保
す
る
た
め
、
舗
装
改
修
工
事

(年
平
均
一
･

○
畑
)
及
び
安
全
対
策
工
事
を
毎
年
実
施
し
て
い
る
。

特
に
防
災
対
策
と
し
て
、
平
成
四
年
度
よ
り
五
年
間
で

一
〇
億
円
を
越
え
る
落
石
防
護
工
事
、
石
横
擁
壁
補
強
工

事
等
を
実
施
し
、
安
全
対
策
に
万
全
を
期
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
に
伴
う
借
入
金
利
息
等
が
、

経
営
を
圧
迫
し
て
い
る
た
め
無
利
子
貸
付
等
の
何
ら
か
の

助
成
制
度
の
創
設
を
望
み
た
い
。

ま
た
、
運
営
面
に
お
い
て
も
大
規
模
地
震
対
策
特
別
措

置
法
第
七
条
に
基
づ
き

｢
一
般
自
動
車
道
箱
根
タ
ー
ン
パ

イ
ク
地
震
防
災
応
急
計
画
｣
を
策
定
し
て
お
り
、
緊
急
時

に
安
全
か
つ
円
滑
に
措
置
が
取
れ
る
よ
う
努
め
て
い
る
。

3

交
通
変
化
に
伴
う
対
応

平
成
七
年
三
月
に
前
述
の
西
湘
バ
イ
パ
ス
改
築
が
完
成

し
た
こ
と
に
よ
り
、
利
用
者
か
ら
小
田
原
厚
木
道
路
、
西

湘
バ
イ
パ
ス
か
ら
当
箱
根
タ
ー
ン
パ
イ
ク
へ
の
進
入
ル
ー

ト
が
不
明
確
と
の
苦
情
が
出
て
い
る
こ
と
か
ら
、
現
在
、

利
用
者
の
利
便
を
図
る
た
め
、
案
内
標
識
の
現
状
の
把
握

を
し
た
う
え
改
善
に
つ
い
て
検
討
し
て
お
り
、
今
後
、
関

係
機
関
と
協
議
し
て
い
く
予
定
で
あ
る
。

4

利
用
者
へ
の
P
R

箱
根
タ
ー
ン
パ
イ
ク
が
首
都
圏
よ
り
伊
豆
箱
根
方
面
へ

の
快
適
な
観
光
ル
ー
ト
で
あ
り
、
同
方
面
へ
の
混
雑
回
避

(時
間
短
縮
)
の
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
こ
と
を
更
に
ア
ピ
ー

ル
す
る
た
め
、
当
社
線
電
車
の
中
吊
り
広
告
の
掲
出
や
沿

線
案
内
、
入
口
案
内
、
四
季
毎
の
見
ど
こ
ろ
を
盛
り
込
ん

だ
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
配
布
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
開
設
す
る
等
を
行
っ
て
需
要
を
喚
起
し
、
収
支

改
善
に
向
け
て
努
力
し
た
い
。

こ
れ
ら
に
関
連
し
、
関
係
当
局
に
お
い
て
も
、
利
用
料

金
設
定
の
弾
力
化
等
、
利
用
者
へ
の
き
め
細
か
な
対
応
が

で
き
得
る
制
度
の
実
現
に
ご
尽
力
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い

い
た
し
た
い
。(東

京
急
行
電
鉄
㈱
リ
ゾ
ー
ト
事
業
部
管
理
部
施
設
課
長
)

道行セ 97.4 ノ7



南
富
韮
証
バ
ー
グ
リ
ー
ン
ラ
イ
ン
に
つ
い
て

(旧
名
…
日
本
ラ
ン
ド

･
ハ
イ
ウ

ェ
イ
)

富
士
急
行
㈱
広
報
宣
伝
室
広
報
課

一

は
じ
め
に

昭
和
四
十
五
年
は
、
｢富
士
山
南
麓
の
一
大
レ
ジ
ャ
ー
ゾ

ー
ン
･
日
本
ラ
ン
ド
｣
の
幕
開
け
の
年
で
あ
る
。
当
所
は
、

昭
和
三
七
年
以
来
表
富
士
十
里
木
に
大
自
然
と
の
調
和
の

中
で
、
当
社
が
開
発
を
続
け
て
い
た
エ
リ
ア
で
あ
り
、
ま

ず
日
本
ラ
ン
ド
開
発
計
画
の
第
一
弾
と
し
て
昭
和
四
一
年

五
月
に
十
里
木
高
原
別
荘
地
の
分
譲
を
開
始
、
越
え
て
四

四
年
に
は
日
本
ラ
ン
ド
別
荘
分
譲
地
の
分
譲
を
開
始
し
当

時
の
セ
カ
ン
ド
ハ
ウ
ス
ブ
ー
ム
を
先
取
り
す
る
事
業
を
積

極
的
に
推
進
し
て
き
た
。
そ
し
て
い
よ
い
よ
昭
和
四
五
年

六
月
に
、
日
本
ラ
ン
ド
開
発
の
要
と
し
て
建
設
を
進
め
て

き
た

｢日
本
ラ
ン
ド
･
ハ
イ
ウ
ェ
イ

(起
工
時
富
士
山
ハ

イ
ウ
ェ
イ
、
現
在
南
富
士
エ
バ
ー
グ
リ
ー
ン
ラ
イ
ン
と
呼

称
)｣
の
開
通
を
迎
え
る
の
で
あ
る
。

一
一
富
士
南
麓
…を
拓
<
二
ハ
イ
ウ
エ
イ
の
誕
生

当
時
、
富
士
山
の
南
麓
に
は
、
東
側
に
御
殿
場
ロ
登
山

道
と
西
南
側
に
富
士
宮
口
登
山
道
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
間

約
四
五
虹
に
わ
た
り
富
士
山
に
対
す
る
縦
の
車
道
が
な
か

っ
た
。
そ
こ
で

“富
士
南
麓
の
あ
け
ぼ
の

(当
社
グ
ル
ー

プ
誌
昭
和
四
五
年
七
月
号
よ
り
)“と
も
い
う
べ
き
、
二
つ

の
ハ
イ
ウ
ェ
イ
の
合
同
開
通
式
が
、
静
岡
県
知
事
･
竹
山

祐
太
朗
氏

(当
時
)
を
は
じ
め
県
及
び
地
元
関
係
者
、
そ

し
て
当
社
の
堀
内
光
雄
社
長

(現
会
長
)
ら
が
参
集
し
て

昭
和
四
五
年
六
月
二
九
日
に
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

二
つ
の
ハ
イ
ウ
ェ
イ
、
ひ
と
つ
は
御
殿
場
市
五
本
松
か

ら
富
士
宮
市
山
宮
ま
で
富
士
山
を
鉢
巻
き
状
に
結
び
、
さ

ら
に
高
鉢
分
岐
点
よ
り
新
五
合
目
ま
で
伸
び
る
静
岡
県
県

営
の

｢表
富
士
周
遊
道
路

(後
に
富
士
山
ス
カ
イ
ラ
イ
ン

　
　　

べき
ゑ

富士山ハイウェイ ･水ガ塚ゲートに初乗入れ
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と
改
称
)｣で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
が
こ
の
周
遊
道
と
東
海

道
新
幹
線
、東
名
高
速
道
を
縦
に
結
ぶ
役
割
を
果
た
す
、前

述
の
当
社
経
営
の
｢日
本
ラ
ン
ド
･
ハ
イ
ウ
ェ
イ
｣で
あ
る
。

｢日
本
ラ
ン
ド
･
ハ
イ
ウ
ェ
イ
｣
の
概
要
は
、
国
道
二

四
六
号
線
の
裾
野
市
佐
野
か
ら
分
岐
し
て
い
る
県
道
裾
野

富
士
宮
線
の
十
里
木
を
起
点
に
、
表
富
士
山
腹
の
水
ガ
塚

で
表
富
士
周
遊
道
路
に
結
ぶ
、
全
長
八
、
五
〇
九
m
･
二

車
線
･
幅
員
七
m
の
自
動
車
道
路
で
、
工
費
約
五
億
円
を

か
け
て
建
設
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

三

日
本
ラ
ン
ド
･
ハ
イ
ウ
エ
イ

建
設
の
コ
ン
セ
プ
ト

富
士
山
南
麓
の
開
発
と
地
域
経
済
の
発
展

ハ
イ
ウ
ェ
イ
の
建
設
前
は
、
前
述
の
と
お
り
富
士
山
に

対
す
る
縦
線
車
道
は
全
く
な
く
、
同
ハ
イ
ウ
ェ
イ
と
表
富

士
周
遊
道
路
が
同
時
に
完
成
す
る
こ
と
に
よ
り
、
今
ま
で

閉
ざ
さ
れ
て
い
た
神
秘
で
観
光
資
源
が
豊
富
な
未
開
の
表

富
士
の
み
ち
を
ひ
ら
く
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
れ
は
、
富
士
山
周
辺
を
走
る
東
名
高
速
道
路
と
東
海

道
新
幹
線
に
も
直
結
す
る
こ
と
に
な
り
、
日
本
ラ
ン
ド
開

発
計
画
の
完
成
と
と
も
に
こ
の
地
域
に
急
増
す
る
観
光
客

の
需
要
を
満
た
す
一
方
、
富
士
山
南
麓
の
開
発
と
地
域
経

済
の
発
展
に
大
き
く
寄
与
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

大
自
然
と
の
調
和
と
自
然
の
育
成

ハ
イ
ウ
ェ
イ
建
設
に
あ
た
り
、
シ
ナ
ノ
キ
の
大
木
を
避

け
る
為
に
、
設
計
を
変
更
し
て
道
路
を
巡
回
さ
せ
た
。
当

社
に
は
、
｢木
を
植
え
る
の
は
部
長
決
裁
、
木
を
切
る
の
は

道イテセ 97.4 メタ
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日
本
ラ
ン
ド

･
ハ
イ
ウ
ェ
イ
に
つ
い
て

1

概
要

=
免
許
年
月
日

昭
和
四
四
年
七
月
一
日

②
路
線
名

南
富
士
エ
バ
ー
グ
リ
ー
ン
ラ
イ
ン

③
区
間

起
点
…
静
岡
県
裾
野
市
須
山
字
藤
原
二
二
五
五

-
一
六
七
九

終
点
…
静
岡
県
裾
野
市
須
山
浅
木
塚
国
有
林
七

一
林
班

延
長
=
八
･
五
如

④
工
事
施
行
許
可

昭
和
四
四
年
一
二
月
二
四
日

③
供
用
開
始
年
月
日

昭
和
四
五
年
七
月
一
日

◎
規
格
構
造

①
幅
員

(車
線
数
)
七
m

(二
車
線
)

①
幅
員

(車
線
数
)
七
m

(二
車
線
)

②
設
計
速
度

六
〇
如
/
h

③
設
計
重
量

二
0
t

④
路
面
の
種
類

舗
装
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
コ
ン

ク
リ
ノー
ト
-

⑤
橋
梁

二
カ
所

⑦
ト
ン
ネ
ル

⑧
最
小
曲
線
半
径

三
0
m

⑨
最
急
勾
配

一
〇
パ
ー
セ
ン
ト

⑩
横
断
勾
配

ニ
パ
ー
セ
ン
ト

⑪
駐
車
場

三
カ
所

⑫
料
金
所

一
一カ
所

2

建
設
の
経
緯
、
沿
革
等

の
用
地
取
得

国
有
林
野
借
地

民
有
地

　
　
　
　
　
　

六
四
、
0
0
0
艀

当
社
所
有
地

②
構
築
物
の
取
得

3

現
況

の
自
動
車
道
事
業
関
係
従
業
員
数

道
路
工
夫

二
名

料
金
徴
収
員

四
名

計

六
名

大
型
貨
物
自
動
車

バ
ス
型
自
動
車

普
通
自
動
車

小
型
自
動
車

軽
自
動
車

二
輪
自
動
車

区

分

二
、
0
0
0
円

一
、
二
〇
〇
円

五
〇
〇
円

五
〇
〇
円

五
〇
〇
円

三
五
〇
円

金

額

右
記
以
外
の
バ
ス
を
含
む

マ
イ
ク
ロ
バ
ス
･
路
線
バ
ス

備

考

②
一般
自
動
車
使
用
料
金

　
　
　
　
　
　
　

料
金
徴
収
所
及
び
管
理
事
務
所
は
新

築

回
数
券
割
引
一
〇
回
券
料
金
に
つ
き
一
一
回
券

③
供
用
実
績

(平
成
七
年
度
)

通
行
台
数

二
〇
一
、
七
二
三
台

国
営
業
時
間

(供
用
時
間
)

午
前
八
時
か
ら
午
後
五
時
三
〇
分

(三
月
一
日
か
ら
六
月
三
〇
日
及

び
九
月
一
日
か
ら
三

月
三
〇
日
ま
で
)

午
前
六
時
か
ら
午
後
一
〇
時

(七
月
一
日
か
ら
八
月
三
一
日
)

午
前
八
時
三
〇
分
か
ら
午
後
五
時
三
〇
分

(
三
一月
一
日
か
ら
二
月
末
日
)

開発前の日本ランド (片蓋山中腹より 昭和38年)



テ
ー
十
モ
ー

▲愛屈山

富士サファリ
パーク

ル
場
場

フ
一

ル
キ

ホ
ゴ
ス

駿 河 湾

富士ダウンヒル ･
ゴルフコースが完成

社
長
決
裁
｣
｢木
を
一
本
切
っ
た
ら
一
〇
〇
本
植
え
る
｣と

い
う
社
内
規
定
が
あ
り
、
そ
れ
が
後
の
一
大
レ
ジ
ャ
ー
ゾ

ー
ン
･
日
本
ラ
ン
ド
開
発
計
画
の
基
本
コ
ン
セ
プ
ト
で
あ

る
こ
と
は
勿
論
、
富
士
山
麓
の
大
自
然
と
調
和
し
た
観
光

開
発
を
お
こ
な
う
当
社
の
全
事
業
の
根
底
に
流
れ
る
思
想

で
あ
る
。

自
然
を
破
壊
し
て
施
設
を
作
る
の
で
は
な
く
、
反
対
に

自
然
を
作
り
あ
げ
て
い
く
、
と
い
う
当
社
の
創
業
以
来
の

明
確
な
基
本
姿
勢
が
こ
こ
に
あ
る
。

四

日
本
ラ
ン
ド
開
発
の
概
要

昭
和
四
五
年
六
月
の
日
本
ラ
ン
ド
･
ハ
イ
ウ
ェ
イ
の
開

通
後
、
富
士
山
南
麓
の
中
腹
に
あ
た
る
標
高
一
、
一
〇
0

m
か
ら
一
、
四
〇
0
m
の
起
伏
に
富
ん
だ
稜
線
地
帯
の
日

本
ラ
ン
ド
地
区
の
開
発
に
本
格
的
に
着
手
す
る
こ
と
に
な

る
。
富
士
山
を
背
景
に
し
て
、
南
は
駿
河
湾
か
ら
伊
豆
半

島
を
の
ぞ
み
、
束
に
は
箱
根
連
峰
が
す
ぐ
目
の
前
に
展
開

す
る
と
い
う
、
す
ば
ら
し
い
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
地
に
、
前

述
の
と
お
り
の

｢環
境
保
全
｣
を
大
前
提
に
し
て
取
り
組

ん
だ
の
で
あ
る
o

ご
承
知
の
と
お
り

｢遊
園
地
｣
｢ゴ
ル
フ
場
｣
｢
ス
キ
ー

場
｣
｢ホ
テ
ル
｣を
核
と
し
た
事
業
を
展
開
す
る
こ
と
に
な

る
の
で
あ
る
が
、
開
業
順
に
そ
の
事
業
内
容
に
つ
い
て
こ

こ
で
ふ
れ
て
お
き
た
い
。
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ゴ
ル
フ
場

ハ
イ
ウ
ェ
イ
開
通
年
の
昭
和
四
五
年
七
月
一
八
日
、
開

発
の
第
一
弾
と
し
て

｢富
士
ダ
ウ
ン
ヒ
ル
･ゴ
ル
フ
場
(後

に
日
本
ラ
ン
ド
H
O
W
ゴ
ル
フ
場
と
改
称
)｣
が
オ
ー
プ
ン

し
た
。

雄
大
な
表
富
士
の
ア
ン
ジ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
活
か
し
た

ユ
ニ
ー
ク
な
ダ
ウ
ン
ヒ
ル
コ
ー
ス
と
し
て
、
大
き
な
話
題

を
呼
ん
だ
。
コ
ー
ス
の
一
〇
〇
万
好
を
越
え
る
広
が
り
に

一
八
ホ
ー
ル
の
レ
イ
ア
ウ
ト
、
ス
タ
ー
ト
集
中
方
式
を
採

用
し
て

一
カ
所
三
ス
タ
ー
ト
、
六
ホ
ー
ル
ず
つ
の
三
縦
列

配
置
も
特
徴
的
で
あ
っ
た
。

　
　
　

離

マ

　
　

　

　
　

,さ　　
　

　

こぎ.〉▼
↓

他
に
、
標
高
一
、
四
〇
0
m
に
位
置
す
る
鉄
筋
二
階
建

て
の
ク
ラ
ブ
ハ
ウ
ス
と
と
も
に
、
当
時
人
気
を
博
し
た
の

が
、
登
り
と
フ
ィ
ニ
ッ
シ
ュ
の
プ
レ
イ
ヤ
ー
が
利
用
す
る

“動
く
応
接
室
“
と
呼
ば
れ
た
ゴ
ル
フ
サ
ロ
ン
カ
ー
で
あ

る
。
バ
ス
事
業
を
お
こ
な
う
当
社
の
柔
軟
な
ア
イ
デ
ア
で

あ
る
と
し
て
当
時
話
題
を
呼
ん
だ
。

そ
の
後
実
際
に
営
業
を
進
め
て
い
く
中
で
、
よ
り
変
化

に
富
ん
だ
プ
レ
!
が
楽
し
め
る
様
改
良
を
重
ね
、
現
在
は
、

エ
コ
ノ
ミ
ー
で
気
軽
に
楽
し
め
る
パ
ブ
リ
ッ
ク
ゴ
ル
フ
場

と
し
て
好
評
を
博
し
、
首
都
圏
を
中
心
に
年
間
約
三
○
、

0
0
0
八
を
集
客
し
て
い
る
。
(四
-
-
二
月
営
業
)

ス
キ
ー
場

昭
和
四
六
年
も
お
し
つ
ま
っ
た
一
二
月
一
六
日
、
日
本

ラ
ン
ド
ス
キ
ー
場
(後
に
日
本
ラ
ン
ド
H
O
W
ス
キ
ー
場
と

改
称
)｣が
オ
ー
プ
ン
し
た
。
同
ス
キ
ー
場
は
、
標
高
｢

四
0
o
m
に
位
置
す
る
人
工
ス
キ
i
場
で
、
四
五
0
m
の

ゲ
レ
ン
デ
に
長
さ
三
五
0
m
の
リ
フ
ト
を
二
基
完
備
し
た
、

初
級
･
中
級
者
向
け
の
コ
ー
ス
と
し
て
誕
生
し
た
。

雪
の
な
い
東
海
地
方
に
"

雪
“
を
降
ら
せ
る
為
に
、
当

時
日
本
初
の
大
型
ス
ノ
ー
マ
シ
ー
ン

(西
ド
イ
ツ
･
リ
ン

デ
社
製
、
重
量
約
○
･
八
五
t
)
を
一
二
基
導
入
。
直
径

六
七
m
の
ジ

ェ
ッ
ト
エ
ン
ジ
ン
の
よ
う
な
噴
射
口
か
ら
の
、

最
大
降
雪
量
は
一
基
当
た
り
毎
時
二
五
姪
で
あ
り
、
雪
質

は
天
然
雪
の
三
倍
も
の
密
度
が
あ
り
、
積
雪
五
〇
伽
-
一

m
も
の
雪
は
天
然
雪
を
し
の
ぐ
粉
雪
で
あ
る
と
、
当
時
大

き
な
話
題
と
な
っ
た
。

昭
和
四
七
年
一
月
一
三
日
付
の
静
岡
新
聞
に
よ
る
と
、

ア
ル
ペ
ン
ス
キ
ー
の
第
一
人
者
･
三
浦
雄
一
郎
氏
も
同
ス

キ
ー
場
を
訪
れ
た
こ
と
が
あ
り
、
｢自
然
環
境
･雪
質
が
い

い
。
ョ
i
ロ
ッ
パ
の
ス
キ
ー
場
並
だ
。
｣
と
感
想
を
も
ら
し

た
そ
う
で
あ
る
o

現
在
は
、
ビ
ギ
ナ
ー

･
フ
ァ
ミ
リ
ー
向
け
、
ま
た
ス
キ

ー
ヤ
ー
の
シ
ー
ズ
ン
前
の
足
慣
ら
し
に
最
適
な
ス
キ
ー
場

と
し
て
ユ
ー
ザ
ー
の
認
知
度
が
高
ま
り
、
年
間
約
六
○
、

○
○
0
人
を
集
客
し
て
い
る
。
(
一
二
-
三
月
営
業
)

ホ
テ
ル

昭
和
四
七
年
の
冬
期
シ
ー
ズ
ン
直
前
の
三
一月
一
二
日

に

｢
日
本
ラ
ン
ド
富
士
急
ホ
テ
ル
｣
が
開
業
し
た
。
こ
の

ホ
テ
ル
は

"
フ
ァ
ミ
リ
ー
イ
ン
“
と
い
う
当
時
全
く
新
し

い
コ
ン
セ
プ
ト
ホ
テ
ル
と
し
て
話
題
を
集
め
た
。

当
時
は
、
都
会
人
に
と
っ
て
の
自
然
の
価
値
が
高
ま
り

始
め
た
頃
で
あ
り
、
表
富
士
の
広
大
な
自
然
の
中
、
家
族

そ
ろ
っ
て
健
康
的
な
休
日
を
楽
し
ん
で
頂
こ
う
と
い
う
願

い
の
も
と
、
ホ
テ
ル
の
設
計
を
客
室
は
す
べ
て
平
屋
建
て

と
し
た
。
こ
れ
は

“で
き
る
だ
け
大
自
然
に
,

大
地
に
近

づ
け
"
と
い
う
日
本
ラ
ン
ド
開
発
に
基
づ
い
た
こ
と
で
あ

り
、
す
べ
て
の
部
屋
か
ら
も
大
自
然
は
す
ぐ
目
の
前
と
い

う
状
況
を
実
現
し
た
。
ま
た
、
ゲ
ス
ト
ル
ー
ム
の
設
計
に

も
工
夫
を
こ
ら
し
た
。
広
い
空
間
の
中
に
は
常
設
の
二
ベ

ッ
ド
の
他
に
リ
ビ
ン
グ
部
分
に
ソ
フ
ァ
ー
ベ
ッ
ド
を
い
ち

早
く
導
入
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ル
ー
ム
に

"寝
室

･
プ
ラ

ス
･
リ
ビ
ン
グ
"
の
機
能
を
も
た
せ
、

一
級
の
リ
ゾ
ー
ト
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ホ
テ
ル
ラ
イ
フ
を
、
し
か
も
エ
コ
ノ
ミ
ー
に
フ
ァ
ミ
リ
ー

層
に
提
供
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。

そ
し
て
い
よ
い
よ
、
翌
年

｢自
然
と
人
間
の
理
想
の
出

逢
い
｣
を
テ
ー
マ
と
す
る
日
本
ラ
ン
ド

･
グ
ラ
ン
ド
オ
ー

プ
ン
を
迎
え
る
の
で
あ
る
。

(日
本
ラ
ン
ド
H
O
W
富
士
急
ホ
テ
ル
は
、
再
開
発
中
で

あ
り
現
在
休
業
中
)

遊
園
地

そ
れ
ま
で
全
く
未
開
発
の
富
士
の
南
麓
の
広
大
な
原
野

讓
鸚
鬮

“
‘#

　
　

　　

農
産
麗

　
　
　
　

開園を待ちわびる人達

ー
!
こ
の
大
自
然
に
恵
ま
れ
た
地
に
、
人
々
が
自
然
を
心

ゆ
く
ま
で
享
受
で
き
る
理
想
的
な
人
間
回
復
の
場
を
作
ろ

う
と
決
意
し
て
以
来
、
｢日
本
ラ
ン
ド
｣と
名
付
け
た
こ
の

処
女
地
の
開
発
を
、
自
然
と
の
調
和
を
第
一
義
に
と
い
う

目
標
の
も
と
進
め
て
き
た
。

自
然
を
守
っ
て
い
く
た
め
に
、
観
光
開
発
に
は
犠
牲
投

資
が
必
要
、
と
い
う
思
想
の
も
と
、
昭
和
四
五
年
の

｢日

本
ラ
ン
ド
･
ハ
イ
ウ
ェ
イ
｣
の
建
設
以
降
精
力
的
に
お
こ

な
っ
た
日
本
ラ
ン
ド
開
発
は
、
い
よ
い
よ
昭
和
四
八
年
七

月
二
六
日
グ
ラ
ン
ド
オ
ー
プ
ン
を
迎
え
る
。

日
本
ラ
ン
ド
遊
園
地

(後
に
日
本
ラ
ン
ド
H
O
W
ゆ
う

え
ん
ち
と
改
称
)
は
、
総
面
積
五
〇
〇
脳
に
及
ぶ
日
本
ラ

ン
ド
開
発
最
大
の
目
玉
と
な
る
も
の
で
、
大
自
然
の
中
で

の
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
と
幻
想
を
テ
ー
マ
に
、
従
来
の
遊
園

地
に
な
い
体
験
を
提
供
す
る
場
と
し
て
登
場
し
た
。

面
積
は
六
五
畑
で
六
つ
の
ゾ
ー
ン
、
①
ミ
ラ
ク
ル
ハ
イ

ツ
②
ガ
ー
デ
ン
ゾ
ー
ン
③

レ
ー
ク
ゾ
ー
ン
④
ピ
ク
ニ
ッ
ク

ソ
ー
ン
⑤
ア
ニ
マ
ル
･
バ
レ
イ
⑥
パ
ー
キ
ン
グ
ゾ
ー
ン
と

に
ゾ
ー
ニ
ン
グ
し
た
。
全
体
の
六
五
畑
の
う
ち
遊
戯
施
設

や
建
物
･
庭
園
な
ど
の
施
設
面
積
は
六
畑
、
駐
車
場
ス
ペ

ー
ス
が
五
m
で
、
残
り
の
五
四
m
に
及
ぶ
自
然
そ
の
ま
ま

の
ス
ペ
ー
ス
は
点
と
線
と
で
有
機
的
に
結
ば
れ
、
お
客
様

が
思
い
の
ま
ま
に
大
自
然
の
魅
力
と
触
れ
あ
え
る
よ
う
レ

イ
ア
ウ
ト
さ
れ
た
。

同
年
三

月
に
は
、
グ
ラ
ン
ド
オ
ー
プ
ン
し
た
日
本
ラ

ン
ド
遊
園
地
に
屋
外
ス
ケ
ー
ト
場
も
完
成
し
た
。
こ
れ
は
、

園
内
の
富
士
見
湖
を
パ
イ
ピ
ン
グ
冷
凍
し
た
ス
ケ
ー
ト
場

で
、
約
一
万
姪
の
氷
上
面
積
は
単
一
リ
ン
ク
と
し
て
は
現

在
も
な
お
日
本
一
で
あ
る
。

ま
た
、
翌
四
九
年
一
一
月
に
は
、
遊
園
地
内
の
大
斜
面

ス
ノ
ー
マ
シ
ー
ン
で
冠
雪
し
た
、
ち
び

っ
子
が
ゲ
レ
ン
デ

｢雪
遊
び
広
場
｣
を
完
成
さ
せ
た
。

以
降

｢
ス
キ
ー
場
｣
と
と
も
に
、
遊
園
地
内
の

｢
ス
ケ

ー
ト
場
｣
｢雪
遊
び
広
場
｣
の
ラ
イ
ン
ナ
ッ
プ
に
よ
り
、
“す

べ
て
の
方
が
楽
し
め
る
ウ
イ
ン
タ
ー
ス
ポ
ー
ツ
の
メ
ッ
カ
“

と
し
て
常
時
注
目
を
集
め
て
い
る
。

五

お
わ
り
に

昭
和
四
五
年
の

｢日
本
ラ
ン
ド
･
ハ
イ
ウ
ェ
イ

(起
工

時
富
士
山
ハ
イ
ウ
ェ
イ
･
現
在
南
富
士
エ
バ
ー
グ
リ
ー
ン

ラ
イ
ン
)｣
の
開
業
を
要
に
、
以
来
つ
づ
け
て
き
た
日
本
ラ

ン
ド
地
区
の
開
発
は
、
二
一
世
紀
を
目
前
と
し
て
新
た
な

転
換
期
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
る
。

お
客
様
の
多
様
化
･
個
性
化
す
る
ニ
ー
ズ
、
ウ
ォ
ン
ツ

に
対
応
す
る
為
、
各
事
業
に
お
い
て
綿
密
な
再
開
発
計
画

を
現
在
構
築
中
で
あ
る
。
勿
論
当
初
の
日
本
ラ
ン
ド
開
発

コ
ン
セ
プ
ト
で
あ
る

｢地
域
経
済
の
発
展
｣
と

｢大
自
然

と
の
調
和
と
自
然
の
育
成
｣
を
念
願
に
お
い
て
の
も
の
で

あ
る
。
富
士
南
麓
の
日
本
ラ
ン
ド
は
、
こ
れ
か
ら
二
一
世

紀
の
リ
ゾ
ー
ト
に
生
ま
れ
か
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
。
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新
若
草
山
自
動
車
道
の
で
き
る
ま
で植

村

良

文

一
、
会
社
は
、
毎
年
決
算
期
に
お
け
る
総
収
入
金
の
中

か
ら
、
報
償
金
を
県
に
納
付
す
る
こ
と
。

し
か
し
、
こ
の
計
画
も
く
ず
れ
た
。
ケ
ー
ブ
ル
線
の
製

造
入
手
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。

そ
の
後
、
現
在
の
観
光
有
料
道
と
な
る
わ
け
で
、
こ
れ

は
昭
和
二
七
年
当
時
は
肥
料
が
不
足
し
て
お
り
、
田
植
用

ひ
て
つ
ど

の
肥
料
と
し
て
山
土
を
肥
鉄
土
と
し
、
搬
出
す
る
た
め
に

設
け
ら
れ
た
道
路
。
肥
鉄
土
株
式
会
社
を
見
学
に
こ
ら
れ

た
方
は
こ
の
道
路
か
ら
の
奈
良
市
内
の
景
観
に
感
動
さ
れ
、

現
在
の
観
光
有
料
道
路
と
な
っ
た
。

道
路
の
名
称
は
次
の
と
お
り
。

総
称
で
、
奈
良
奥
山
ド
ラ
イ
ブ
ウ
エ
ー
、
こ
れ
は
次
の

三
つ
の
路
線
か
ら
な
っ
て
い
る
。

ま
ず
、
新
若
草
山
ド
ラ
イ
ブ
ウ
ェ
i
、
延
長
三
･
七
如
、

春
日
奥
山
周
遊
道
、
延
長
四
皿
、
高
円
山
ド
ラ
イ
ブ
ウ
ェ

若
草
山
に
登
頂
、
こ
れ
を
眺
望
台
と
し
て
、
｢ふ
る
里
奈

良
｣
の
風
光
を
覚
え
せ
し
め
る
と
い
う
、
観
光
開
発
が
計

画
さ
れ
た
。
そ
の
反
面
に
は
、
こ
れ
が
風
致
破
損
に
つ
な

が
る
と
い
う
、
懸
念
が
つ
き
ま
と
っ
た
。
こ
の
種
の
計
画

は
す
べ
て
実
現
し
て
い
な
い
。
大
正
三

年
三

月
一
七

や
わ
た
や
ま

日
、
八
幡
山
山
中
か
ら
若
草
山
の
裏
山
頂
ま
で
、
風
致
を

害
さ
な
い
程
度
に
一
両
五
〇
人
乗
り
の
ケ
ー
ブ
ル
カ
ー
を

走
ら
せ
る
と
い
う
、
申
請
が
提
出
さ
れ
た
。

こ
れ
に
対
し
、
奈
良
県
は
調
査
の
結
果
、
自
然
保
護
に

支
障
が
あ
る
と
判
断
、
不
都
合
の
旨
を
大
正
一
四
年
に
鉄

道
大
臣
、
内
務
大
臣
に
進
達
し
た
。

そ
の
結
果
、
大
正
一
四
年
一
二
月
一
五
日
、
鉄
道
大
臣

か
ら
不
許
可
の
指
令
が
あ
り
、
同
月
二
三
日
に
会
社
に
通

知
さ
れ
た
。

次
い
で
、
若
草
山
に
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
を
設
け
よ
う
と

三
笠
山
自
動
階
段
株
式
会
社
が
設
立
さ
れ
た
。
計
画
案
は
、

三
笠
山
一
重
目
北
側
か
ら
頂
上
の
裏
側
に
地
下
室
の
終
点

を
造
り
、
前
面
か
ら
見
え
な
い
よ
う
に
敷
設
す
る
と
い
う

も
の
で
、
延
長
一
、
三
〇
〇
尺
、
自
動
昇
降
階
段
の
幅
は
、

往
復
二
線
で
一
時
間
に
三
、
五
〇
〇
人
を
運
ぶ
設
計
で
あ

っ
た
。

県
は
、
こ
れ
に
好
意
を
表
し
、
次
の
よ
う
な
許
可
条
件

を
示
し
た
と
い
わ
れ
る
。

一
、
自
動
階
段
は
、
隊
道
内
を
連
行
す
る
。

一
、
許
可
の
期
間
は
、
許
可
か
ら
満
二
ヵ
年
。

一
、
知
事
の
許
可
を
受
け
ね
ば
、
権
利
義
務
を
他
人
に

譲
渡
し
、
又
貸
付
す
る
こ
と
を
得
ず
。

一
、
県
が
、
こ
の
自
動
階
段
を
買
収
せ
ん
と
す
る
と
き

は
、
こ
れ
に
応
ず
る
こ
と

(た
だ
し
、
運
輸
開
始
後

一
〇
年
以
内
は
、
こ
れ
を
実
行
せ
ぬ
)。



ー
、
五
･
七
畑
の
三
つ
を
合
せ
て
、
奈
良
奥
山
ド
ラ
イ
ブ

ウ
エ
ー
と
呼
ん
で
い
る
。

新
若
草
山
ド
ラ
イ
ブ
ウ
エ
ー

1

概

要

○

免
許
年
月
日

昭
和
二
八
年
一
一
月
二
二
日

②

供
用
開
始

昭
和
三
〇
年
一
〇
月
二
二
日

③

道
路
の
延
長

三
･
七
如

④

起

す
し

点

奈
良
市
雑
司
町
二
三
一番
地

か
ま
と
ぎ
や
ま

⑬

終

点

奈
良
市
川
上
町
鎌
研
山
九
〇
〇
番

地
の
三

◎

標

高

起
点
一
〇
三
m
、
最
高
四
五
0
m

の

幅

員

車
道
幅
員
五
･五
m
、
総
幅
員
六
･

　　
　
　
　

　

′も
蝋
燭
矧
ご讓
離

し
;'

　

　

　　　
　　
　

　
　　

　
　
　　
　
　　　

新若草山ドライブウエーの入り口

五
m

副

曲
線
半
径

最
小
一
五
m

③

勾

配

最
急
一
0
%
、
平
均
六
%

⑩

料
金
所
位
置

奈
良
雑
司
町
二
一
八
番
地
、
新
若

草
山
料
金
所

⑪

供
用
制
限

長
さ
三
雨
、
中
二
･
五
m
、
高

さ
三
･
五
m
、
重
量
二
0
t

⑭

設
計
速
度

乗
用
車
卸
/
h
、
バ
ス
型
、
貨
物

車
25
/
h

表

⑬

営
業
時
間

八
時
-
二
四
時
全
日

(単位 :円)

ミ超錢ぎ
新若草山道

一 般 料 金

往 復 片 道

二 輪 自 動 車 360 250

軽 自 動 車
乗 用 車

510 360

貨 物 車

小 型 自 動 車
車用乗
車物貨

普通自動車
車用乗
車物貨

バス型自動車

スバロクイ
ーマ

鈎 860
スバ線路

他の子
、 燃 即大型貨物自動車 効 即

2

現

況

Q

自
動
車
道
事
業
関
係
従
業
員
数

　
　

折
通瓣　　　　　

　
※

役

員

五
名
、
内
常
勤
二
名

道
路
技
術
員

一
名

道
路
工
夫

一
名

事

務

者

一
名

料
金
徴
収
員

七
名

②

一
般
自
動
車
道
使
用
料
金

(表
1
)

③

平
成
七
年
度
の
実
績

通
行
台
数

一
〇
五
、
四
六
〇
台

料
金
収
入

四
九
、
七
九
五
千
円

若草山山頂でたわむれる鹿

3

沿
線
の
案
内

昭
和
三
〇
年
一
〇
月
二
二
日
、
営
業
を
開
始
の
運
び
と

7

な
り
、
こ
の
ド
ラ
イ
ブ
ウ
エ
ー
は
、
奈
良
県
庁
東
交
差
点

セ行

を
左
折
、
北
へ
二
つ
目
の
信
号
を
右
折
す
る
と
大
池
に
出

道

ら
れ
る
池
に
そ
っ
て
、
正
倉
院
裏
側
に
出
る
と
、
奈
良
奥

“　　

山
ド
ラ
イ
ブ
ウ
エ
ー
の
ア
ー
チ
が
あ
る
。
こ
れ
を
入
っ
て



間
な
し
に
、
新
若
草
山
料
金
所
に
出
る
。
こ
の
道
路
は
、

春
の
桜
が
見
事
で
樹
齢
四
〇
年
以
上
の
古
木
が
列
を
な
し
、

一
部
で
あ
る
が
桜
の
花
で
、
ト
ン
ネ
ル
に
な

っ
て
い
る
。

特
に
す
ば
ら
し
い
の
は
、
料
金
所
よ
り
約
五
〇
0
m
の
地

点
で
、
花
の
間
か
ら
見
る
大
仏
殿
の
大
屋
根
は
、
写
真
家

の
仲
間
で
、
評
判
に
な
っ
て
い
る
。

そ
の
場
所
か
ら
す
ぐ
、
三
笠
温
泉
郷
へ
、
こ
こ
は
宿
泊

も
で
き
る
ホ
テ
ル
が
あ
る
。

四
季
を
通
じ
て
、
観
光
で
き
る
の
が
、
こ
の
有
料
道
路

で
あ
る
。
春
は
桜
、
夏
は
深
緑
と
昆
虫
、
秋
は
黄
葉
、
紅

葉
と
一
年
中
皆
様
に
お
越
し
い
た
だ
け
る
ド
ラ
イ
ブ
ウ
エ

ー
で
あ
る
。
若
草
山
、
山
頂
駐
車
場
で
車
を
駐
車
し
、
若

草
山
へ
徒
歩
約
七
分
、
全
山
一
面
の
草
地
で
、
み
ず
み
ず

し
い
緑
の
季
節
も
、
枯
草
の
と
き
も
、
そ
れ
ぞ
れ
捨
て
が

た
い
風
情
が
あ
る
。
こ
こ
に
鴬
塚
古
墳
全
長
一
〇
三
m
、

前
方
部
の
幅
が
五
0
m
、
後
方
部
六
一
m
で
、
二
段
に
築

成
さ
れ
て
い
る
。
｢鴬
陵
｣
の
碑
が
立
つ
、
こ
の
付
近
に

は
、
小
古
墳
が
点
在
す
る
。

眼
下
に
、
大
仏
殿
の
大
屋
根
と
奈
良
市
街
が
一
望
で
き

る
}。若

草
山
の
事
を
別
名
三
笠
山
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
丸
い

丘
が
三
重
に
な
っ
て
お
り
、

一
月

一
五
日
の
成
人
式
に
は

山
焼
で
も
有
名
で
あ
る
。

新
若
草
山
ド
ラ
イ
ブ
ウ
エ
ー
の
後
は
、
春
日
奥
山
周
遊

道
路
で
、
こ
の
道
路
は
全
長
四
如
。
す
べ
て
が
原
始
林
で
、

こ
の
道
は
も
と
も
と
遊
歩
道
と
し
て
明
治
三
四
年
に
完
成

し
た
が
、
昭
和
三
年
に
自
動
車
道
路
に
改
修
さ
れ
た
。

こ
の
四
虹
は
、
す
べ
て
が
地
道

(未
舗
装
道
路
)
で
、

す
べ
て
の
動
物
、
植
物
は
特
別
天
然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
、

保
護
さ
れ
て
い
る
。
有
名
な
天
然
記
念
物
の
ル
ー
ミ
ス
シ

ジ
ミ

(蝶
の
一
種
)
及
び
モ
リ
ア
オ
ガ
エ
ル
な
ど
珍
し
い

動
物
が
生
息
し
、
春
日
山
原
始
林
は
猟
、
伐
採
を
禁
じ
ら 鴬滝

れ
て
い
る
。

　　

春
日
神
社
の
杜
領
と
し
て
、
保
護
さ
れ
た
た
め
、
動
物
、
2

植
物
が
自
然
の
ま
ま
で
生
き
て
い
る
。
約
三
鬮
南
へ
走
っ

4

た
左
側
に
、
赤
い
小
さ
い
橋
が
あ
り
、
こ
の
橋
を
渡
る
と
、

セ

約
六
0
o
m
で
興
福
寺
別
院
の
歓
喜
天

(夫
婦
和
合
、
商

漸

売
繁
盛
の
神
様
)
が
あ
る
。
今
日
で
は
参
列
者
は
、
多
く

は
な
い
が
、
そ
の
昔
は
一
年
間
に
一
〇
万
人
の
参
拝
者
が

あ
っ
た
と
の
事
で
あ
る
。

こ
の
歓
喜
天
の
す
ぐ
近
く
に
、
鴬
滝
が
あ
る
。
こ
の
滝

は
、
高
さ
約
一
0
m
の
小
さ
な
滝
で
あ
る
が
、
夏
の
納
涼

に
よ
い
と
人
気
が
あ
り
、
茶
屋
も
あ
る
。
春
日
山
原
始
林

の
清
流
を
集
め
、
佐
保
川
の
源
流
と
な
っ
て
い
る
。

高
円
山
ド
ラ
イ
ブ
ウ
エ
ー
,

1

概

要

の

免
許
年
月
日

昭
和
三
四
年
九
月
二
三
日

②

供
用
開
始

昭
和
三
五
年
三
月
一
五
日

③

道
路
の
延
長

五
･
三
如ぴやるご

う
じ

④

起

点

奈
良
市
白
毫
寺
町

一
一
五
〇
番

地

◎

終

点

奈
良
市
高
畑
町
地
獄
谷
国
有
林
第

一
七
林
班

㈱

標

高

起
点
一
九
0
m
、
終
点
四
五
0
m

の

幅

員

車
道
幅
員
五
･
五
m

総
幅
員
六
･
五
m

③

曲
線
半
径

最
小
一
五
m



勾

配

料
金
所
位
置

(1の (9) 表 2 (単位 :円)

線

種
区ミ

高円山道

一 般 料 金

往 復 片 道

二 輪 自 動 車 410 300

軽 自 動 車
乗 用 車

610 460

貨 物 車

小型自動車
車用乗
車物貨

普通自動車
車用乗
車物貨

バス型自動車

スい、ロクイ
ーマ

跡 即スバ線路

他の子
、 劾 勤大型貨物自動車 幼 拗

※往復= 高円山地獄谷折返し

片道= 高円山地獄谷通り抜け

⑮

供
用
制
限

⑭

設
計
速
度

⑬

営
業
時
間

最
急
一
0
%
、
平
均
六
%

奈
良
市
白
号
毫
寺
町
九
九
六
番
地

高
円
山
料
金
所

長
さ
三
雨
、
幅
二
･
五
m
、
高

さ
三
･
五
m
、
重
量
二
0
t

乗
用
車
卸
/
h
、
バ
ス
型
･
貨
物

車
25
/
h

八
時
三
〇
分
-
二
〇
時
全
日

3

沿
線
の
案
内

昭
和
三
五
年
三
月
一
九
日
、
営
業
を
開
始
す
る
。

こ
の
ド
ラ
イ
ブ
ウ
エ
ー
は
、
奈
良
教
育
大
学
の
前
を
南

へ
、
二
つ
目
の
信
号
を
左
折
、
モ
ク
レ
ン
、
椿
、
有
名
な

白
毫
寺
前
を
、
約
七
〇
0
m
で
、
高
円
山
ド
ラ
イ
ブ
ウ
エ

ー
の
ア
ー
チ
が
左
手
に
あ
る
。

こ
れ
を
入
る
と
、
高
円
山
料
金
所
に
で
る
。

春
は
見
事
に
つ
き
る
。
桜
の
古
木
に
花
が
咲
く
。
新
若

草
山
ド
ラ
イ
ブ
ウ
エ
ー
の
桜
の
花
よ
り
、
こ
の
道
路
の
花

が
良
い
と
の
声
も
あ
る
。
ま
た
春
の
山
菜
を
取
り
に
こ
ら

れ
る
道
路
で
も
あ
る
o

好
天
時
に
は
、
遠
く
吉
野
山
連
山
、
金
剛
生
駒
の
山
な

み
、
手
前
に
大
和
盆
地
、
大
和
三
山
で
有
名
な
天
香
具
山
、

耳
成
山
、
畝
傍
山
が
一
望
で
き
る
。

こ
の
道
路
は
、
石
仏
群
が
あ
り
、
道
路
の
終
点
近
く
は

特
に
多
い
。
春
日
山
石
窟
仏

(穴
仏
)
の
案
内
看
板
に
沿鱸柳生街道石畳

朝日観音

2

現

況

Q

自
動
車
事
業
関
係
従
業
員
数

新
若
草
山
ド
ラ
イ
ブ
ウ
エ
ー
と
同
じ

②

一
般
自
動
車
道
使
用
料
金

(表
2
)

め

平
成
七
年
度
の
実
績

通
行
台
数

五
一
、
一
四
四
台

料
金
収
入

一
ニ
ニ
、
三
六
〇
千
円

セ

　

　

　
　



っ
て
、
柳
生
街
道
の
石
畳
を
下
り
る
と
、
西
側
に
南
面
す

る
山
肌
の
壁
面
に
仏
、
菩
薩
、
天
部
形
な
ど
の
群
像
が
あ

　　
　こ

れ
は
藤
原
時
代
の
造
立
で
破
損
が
ひ
ど
く
、
現
在
は

金
網
ご
し
に
見
学
す
る
事
が
で
き
る
。

石
畳
の
道
を
約
一
五
分
程
下
り
る
と
左
手
へ
入
る
小
道

の
か
た
わ
ら
に
、
滝
坂
石
仏
群
の
一
つ
で
高
さ
二
m
の
首

切
地
蔵
と
呼
ば
れ
る
石
像
が
あ
り
、
荒
木
又
右
衛
門
が
試

し
斬
り
を
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
近
く
に
は
、

朝
日
観
音
、
夕
日
観
音
も
あ
る
。

特
に
朝
日
観
音
は
、
早
朝
高
円
山
の
項
か
ら
さ
し
の
ぼ

る
朝
日
に
真
っ
先
に
照
さ
れ
る
事
か
ら
名
付
け
ら
れ
た
も

の
で
、
実
際
に
は
、
観
音
様
で
は
な
く
中
央
は
弥
勒
仏
、

左
右
は
地
蔵
仏
で
あ
る
。
こ
の
石
像
に
は
文
永
三
年
の
銘

が
あ
り
、
鎌
倉
時
代
の
石
彫
の
代
表
的
な
も
の
ら
し
い
。

R
)

　
　

新若草山料金所

春日奥山用遊道

　

高
円
山
は
万
葉
の
昔
か
ら
、
し
ば
し
ば
歌
に
詠
ま
れ
、

ま
た
聖
武
天
皇
の
離
宮
、
尾
ノ
上
宮
の
あ
っ
た
と
こ
ろ
で

も
あ
る
。

　

(新
若
草
山
自
動
車
道
㈱
取
締
役
)

道イテセ 97.4 2 7

参考 奈良奥山ドライブウエー料金表 (単位 :円)

種 別
料 金 表

計 県 繃 円一局

正
倉
院
↓
春
日
周
遊
↓
高
円
山

貸 切 バ ス(乗合型自動車) 彌 鰡 翻 勤
マイクロバス(乗合型自動車) 鯏 助 860 興

陣白
H

型鯰貨型大 鰡 鰡 贓勤
車動白

]
通稽物貨型大 彌 900 360 460

車動白
]

型ハ
車
車

動
物

目
貨

通
型

普
小 勤 800 360 卿

車動白
]鰹車

車
用
物

乗
貨

軽
軽 勤 400 360 460

鮒輪二動白
]車単 750 200 250 300

　　　
　

県
新
高

鎌研山交番

◎鎌研山、芳山の両交番は県の職員

◎新若草山、高円山料金所は新若草山自動車道の社員

奈良県
新若草山自動車K . K

芳山交番
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ろ

ゆ

う

芦
有
ド
ラ
イ
ブ
ウ
エ
イ
に
つ
い
て

佐
藤

元
美

な
損
害
を
被
っ
た
。

直
後
の
応
急
復
旧
工
事
、
ま
た
完
全
復
旧
ま
で
一
年
半

は
通
行
台
数
の
大
幅
な
減
少
に
み
ま
わ
れ
、
ボ
ト
ム
期
は

ピ
ー
ク
期
の
二
五
%
ダ
ウ
ン
と
な
っ
た
。
監
督
官
庁
の
ご

指
導
に
よ
る
復
旧
工
事
を
行
い
、
鋭
意
自
動
車
道
収
入
の

増
収
に
努
め
た
結
果
、
平
成
八
年
度
は
お
蔭
様
で
震
災
前

の
状
況

(平
成
六
年
度
の
水
準
)
ま
で
回
復
す
る
こ
と
が

で
き
た
。

三

概
…
要

○

免
許
年
月
日

昭
和
三
二
年
一
二
月
二
七
日

"

②

路

線

名

芦
有
自
動
車
道
路

秋

③

区

間

道

起
点
…
兵
庫
県
芦
屋
市
奥
池
南
町
七
一
番
地
一

“

終
点
…
兵
庫
県
神
戸
市
北
区
有
馬
町
栗
柄
一
八
六
九

一

は
じ
め
に

芦
有
ド
ラ
イ
ブ
ウ
ェ
イ

(芦
有
自
動
車
道
路
)
は
、
国

際
文
化
住
宅
都
市
･
芦
屋
市
と
関
西
の
奥
座
敷
で
あ
る
有

馬
温
泉
と
を
、
六
甲
山
を
横
断
し
て
僅
か
二
〇
分
で
結
ぶ

コ
ー
ス
で
あ
る
o

有
馬
か
ら
は
県
道
を
経
て
中
国
自
動
車
道
西
宮
北
I
C

に
接
続
し
て
お
り
、
ま
た
途
中
の
宝
殿
I
C
か
ら
は
六
甲

山
縦
走
路

(県
道
明
石
･
神
戸
･
宝
塚
線
)
に
接
続
し
、

四
季
折
々
の
六
甲
山
の
景
色
が
楽
し
め
る
。

コ
ー
ス
途
中
の
標
高
六
四
五
m
に
あ
る
東
六
甲
展
望
台

は
震
災
後
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し
、
視
界
は
二
〇
〇
度
以
上
開

け
眼
下
に
大
阪
平
野
と
大
阪
湾
を
望
み
、
晴
れ
た
日
に
は

比
叡
山
、
生
駒
山
、
金
剛
山
、
関
西
国
際
空
港
か
ら
淡
路

島
ま
で
雄
大
な
眺
望
が
楽
し
め
る
。
更
に
夜
に
は

｢
一
〇

0
0
万
ド
ル
の
夜
景
｣
が
傭
轍
で
き
、
デ
イ
ト
ス
ポ
ッ
ト

と
し
て
人
気
が
あ
る
。

二

沿

革
-

当
ド
ラ
イ
ブ
ウ
ェ
イ
は
昭
和
三
六
年

(
一
九
六
一
年
)

九
月
二
一
日
に
開
通
し
た
。
当
初
の
年
間
通
行
台
数
は
二

〇
万
台
前
後
で
あ
っ
た
が
、
モ
ー
タ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
進

展
と
共
に
次
第
に
伸
び
、
バ
ブ
ル
経
済
の
最
盛
期
の
平
成

二
年

(
一
九
九
〇
年
)
度
に
は
最
高
の
一
四
〇
万
台
を
突

破
し
た
。
バ
ブ
ル
経
済
の
終
焉
と
、
平
成
三
年
三
月
に
兵

庫
県
道
路
公
社
の
平
行
道
路

(西
宮
北
有
料
道
路
ー
通
称

盤
滝
ト
ン
ネ
ル
)
が
開
通
し
た
こ
と
も
あ
り
、
以
後
右
肩

下
が
り
に
落
ち
込
ん
で
い
た
と
こ
ろ
へ
、
平
成
七
年
一
月

一
七
日
の
阪
神
･
淡
路
大
震
災
で
、
幸
い
従
業
員
に
死
傷

者
が
出
な
か
っ
た
も
の
の
ド
ラ
イ
ブ
ウ
ェ
イ
施
設
に
甚
大



(5) (4)(8) (7) (6)

番
地

延
長
二

0
･
六
七
緬

工
事
施
工
認
可

昭

工
事
期
間

着
工

昭

竣
工

昭

供
用
開
始
年
月
日

昭

総
工
事
費

二

規
格
構
造

①
幅

員

、
昭
和
三
四
年
六
月
一
日

昭
和
三
四
年
七
月
二
五
日

昭
和
三
六
年
八
月
一
七
日

昭
和
三
六
年
九
月
二
一
日

二
六
億
円
余
り

六
･
o
m
、
路
肩
幅
員
○
･
五
m

以
上

総
幅
員
七
･
o
m
以
上

(車
線
数
)

②
設
計
速
度

③
設
計
荷
重

④
路
面
の
種
類

⑤
橋

梁

⑥
ト
ン
ネ
ル

片
側
一
車
線

四
○
如
/
h

二
0
t

ア
ス
フ
ァ
ル
ト
舗
装
、
一
部
半
剛

性
舗
装

九
カ
所

(う
ち
金
慶
橋
二
0
m
は
、

ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
を
使
っ
た
我

が
国
初
の
軽
金
属
橋
で
、
耐
久
、

耐
寒
、
耐
震
性
が
あ
る
う
え
腐
食

し
な
い
の
が
特
徴
)

四
カ
所

(総
延
長
一
、
五
二
五
m

⑦
最
小
曲
線
半
径

⑧
最
急
勾
配

⑨
横
断
勾
配

⑲
駐
車
場

⑪
料
金
所

⑫
バ
ス
ス
ト
ッ
プ

の
内
金
井
ト
ン
ネ
ル
一
七
五
m
は
、

ル
ー
プ
式
の
一
部
を
な
し
て
い
る
)

三
0
m

道行セ 97 ,4 29

一
0
%

二
%
、
片
勾
配
八
%

九
カ
所

三
カ
所

(芦
屋
、
宝
殿
、
有
馬
)

七
カ
所

(路
線
バ
ス
)

き

西宮北
インター エンジ

スパ

ノ
ア

橋
イ
.

脇
瀧

　

ル

ン

、.

外　　　

ト

ムハ

　　
　

　
　　
　
　

開鑿
川

阪
急

江
頭

深
埠

一戸
-

神
妙　

　

有
馬
温
泉

,

戦緋『
“た

鼬
莎

を
急
ビ

新
有
馬

雙
ぎ
′す
れば

蕊

有馬駅 有馬温泉

鶚

Q
装

ー
Lハ甲
山
カ
ン
ツ

。

キ

′
-
ハ
ウ
ス

　　

　
　

　
　

墳

･高
価

天
狗
砦
駅

エ
ン
タ
ル

ホ
テ
ル

シーサイドタウン

位置図



四

建
設
の
経
緯
と
営
業

朝

初
代
社
長
が
描
い
た
青
写
真

古
く
か
ら
の
温
泉
郷
で
あ
る
有
馬
は
、
阪
神
側
か
ら
直

線
距
離
で
わ
ず
か
八
畑
ほ
ど
の
近
さ
に
あ
り
な
が
ら
、
昭

和
三
○
年
頃
ま
で
は
非
常
に
辺
部
な
場
所
と
思
わ
れ
て
い

た
。有

馬
へ
の
鉄
道
交
通
と
し
て
は
、
大
正
四
年

(
一
九
一

さ
ん
だ

五
年
)
有
馬
･
三
田
間
に
国
鉄
有
馬
線
が
開
通
し
て
福
知

山
線

(現
J
R
宝
塚
線
)
経
由
で
大
阪
と
結
ば
れ
、
神
戸

か
ら
は
昭
和
三
年

(
一
九
二
八
年
)
神
戸
有
馬
電
気
鉄
道

(現
神
戸
電
鉄
)
が
開
通
し
た
が
、
有
馬
線
は
第
二
次
世

界
大
戦
の
激
化
し
た
昭
和
一
八
年
に
廃
線
と
な
っ
た
。

自
動
車
道
の
方
は
、
宝
塚
･
有
馬
間
と
三
田
･
有
馬
間

に
は
バ
ス
連
絡
が
あ
っ
た
が
、
芦
屋
か
ら
宝
塚
経
由
で
車

を
走
ら
せ
る
と
す
れ
ば
、
一
時
間
数
十
分
も
か
か
る
よ
う

な
状
態
で
、
宝
塚
･
有
馬
間
の
道
路
状
況
の
悪
さ
も
あ
い

ま
っ
て
、
阪
神
と
有
馬
間
を
遠
く
感
じ
さ
せ
て
い
た
。

そ
こ
で
、
六
甲
山
を
横
断
し
有
馬
間
を
結
ぶ
道
路
を
建

設
す
れ
ば
、
車
で
わ
ず
か
二
〇
分
で
結
ば
れ
、
こ
れ
ま
で

に
要
し
た
時
間
が
一
気
に
短
縮
さ
れ
る
。
ま
た
表
六
甲
と

裏
六
甲
と
を
直
結
す
る
道
路
を
建
設
す
れ
ば
、
六
甲
山
北

側
の
地
域
経
済
に
活
気
を
与
え
る
産
業
道
路
と
も
な
り
得

る
。
更
に
東
六
甲
の
中
腹
を
横
断
す
る
こ
と
に
よ
り
観
光

道
路
と
も
な
り
、“
一
石
三
鳥
の
効
果
が
あ
る
の
で
は
な
い

か
"
と
の
考
え
の
も
と
に
、
元
芦
屋
市
長
ら
と
連
携
を
と

り
な
が
ら
、
阪
神
間
の
政
･
財
界
･
地
方
自
治
体
に
も
働

き
か
け
、
構
想
の
具
体
化
へ
と
進
め
た
。

②

特
別
立
法
に
よ
る
山
地
開
発

戦
後
の
経
済
復
興
や
、
文
化
観
光
資
源
の
開
発
利
用
に

寄
与
す
る
た
め
、
昭
和
二
五
年
か
ら
二
六
年
に
か
け
て
芦

屋
を
は
じ
め
、
別
府
･
伊
東
･
熱
海
･
横
浜
･
神
戸
･
奈

良
･
京
都
･
松
江
･
松
山
･
軽
井
沢
な
ど
計
一
一
市
で
、

そ
れ
ぞ
れ
の
特
色
を
生
か
し
た
特
別
法
が
制
定
さ
れ
る
こ

と
に
な
り
、
芦
屋
市
に
は

｢芦
屋
国
際
文
化
住
宅
都
市
建

設
法
｣
が
制
定
さ
れ
た
。

芦
屋
市
は
、
既
に
国
際
文
化
や
住
宅
都
市
と
し
て
恵
ま

れ
た
環
境
立
地
条
件
に
あ
っ
た
が
、
市
域
は
東
西
約
二
キ

ロ
余
り
南
北
七
キ
ロ
余
り
し
か
な
く
、
発
展
の
余
地
は
山

地
か
海
浜
部
の
開
発
し
か
な
い
状
況
で
あ
っ
た
。
具
体
的

に
は
同
市
の
奥
山
地
区
三
〇
万
坪
の
開
発
に
よ
る
住
宅
建

設
、
並
び
に
芦
屋
･
奥
池
間
の
県
道
の
改
良
工
事
の
推
進

な
ど
構
想
は
膨
ら
ん
だ
。

③

市
長
の
要
望

当
時
の
市
長
に
は
、
既
成
市
街
地
の
背
山
を
開
発
し
、

自
然
を
壊
さ
な
い
範
囲
で
の
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
場
と

す
る
構
想
や
、
他
方
国
際
会
議
場
や
国
際
ホ
テ
ル
を
誘
致

し
、
外
国
人
に
芦
屋
の
良
さ
を
認
識
さ
せ
る
環
境
を
整
え

る
と
い
う

“山
地
開
発
計
画
"
が
あ
っ
た
が
、
財
政
難
で

そ
の
実
現
は
至
難
の
事
業
で
あ
っ
た
。

丁
度
そ
の
頃
、
初
代
社
長
ら
芦
屋
市
在
住
の
財
界
人
を

中
心
と
し
て
芦
屋
･
有
馬
を
結
ぶ
道
路
開
発
計
画
構
想
が

生
ま
れ
、
市
側
か
ら
も
是
非
会
社
を
設
立
し
て
協
力
し
て

ほ
し
い
と
の
要
請
が
あ
り
、
構
想
は
急
速
に
具
体
化
へ
と

進
ん
だ
。
そ
し
て
昭
和
三
一
年

(
一
九
五
六
年
)
暮
れ
頃

に
は
会
社
設
立
の
構
想

(第
三
セ
ク
タ
ー
の
魁
ー
県
及
び

二
市
の
出
資
)
が
ほ
ぼ
固
ま
っ
た
。

@

会
社
の
設
立

芦
屋
と
有
馬
を
結
ぶ
自
動
車
道
の
建
設
･
運
営
や
、
芦

屋
市
奥
池
地
区
の
開
発
を
目
的
と
し
た
株
式
会
社
の
設
立

準
備
委
員
会
が
昭
和
三
二
年

(
一
九
五
七
年
)
に
開
催
さ

れ
た
。
そ
し
て
翌
年
二
月
発
起
人
総
会
が
開
催
さ
れ
、
社

名
は
芦
屋
の

｢芦
｣
と
有
馬
の

｢有
｣
と
か
ら
芦
有

(ろ

ゆ
う
)
開
発
と
名
付
け
、
資
本
金
五
、
0
0
0
万
円
で
三

月
一
日
会
社
設
立
の
登
記
を
終
え
た
。
発
足
当
時
の
定
款

で
は
会
社
の
目
的
と
し
て
、
芦
屋
-
有
馬
間
の
有
料
自
動

車
道
の
建
設
と
経
営
の
ほ
か
、
土
地
建
物
の
売
買
･
賃
貸
、

居
住
者
や
観
光
の
た
め
の
施
設
の
建
設
や
譲
渡
･
賃
貸
、

林
野
の
開
発
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

◎

建
設
工
事
に
着
手

会
社
設
立
後
、
山
地
開
発
の
た
め
芦
屋
市
共
有
財
産
の

払
い
下
げ
を
受
け
た
ほ
か
、
全
線
に
つ
い
て
路
線
敷
の
用

地
買
収
を
進
め
た
。
建
設
資
金
の
調
達
と
し
て
は
日
本
開

発
銀
行
を
は
じ
め
と
し
て
、
三
和
･
住
友
･
大
和
･
神
戸

(現
さ
く
ら
)
銀
行
を
含
め
-
五
行
の
融
資
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
、
ま
た
資
本
金
は
五
回
の
増
資
を
経
て
昭
和
三

八
年

(
一
九
六
三
年
)
に
は
一
六
億
円
に
ま
で
な
っ
た
。

道
路
建
設
工
事
の
施
工
認
可
は
、
先
ず
一
部
区
間
に
つ
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い
て
昭
和
三
四
年

(
一
九
五
九
年
)
建
設
･
運
輸
両
省
の

認
可
が
下
り
た
。
な
お
、
予
定
地
は
国
立
公
園
六
甲
山
地

域
を
横
断
し
保
安
林
が
多
い
た
め
、
国
立
公
園
に
ふ
さ
わ

し
い
道
路
に
す
る
よ
う
農
林
･
厚
生
両
省
か
ら
要
請
さ
れ

た
。
工
事
は
起
工
式
の
少
し
後
か
ら
本
格
着
工
さ
れ
た
が
、

道
路
延
長
一
○
･
六
七
如
を
五
つ
の
工
区
に
分
け
て
五
社

の
大
手
建
設
業
者
に
分
担
さ
せ
、
各
ゲ
ー
ト
の
構
築
物
は

一
社
の
請
負
で
始
ま
っ
た
。

六
甲
山
は
、
急
に
標
高
が
高
く
な
っ
た
り
深
い
谷
が
あ

復旧した東六甲展望台

っ
た
り
で
、
道
路
を
建
設
す
る
に
は
非
常
に
む
つ
か
し
い

地
形
の
山
で
あ
り
、
そ
の
上
地
質
は
ボ
ロ
ボ
ロ
に
風
化
し

た
花
崗
岩
が
多
い
山
の
た
め
、
当
時
の
技
術
水
準
で
は
完

成
ま
で
に
は
大
変
な
難
工
事
と
建
設
資
金
が
必
要
と
な
っ

た
。
標
高
二
八
五
m
か
ら
七
二
0
m
ま
で
上
り
、
四
三
一

m
ま
で
下
り
、
そ
の
間
に
ト
ン
ネ
ル
は
四
カ
所
、
橋
は
九

カ
所
架
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
総
工

事
費
が
二
六
億
円
余
り
も
か
か
り
、
キ
ロ
当
た
り
二
･
六

億
円
と
い
う
割
高
な
工
事
と
な
っ
た
。

◎

開

通

さ
し
も
の
難
工
事
も
昭
和
三
六
年

(
一
九
六
一
年
)
八

月
に
完
工
し
、
九
月
二
一
日
に
運
輸
･
建
設
両
省
、
兵
庫

県
･
芦
屋
市
を
は
じ
め
と
し
て
来
賓
･
関
係
者
二
、
三
〇

〇
名
が
出
席
さ
れ
、
華
々
し
く
開
通
式
を
挙
行
し
約
五
〇

〇
台
が
通
り
ぞ
め
の
パ
レ
ー
ド
を
行

っ
た
。

の

各
種
の
事
業

会
社
は
、
芦
屋
市
か
ら
市
北
部
の
奥
山
地
域
約
二
三
〇

万
姪

(七
〇
万
坪
)
の
払
い
下
げ
を
受
け
、
市
の
重
点
政

策
で
あ
っ
た
山
地
開
発
の
方
針
に
沿
っ
て
、
宅
地
開
発
に

乗
り
出
し
た
。

ド
ラ
イ
ブ
ウ
ェ
イ
開
通
後
、
奧
山
地
区
を
四
つ
の
工
区

に
分
け
、
昭
和
三
〇
年
代
後
半
か
ら
五
〇
年
代
に
か
け
て

宅
地
面
積
五
七
･
八
如
、
計
画
戸
数
七
六
七
戸
、
計
画
人

ロ
三
、
0
0
0
人
の
住
宅
地
造
成
事
業
を
行
っ
た
。

住
民
の
足
と
し
て
待
望
さ
れ
た
の
は
定
期
バ
ス
の
運
行

で
あ
る
。
そ
こ
で
昭
和
三
八
年
(
一
九
六
三
年
)三
月
か
ら

一
日
約
三
〇
便
の
定
期
バ
ス
(芦
屋
ー
有
馬
間
の
)運
行
を

開
始
し
た
の
で
あ
る
が
赤
字
続
き
で
一
四
年
半
で
廃
業
(阪

急
バ
ス
に
統
合
)。ま
た
時
を
同
じ
く
し
て
運
行
し
た
タ
ク

シ
ー
事
業
も
、
一
〇
年
で
廃
業
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

山
地
開
発
計
画
に
よ
り
一
部
を
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
開

発
の
一
環
と
し
て
、
遊
園
地
事
業
に
取
り
組
ん
だ
。
こ
の

国
立
公
園
内
の
事
業
は
、
自
然
公
園
法
に
基
づ
く
園
地
事

業
と
し
て
昭
和
三
九
年

(
一
九
六
四
年
)
に
認
可
さ
れ
、

三
万
五
、
0
0
0
評
の
敷
地
で
は
、
レ
ス
ト
ラ
ン
･
舟
遊

び
･
遊
具
･
小
動
物
園
･
遊
歩
道
･
野
外
ス
テ
ー
ジ
･
キ 遊びの広場から奥池を望む



ャ
ン
プ
場
な
ど
の
施
設
を
建
設
･
運
営
し
た
。
中
で
も
東

京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が
開
催
さ
れ
た
昭
和
三
九
年

(
一
九
六

四
年
)
か
ら
四
三
年
に
か
け
て
、

ハ
ワ
イ

･
オ
ア
フ
島
か

ら
舞
踏
団
を
招
き
、
奥
池
の
夏
を
彩
る
イ
ベ
ン
ト
と
し
て

｢
ハ
ワ
イ
ま
つ
り
｣
を
連
日
連
夜
開
催
し
、
最
盛
期
に
は

一
夏
に
一
〇
万
人
の
入
園
者
で
賑
わ
っ
た
。

し
か
し
、
海
外
渡
航
の
自
由
化
に
伴
い
物
珍
し
さ
も
薄

れ
、
次
第
に
客
足
も
落
ち
運
営
困
難
と
な
っ
た
の
で
、
昭

和
園
四
年
か
ら
中
止
し
た
。

一
方
芦
屋
市
で
は
、
奥
山
貯
水
池

(水
道
水
源
池
)
の

造
成
計
画
が
進
め
ら
れ
、
昭
和
四
五
年

(
一
九
七
〇
年
)

表 1 通行台数と通行料金

穢 通行台数(千台) 指 数(%) 料金収入(百万円) 指 数(%)

脇 91 41

37 173 76

40 318 133

50 603 184

印 上190 360

平 L 369 512

リム 1
,
400 ◎ 即 鰡ろく〕 1

,
302 鯏 486 鯏

塗“ 1
,
266 鰓 465 蜘

にJ 1
,
205 離 433 組

RU 1
,
225 碗 423 欄

ワ‘ 1
,
094 徹 408 猯

RU 1
,
178 組 462 臨

に
は
当
社
の
遊
園
地
事
業
は
大
幅
に
縮
小
せ
ざ
る
を
得
な

く
な

っ
た
。

③

営

業

昭
和
三
六
年

(
一
九
六
一
年
)
九
月
二
一
日
か
ら
営
業

を
開
始
し
た
ド
ラ
イ
ブ
ウ
ェ
イ
は
、
約
六
か
月
の
営
業
で

通
行
台
数
は
約
九
一
、
三
〇
〇
台
、
料
金
収
入
は
約
四
一
、

九
〇
〇
千
円
で
あ
っ
た
。
昭
和
四
一
年
の
マ
イ
カ
ー
元
年

を
む
か
え
通
行
台
数
も
逐
次
増
加
し
て
き
た
が
、
ド
ラ
イ

ブ
ウ
ェ
イ
建
設
に
か
か
っ
た
膨
大
な
投
資
負
担
と
営
業
費

の
増
加
、
そ
の
上
に
金
利
負
担
が
加
わ
っ
て
、
昭
和
四
四

年

(
一
九
六
九
年
)
に
は
負
債
総
額
が
約
一
二
億
円
に
ふ

く
ら
み
、
経
営
は
最
悪
の
状
態
に
陥
っ
た
。

こ
の
た
め
同
年
秋
か
ら
経
営
の
刷
新
に
取
り
組
み
、
タ

ク
シ
ー
･
バ
ス
･
遊
園
地
事
業
な
ど
不
採
算
部
門
の
統
廃

合
が
進
め
ら
れ
、
所
有
地
の
処
分
に
よ
る
利
益
を
借
入
金

円

w

月

円

金

間

(単位 :円)

表 2 開通時(36年前)の通行料金表 (単位 :円)

※
普 通 料 金 往復料金

一部区間 全 区 間 全 区 間

二輪自動車 280 560 840

普通自動車 " 800 助大型自動車 " 鋤 纖
(注) ナンバープレート制。

※
普 通 料 金 往復料金

一部区間 全 区 間 全 区 間

二輪自動車 150 知 幼
普通自動車 300 500 750

大型自動車 800 勲 “
(注) 重量制で空車料金の設定があった。

表 3 現行の通行料金表

の
返
済
に
当
て
る
な
ど
財
務
体
質
の
改
善
に
努
め
、
昭
和

夫
二
年

(
一
九
八
七
年
)
に
は
借
入
金
の
返
済
を
完
了
、

経
営
は
軌
道
に
乗
り
始
め
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
(以
後
無
借

金
経
営
を
続
け
て
い
る
)

こ
の
間
、
所
得
倍
増
計
画
･
高
度
経
済
成
長
に
伴
っ
て

マ
イ
カ
ー
は
年
々
増
え
、
観
光
や
レ
ジ
ャ
ー
の
流
行
、
神

戸
ポ
ー
ト
ピ
ア
博
覧
会
な
ど
も
幸
い
し
て
ド
ラ
イ
ブ
ウ
ェ

イ
の
利
用
者
は
順
調
に
伸
び
続
け
、
バ
ブ
ル
経
済
の
最
盛

期
で
あ
る
平
成
二
年

(
一
九
九
〇
年
)
度
に
は
、
最
高
の

一
四
〇
万
台
の
通
行
台
数
、
料
金
収
入
約
五
億
四
、
○
○

0
万
円
を
記
録
し
た
。

平
成
二
年
度
ま
で
通
行
車
両
台
数
は
順
調
に
伸
び
て
き

た
が
、平
成
三
年
三
月
に
県
公
社
の
西
宮
北
有
料
道
路
(-

当
社
道
路
と
平
行
し
た
競
合
路
線
-
)
が
開
通
し
た
た
め

大
き
な
影
響
を
受
け
、
年
々
通
行
車
両
台
数
は
減
少
し
つ

つ
あ
っ
た
。
そ
こ
へ
都
市
直
下
型
の
阪
神
･
淡
路
大
震
災

(
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
7
･
2
)
に
遭
遇
し
、
施
設
に
甚
大

な
損
害
を
被
り
、
営
業
面
で
も
減
収
と
な
っ
た
。

五

震
災
復
旧

の

被
災
の
状
況

平
成
七
年

(
一
九
九
五
年
)
一
月
一
七
日
午
前
五
時
四

六
分
--
ー
神
戸
市
の
中
央
･
東
部
･
芦
屋
市
･
西
宮
市
･

伊
丹
市
･
宝
塚
市
･
淡
路
島
北
部
を
襲
っ
た

｢阪
神
･
淡

路
大
震
災
｣
(兵
庫
県
南
部
地
震
)で
、
ド
ラ
イ
ブ
ウ
ェ
イ

は
道
路
の
崩
壊
や
路
面
の
亀
裂
、
擁
壁
の
崩
れ
や
落
石
な

;? 慣行セ 97 4



ど
大
き
な
被
害
を
受
け
た
。

最
大
の
被
害
を
受
け
た
の
は
、

･
芦
屋
ゲ
ー
ト
か
ら
三
･
四
蝿
地
点
の
区
間
で
道
路
延

長
約
七
0
m
、
面
積
約
五
〇
〇
鰹
が
谷
底
へ
崩
落

･
四
･
二
虹
地
点
の
東
六
甲
展
望
台
の
石
積
み
擁
壁
が

8
o.浅

約
炬
K
蟹

版

　

　　
　

タ
0

･L

‐

芦屋ゲートから3,4km地点 (施工前右と施工後左)

道路崩落部標準断面図

崩
壊

で
し
た
。
そ
の
他

･
石
積
み
･
擁
壁
な
ど
の
被
害
!
!
◆ー
四
、
三
七
〇
評

4

･
舗
装
の
亀
裂
な
ど
の
路
面
被
害
･･二
八
、
四
〇
○
鑽

　

･
落
石
防
止
ネ
,
ト
な
ど
の
被
害
!
･･‐七
、
四
0
0
肝

瀞

･
各
ゲ
ー
ト
の
構
築
物
の
損
傷

･
本
社
ビ
ル
の
損
傷

な
ど
で
し
た
。

②

震
災
復
旧
工
事
の
状
況

震
災
直
後
か
ら
、
全
社
挙
げ
て
震
災
復
旧
工
事
を
急
ぎ
、

二
月
一
日
か
ら
一
部
区
間

(芦
屋
j
奥
池
間
、
宝
殿
-
有

＼

馬
間
)
の
営
業
を
再
開
し
た
。

震
災
の
影
響
で
、
阪
神
間
の
東
西
道
路
は
西
宮
以
西
が

満
足
に
機
能
せ
ず
交
通
規
制
さ
れ
た
た
め
、
大
阪
方
面
か

ら
神
戸
へ
の
ル
ー
ト
は
有
馬
･
三
田
経
由
の
迂
回
ル
ー
ト

に
よ
り
、
神
戸
市
北
部
か
ら
神
戸
市
の
中
心
街
へ
入
る
車

両
が
多
く
、
盤
滝
ト
ン
ネ
ル
が
一
時
不
通
に
な
っ
た
こ
と

も
あ
り
、
宝
殿
-
有
馬
間
は
閑
散
期
の
二
月
に
も
か
か
わ

ら
ず
思
わ
ぬ
賑
わ
い
を
見
せ
た
。

崩
壊
箇
所
に
つ
い
て
は
H
鋼
を
打
ち
込
み
土
留
め
を
行

い
突
貫
工
事
を
進
め
、
被
災
後
一
〇
〇
日
ぶ
り
の
四
月
二

六
日
、
一
部
区
間

(奥
池
ー
宝
殿
間
)
を
バ
イ
パ
ス
で
一

車
線
な
が
ら
、
芦
屋
-
有
馬
間
を
全
通
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
た
。
一
方
本
格
復
旧
工
事
に
先
駆
け
、
建
設
工
学
研
究

所
･
建
設
省
土
木
研
究
所
･
日
本
道
路
公
団
･
土
木
研
究

セ
ン
タ
ー
等
の
学
識
経
験
者
に
よ
る

｢芦
有
道
路
災
害
復



表 4 工事概要

永
久
ア
ン
カ
ー

地
盤
改
良

舗
装
面
積

盛
り
土
量

植
生
土
嚢 〃

数
量

ジ
オ
テ
キ
ス
タ
イ
ル

普
通
盛
土
高
さ

補
強
土
盛
土
高
さ

四
六
本

一
、
0
0
0
が

『
0
六
七
鮮

八
、
二
六
0
m

一
三
、
一
〇
〇
袋

一
一
、
0
六
五
鰐

二
五
顔
-
一
･
o
m
ピ
ッ
チ

一
五
ユ
ハ
m

道
路
崩
壊
区
間

(三
･
四
如
地
点
)

二
、
二
七
四
評

二
五
、
-
-ニ
ニ
岼

三
四
、
七
〇
〇
袋

-
-七
、
六
六
三
鮮

五
〇
飢
ピ
ッ
チ

三
･
o
m

ニ
ニ
･
o
m

束
六
甲
展
望
台

(四
･
二
如
地
点
)

L
=
一
二
-
二
一
m

セ
メ
ン
ト
系
固
化
材

勾
配

一
二

･
八

勾
配

一
…
○
･
五

備

考

東六甲展望台 (4 .2km地点) 法面及び擁壁が崩壊

旧
検
討
委
員
会
｣
を
発
足
さ
せ
、
建
設
･
運
輸
両
省
の
指

導
を
仰
ぎ
な
が
ら
本
格
復
旧
に
努
め
た
。

③

震
災
復
旧
工
事

大
き
な
被
害
を
受
け
た
二
カ
所
に
つ
い
て
は
、
施
工
条

件
を
考
慮
し
、
土
地
の
有
効
利
用
(展
望
台
駐
車
場
)、
現

地
発
生
土
の
有
効
利
用
、
工
費
の
低
減
等
に
対
応
で
き
る

工
法
と
し
て
ジ
オ
テ
キ
ス
タ
イ
ル
補
強
土
工
法
が
採
用
さ

れ
た
。
こ
の
工
法
は
盛
り
土
上
に
補
強
材
を
付
設
し
、
去

面
に
は
植
生
土
嚢
を
配
置
し
て
順
次
積
み
上
げ
、
盛
り
土

を
完
成
さ
せ
る
工
法
で
あ
る
。
な
お
、
補
強
材
と
し
て
ポ

リ
エ
ス
テ
ル
系
繊
維
を
交
織
さ
せ
た
編
み
目
上
の
ジ
オ
グ

リ
ッ
ト

(ジ
オ
テ
キ
ス
タ
イ
ル
)
を
使
用
し
た
。
工
期
は

平
成
七
年
一
一
月
二
〇
日
か
ら
平
成
八
年
七
月
下
旬
ま
で

か
か
り
、
建
設
･
運
輸
両
省
の
完
成
検
査
を
受
け
、
平
成

八
年
八
月
八
日
無
事
竣
工
式
が
執
り
行
わ
れ
た
。

本
格
復
旧
工
事
ま
で
に
要
し
た
費
用
は
約
一
一
億
円
で
、

全事業

従業員 韻
ゲ
ー
ト
業
務

(準
社
員
)

二
八
名

社
員

一
〇
名

一
嘱
託

三
名

常
勤
四
名

(取
三
、
監
=

非
常
勤
四
名

年
間
収
入
の
二
年
分
強
に
相
当
す
る
。
後
日
判
明
し
た
が

不
急
で
あ
っ
て
も
今
後
修
復
せ
ね
ば
な
ら
な
い
箇
所
を
含

め
る
と
、
ト
ー
タ
ル
で
資
本
金
に
相
当
す
る
損
害
を
被
っ

た
こ
と
に
な
る
が
、
公
的
補
助
も
な
く
自
助
努
力
に
よ
り

資
金
調
達
を
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
企
業
経
営
と
し
て
は
前
途

多
難
で
あ
る
o

経
理
上
は
災
害
損
失
特
別
勘
定
を
も
う
け
、
営
々
積
み

立
て
て
き
た
剰
余
金
を
取
り
崩
し
、
損
益
計
算
上
で
は
繰

り
越
し
損
失
を
低
く
抑
え
た
。

六

業

績

震
災
後
の
営
業
で
あ
る
が
、

①

当
社
の
道
路
が
修
復
さ
れ
た
こ
と

(束
六
甲
展
望

台
は
人
気
あ
り
)

②

震
災
後
月
日
が
た
ち
、
人
心
が
落
ち
着
き
、
行
楽

客
が
リ
タ
ー
ン
し
つ
つ
あ
る
こ
と

③

芦
屋
か
ら
有
馬
へ
の
、
ま
た
逆
コ
ー
ス
の
震
災
復

"

旧
工
事
関
係
者
の
往
来
が
あ
る
こ
と

枠

④

束
六
甲
山
系
の
治
山
治
水
工
事
関
係
の
ト
ラ
ッ
ク

沽

の
往
来
が
、
震
災
後
二
年
く
ら
い
は
見
込
め
る
こ

ィ

L
し



⑤

積
極
経
営

な
ど
の
要
因
で
増
収
傾
向
と
な
り
、
他
方
経
費
の
節
減
、

不
要
土
地
の
売
却
に
努
め
た
結
果
、
七
･
八
年
度
と
も
増

収
増
益
に
な
り
、
繰
り
越
し
損
失
を
解
消
す
る
こ
と
が
で

き
た
。

七

今
後
の
課
題

日
本
経
済
に
つ
い
て
は
、
バ
ブ
ル
経
済
崩
壊
後
の
景
気

の

｢底
｣
は
平
成
五
年

(
一
九
九
三
年
)
一
〇
月
と
か
。

以
来
数
字
の
上
で
は
景
気
は
拡
大
し
て
お
り
、
こ
の
四
月

で
四
二
か
月
目
に
入
り
、
戦
後
三
番
目
の
大
型
景
気
(?
)

だ
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
過
去
に
比
べ
て

｢実
感
な
き

旦曇
気
回
復
｣
の
よ
う
で
、
同
業
他
社
の
経
営
数
値
を
見
て

も
悪
い
よ
う
で
あ
る
。

さ
て
、
一
般
有
料
道
路
の
経
営
母
体
は
県
の
公
社
と
か

民
営
で
は
親
会
社
の
一
翼
を
担
う
子
会
社
で
あ
っ
た
り
、

或
い
は
多
角
経
営
を
行
う
企
業
の
一
部
門
で
あ
っ
た
り
し

て
当
社
の
よ
う
な
独
立
系
企
業
体
は
少
な
い
よ
う
で
あ
る
。

従
っ
て
、
未
曾
有
の
大
災
害
に
遭
遇
し
た
場
合
、
積
極
的

に
面
倒
を
見
て
く
れ
る
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
は
な
い
。

被
災
時
の
被
害
額
予
測
で
は
、
当
初
内
部
留
保
で
も
っ

て
復
旧
工
事
費
用
の
捻
出
が
可
能
と
判
断
し
た
が
、
現
実

に
は
地
域
的
な
復
旧
費
の
高
騰
、
当
初
発
見
で
き
な
か
っ

た
損
傷
が
表
面
化
し
た
こ
と
な
ど
に
よ
り
、
計
算
外
の
出

費
に
頭
を
痛
め
、
今
後
業
績
は
回
復
基
調
に
あ
る
と
は
い

え
、
後
遺
症
が
癒
え
る
ま
で
数
年
を
要
す
る
だ
ろ
う
。

今
回
の
よ
う
な
都
市
直
下
型
地
震
は
、
四
〇
〇
年
に
一

度
と
か
い
う
説
も
あ
る
が
、今
後
中
規
模
の
地
震
に
は
時
々

2

遭
う
だ
ろ
う
し
、
被
害
を
受
け
る
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、

4

そ
の
時
の
た
め
に
施
設
を
修
復
す
る
資
金
を
毎
期
積
み
あ

ャ

げ
て
お
く
必
要
･

或
い
は
公
的
資
金
援
助
と
か
税
制
措
置
、
瀞

並
び
に
危
機
管
理
対
策
を
痛
感
し
た
。

最近創刊の情報誌 (季刊)

八

結

び

今
日
、
日
本
で
の
自
動
車
保
有
台
数
は
七
、
○
○
0
万

台
を
超
え
た
が
、
当
社
は
ド
ラ
イ
ブ
ウ
ェ
イ
の
延
伸
計
画

も
な
く
、
ロ
ー
カ
ル
路
線
と
し
て
今
後
通
行
車
の
飛
躍
的

増
加
は
見
込
め
な
い
。
即
ち
成
長
性
は
望
め
な
い
。

従
っ
て
、
将
来
の
展
望
と
し
て
明
る
い
材
料
は
少
な
い

が
、
安
全
で
快
適
な
自
動
車
道
の
構
築
、
沿
線
の
集
客
施

設
の
整
備
、
兼
業
部
門
の
充
実

(ー
現
在
ド
ラ
イ
ブ
ウ
ェ

イ
の
専
業
に
近
い
ー
)、ゲ
ー
ト
業
務
の
合
理
化
(機
械
化
)

を
図
る
と
か
、
競
合
路
線
と
の
比
較
に
お
い
て
付
加
価
値

を
高
め
る
経
営
を
行
い
、
限
ら
れ
た
パ
イ
の
中
か
ら
よ
り

多
く
の
通
行
台
数
を
増
や
す
経
営
努
力
を
し
て
い
き
た
い
。

(芦
有
開
発
㈱
社
長
)



国
民
の
声
を
広
く
反
映
し
た
二
一
世
紀
の
道
づ
く
り
を

道
路
局
企
画
課
道
路
経
済
調
査
室

来
年
か
ら
新
し
い
道
路
整
備
五
箇
年
計
画
が
ス
タ
ー
ト

す
る
が
、
三
月
一
四
日
、
道
路
審
議
会
基
本
政
策
部
会
｢21

世
紀
の
生
活
と
み
ち
を
考
え
る
委
員
会
｣
か
ら
、
新
た
な

道
路
計
画
･
基
本
的
考
え
方
と
し
て
道
路
審
議
会
に
報
告

さ
れ
た

｢中
間
と
り
ま
と
め
｣
が
発
表
さ
れ
た
。

以
下
に
、
今
回
の

｢中
間
と
り
ま
と
め
｣
の
概
要
を
紹

介
す
る
。

今
回
の

｢中
間
と
り
ま
と
め
｣
は
、
来
年
度
か
ら
ス
タ

ー
ト
す
る
二
一
世
紀
に
向
け
た
我
が
国
の
新
た
な
道
路
計

画
･
策
定
に
際
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
道
路
政
策
を
見
直
し
、

国
民
の
声
を
広
く
反
映
さ
せ
る
た
め
に
提
言
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
昨
年
(平
成
八
年
)
、
キ
ッ
ク
オ
フ
･

レ
ポ
ー
ト
に
よ
り
道
に
関
す
る
ご
意
見
や
ご
提
案
を
募
集

し
、
三
万
五
、
○
○
0
人
の
方
か
ら
一
一
万
件
も
の
ご
意

見
を
い
た
だ
い
た
内
容
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
｢中

間
と
り
ま
と
め
｣
を
通
じ
て
、
も
う
一
度
み
な
さ
ん
か
ら

ご
意
見
を
い
た
だ
き
、
ま
た
、
幅
広
い
議
論
が
行
わ
れ
る

こ
と
を
期
待
す
る
。
(図
1
･
2
)

一
提
言
に
あ
を
つ
て

道
づ
く
り
は
こ
の
ま
ま
で
い
い
の
か

こ
れ
ま
で
の
道
路
づ
く
り
で
は
、
国
民
の
要
請
に
十
分

に
応
じ
ら
れ
な
い
。

･
二
一
世
紀
を
目
前
に
控
え
、
世
界
的
規
模
で
時
代
が

大
き
く
変
化
し
つ
つ
あ
る
。

･.道
路
が
社
会
に
お
い
て
果
た
す
べ
き
役
割
と
機
能
も
、

大
き
く
変
化
し
つ
つ
あ
る
。

変
革
へ
の
五
年
間

こ
の
五
年
間
を
新
た
な
仕
組
み
を
構
築
す
る
た
め
の
時

期
と
位
置
づ
け
た
い
。

･
二
一
世
紀
に
お
け
る
日
本
の
姿
を
形
づ
く
る
に
あ
た

っ
て
、
こ
こ
数
年
が
極
め
て
重
要
で
あ
る
。

･
道
路
政
策
も
こ
こ
数
年
で
変
革
の
土
台
を
作
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

今
回
の
提
言
に
あ
た
っ
て
の
三
つ
の
ポ
イ
ン
ト

今
回
の
提
言
に
あ
た
っ
て
は
、
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
の
考

え
方
を
導
入
し
、
今
ま
で
と
は
異
な
る
方
法
で
検
討
を
進

め
た
い
。

①

国
民
の
声
を
聞
い
て
提
言
を
行
う

･
こ
れ
ま
で
の
方
法
で
は
、
国
民
の
声
を
十
分
に
反
映

解

し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。

斜

･
今
回
は
P
I

(パ
ブ
リ
ッ
ク
･
イ
ン
ポ

ル
ブ
メ
ン
ト
)

譜

方
式
(※
1
)の
考
え
方
を
採
用
し
、国
民
の
声
を
聞
い
て

バ

提
言
す
る
。



国民のみなさんの道路に対する関心と意見 ･ ②
こ と 社

, れ A こ

②

こ
れ
ま
で
の
道
路
政
策
を
見
直
す

･
社
会
、
経
済
に
対
し
て
道
路
が
果
た
し
て
い
る
役
割

と
機
能
を
あ
ら
た
め
て
確
認
す
る
。

･
こ
れ
ま
で
の
道
路
政
策
の
評
価
を
ふ
ま
え
、
新
し
い

道路の基本的サービスに 道路整備に対して強い
高い関心 欲求や不満

◎テーマ別応募率 ◎基本的整備に対するニーズ

はき多N,ゞ ･ ｢渋滞の解消｣ 44% ｢道を広く、バイパスの整備｣ 31%
･ ｢くらしと道の関わり｣ 41% ｢歩行者や自転車へ対応j 28%
｢交通安全の確保｣ 36% @道路の現状に対する不満

3 5 ,6 74人 ｢安全で便ぃゃれ、もの肱ってい

= 3,31鍋の意見 "鱗饗勢逡蒋参期''“→道路に対する高い関心
これからの道づくりに様々な意見

･住民と行政のコミュニケーション、道づくりへの参画
｢住民と行政が一緒に考えるべき、話し合うべき｣ 10%

･マナー、利用の仕方
｢ドライバーや歩行者の意識･モラルの向上｣ 18%

図 1 鯉) %は斜鴎損35･674)に対し･当隠見鱒･を記述した人の胎･

｢中間とりまとめ｣ の位置づけ 、
･ ③

藤檄会基木政策邨会 建設省 先 将 時
2泄紀のみちを考ぇる委員会 取 来 新 代

時
代
に
お
け
る
道
路
の
姿
と
仕
組
み
を
考
え
る
。

③

新
し
い
時
代
へ
の
動
き
を
先
取
り
す
る

･
将
来
の
高
齢
社
会
や
生
活
環
境
の
あ
り
方
を
考
え
、

先
取
り
し
て
対
応
す
る
。

‐′ ;““シ 川996年6月20日 キックオフ.レポート 新たな道路蓑
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1997年
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図 2

提言にあたっての 3 つのポイント ･
行
財
政
改
革
な
ど
の
取
り
組
み
を
念
頭
に
お
き
な
が

ら
新
た
な
仕
組
み
を
提
案
す
る
。
(図
3
)

(※
1
)
P
I

(パ
ブ
リ
ッ
ク
･
イ
ン
ポ
ル
ブ
メ
ン
ト
)
方
式
“

計
画
策
定
、
意
志
決
定
等
の
段
階
で
市
民
参
加
の
機
会
を
確
立
す
る

方
式
。
参
加
は
ア
ン
ケ
ー
ト
等
さ
ま
ざ
ま
な
手
法
で
行
う
。

方 計 (
式 画 ※

新しい時代
o 策 l

加 、 P苧
参 定 )

は 意 I

検討ポイント1 検討ポイント3
ン、 パ

国民の声を聞く 新しい時代への動きを
ヶ 定 ブ
I 等 リ

( パブリック〕 雛搖弩インポルブメント

　
国民参画

検討ポイント2

道路政策を見直す
瓣粋二道路の役割 .機能

図 3 く道路の姿と仕組み) の変化 著 ･

　　　　　 　　　 　　



二

時
代
の
動
き
と

社
会
資
本
を
と
り
ま
く
状
況

新
し
い
時
代
に
向
け
た
変
革
の
時
期

社
会
、
経
済
、
生
活
の
す
べ
て
の
面
で
変
革
の
時
期
を

迎
え
て
い
る
。

･
高
度
情
報
化
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
む
一
方
、
人
口
、

環
境
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
問
題
が
顕
在
化
し
つ
つ
あ
る
。

･
価
値
観
が
多
様
化
す
る
中
で
人
口
の
減
少
、
高
齢
化

と
い
う
問
題
を
抱
え
、
生
活
の
質
を
高
め
る
こ
と
と
、

国
際
競
争
力
の
確
保
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

目
標
の
見
え
に
く
い
時
代
。
顕
在
化
す
る
さ
ま
ざ
ま
な

社
会
問
題
を
乗
り
越
え
る
必
要
が
あ
る
。

･
産
業
･
経
済
の
再
構
築
の
た
め
、
経
済
構
造
改
革
、

行
財
政
改
革
等
の
動
き
も
活
発
化
し
て
い
る
。

･
地
球
規
模
の
環
境
規
制
や
厳
し
い
財
政
事
情
の
も
と

で
の
社
会
･
経
済
運
営
が
求
め
ら
れ
る
。

新
し
い
時
代
の
ビ
ジ
ョ
ン
を
提
案
し
た
い

創
造
的
で
質
が
高
く
、
効
率
の
良
い
社
会
を
構
築
す
る
。

個
人
、
企
業
…
自
己

(自
分
ら
し
さ
)
の
実
現
、
選
択

国
、
国
際

ユ
ニ
テ
ィ
の
形
成

へ
。

国
内
外
の
多
様
な
地
域
間
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
や
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
形
成
へ
。

機
会
の
拡
大
と
自
己
責
任
の
確
立
へ
。

都
市
的
サ
ー
ビ
ス
と
豊
か
な
自
然
環
境
の

両
立
、
安
全
･
安
心
の
確
保
へ
。

国
際
競
争
力
の
確
保
、
多
様
な
職
業
選
択

が
可
能
な
産
業
構
造
へ
。

"
個
性
あ
る
地
域
の
形
成
、
新
し
い
コ
ミ

生
活
環
境

産
業
構
造

地
域
、
社
会

図

･本格的な高齢社会に対応し、国民生活の向上や経済構造改革に必要な社会基盤を整備

･健全な投資まで抑制すると、経済停滞、 税収の減少、 財政の悪化という悪循環を招く

･整備財源やストック、 フロー両面の効果を評価、 財政再建と両立させて効率的に整備

･公共投資全体として、 緊急に整備すべき社会資本が何か検討し、 重点化、効率化を進める

た
提
言
、
検
討
が
行
わ
れ
、
行
政
、
財
政
、
経
済
、
地
方

制
度
に
つ
い
て
も
従
来
の
方
法
の
見
直
し
が
進
め
ら
れ
て

い
る
。

国
民
ニ
ー
ズ
と
将
来
の
日
本
を
考
え
れ
ば
、
長
期
的
視
点
に

立
っ
た
具
体
的
な
議
論
が
望
ま
れ
る

･
本
格
的
な
高
齢
社
会
に
対
応
し
、
国
民
生
活
の
向
上

や
経
済
構
造
改
革
に
必
要
な
社
会
基
盤
を
整
備
す
る

必
要
が
あ
る
。

･
企
業
の
投
資
活
動
と
同
じ
よ
う
に
、
借
入
金
の
額
だ

け
で
判
断
し
て
健
全
な
投
資
ま
で
抑
制
す
る
と
、
経

済
停
滞
、
税
収
の
減
少
、
財
政
の
悪
化
と
い
う
悪
循

環
を
招
く
。

･
社
会
資
本
の
整
備
は
、
整
備
財
源
や
ス
ト
ッ
ク
、
フ

ロ
ー
両
面
の
効
果
を
評
価
し
、
財
政
再
建
と
両
立
さ

せ
て
効
率
的
に
進
め
る
べ
き
で
あ
る
。

･
公
共
投
資
全
体
と
し
て
、
緊
急
に
整
備
す
べ
き
社
会

資
本
が
何
か
を
十
分
に
検
討
し
、
重
点
化
、
効
率
化

を
進
め
る
べ
き
で
あ
る
。
(図
4
)

三

国
民
の
=
主
ズ
【と
政
策
の
見
直
し

道
路
の
持
つ
機
能
と
役
割

道
路
は
、
国
民
生
活
と
経
済
活
動
を
支
え
る
基
礎
的
な

社
会
資
本
と
し
て
、
大
切
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
そ
し

て
、
人
や
も
の
や
情
報
を
運
ぶ
交
通
機
能
と
、
安
全
で
快

適
な
環
境
を
つ
く
り
だ
す
空
間
機
能
を
持
つ
。
(図
5
)

社会資本をとりまく状況と議論の必要性 二
一
世
紀
を
目
指
し
て
社
会
資
本
の
整
備
に
関
す
る
さ
ま
ざ

ま
な
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る

各
分
野
に
お
い
て
地
域
社
会
の
今
後
の
方
向
を
ふ
ま
え

( 地域社会の今後の方向 )

→従来の方法の見直しが求められている

国民のニーズ × 将来の日本
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新しい時代には役割と機能の見直しが必要
ex.高度情報化社会への対応、環境への対応等

図

国
民
の
多
く
が
道
に
大
き
な
関
心
を
持
っ
て
い
る

P
I

(パ
ブ
リ
ッ
ク
･
イ
ン
ポ
ル
ブ
メ
ン
ト
)
方
式
の

考
え
方
に
よ
る
道
に
関
す
る
意
見
募
集
で
は
、
三
万
五
、

○
○
0
人
の
方
か
ら
一
一
万
件
も
の
意
見
が
寄
せ
ら
れ
た
。

･
｢渋
滞
の
解
消
｣、
｢く
ら
し
と
道
の
か
か
わ
り
｣、
｢交

通
安
全
の
確
保
｣
な
ど
大
き
な
関
心
が
あ
る
。

･
道
の
現
状
や
つ
く
り
方
な
ど
に
対
し
て
強
い
欲
求
や

不
満
が
あ
る
。

･
住
民
と
行
政
の
関
係
や
利
用
者
の
マ
ナ
ー
、
利
用
方

法
な
ど
、
こ
れ
か
ら
の
道
の
あ
り
方
に
対
し
て
さ
ま

ざ
ま
な
意
見
が
あ
る
。

こ
れ
ま
で
の
道
路
政
策
を
見
直
す

｢国
民
の
満
足
、
不
満
｣、
｢効
率
性
、
透
明
性
｣、
｢計

画
的
な
事
業
展
開
｣、
｢費
用
の
負
担
｣
と
い
う
四
つ
の
視

点
か
ら
道
路
政
策
を
見
直
す
。

、観
点
隷
、
国
民
が
必
要
と
す
る
機
能
と
サ
ー
ビ
ス
水
準

の
再
確
認
と
が
求
め
ら
れ
る
。

･
こ
れ
ま
で
経
済
成
長
と
先
進
国
へ
の
キ
ャ
ッ
チ
ア
ッ

プ
、
国
民
生
活
の
向
上
に
寄
与
し
て
き
た
が
、
ス
ト

ッ
ク
の
面
で
は
先
進
国
の
中
で
未
だ
低
い
水
準
に
あ

る
-0

･
渋
滞
、
環
境
、
安
全
な
ど
国
民
の
ニ
ー
ズ
は
多
様
化

し
、
サ
ー
ビ
ス
レ
ベ
ル
に
対
す
る
評
価
は
厳
し
い
。

観
点
!

効
率
的
な
事
業
実
施
と
透
明
性
の
確
保
へ
の

取
り
組
み
が
求
め
ら
れ
る
。

･
道
づ
く
り
に
対
す
る
コ
ス
ト
意
識
の
低
さ
や
情
報
公

開
の
不
十
分
さ
に
対
す
る
評
価
は
厳
し
い
。

･
住
民
と
行
政
の
間
の
制
度
上
の
課
題
や
主
張
の
対
立

す
る
関
係
者
の
利
害
調
整
な
ど
の
課
題
が
あ
る
。

観
点
き

わ
か
り
や
す
い
目
標
設
定
と
計
画
的
な
事
業

展
開
及
び
評
価
シ
ス
テ
ム
の
導
入
が
求
め
ら
れ
る
。

･
中
長
期
計
画
に
基
づ
き
経
済
計
画
･
国
土
計
画
と
整

合
の
と
れ
た
計
画
的
な
道
路
整
備
が
進
め
ら
れ
、
ス

ト
ッ
ク
の
蓄
積
に
寄
与
し
て
き
た
。
こ
れ
ま
で
は
供

給
量
を
増
や
す
こ
と
が
国
民
的
目
標
で
あ
っ
た
。

･
国
民
の
ニ
ー
ズ
が
変
化
し
、
供
給
量
を
指
標
と
す
る

整
備
目
標
だ
け
で
は
、
国
民
の
十
分
な
理
解
は
得
ら

れ
な
い
。

橈珍 皺泥海明礬在ること、

･受益者負担により、緊急な道路整備が可能に
･受益と負担の関係を明確にする情報提供が不十分

･コスト意識の低さや情報公開の不十分さに厳しい評
価

住民と行政の間や関係者の利害調整などに課題
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これまでの道路政策の見直し
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･中長期計画に基づく道路整備によるストックの蓄積
･供給量指標だけでは、国民の理解は得られない。
･他計画との関係がわかりにくく、途中の評価、見直　　か範カ　の･と

、



ま
た
、
他
の
計
画
と
の
関
係
が
わ
か
り
に
く
く
、
計
画

道
路
へ
。

の
途
中
段
階
で
の
評
価
、
見
直
し
を
し
て
い
な
い
。

･
整
備
の
二

観
点
4
-
受
益
と
負
担
に
関
す
る
情
報
の
提
供
と
、
理

解
の
得
ら
れ
る
財
源
と
制
度
の
構
築
が
求
め
ら
れ
る
。

･
ガ
ソ
リ
ン
税
や
有
料
道
路
制
度
な
ど
の
受
益
者
負
担

に
よ
っ
て
、
緊
急
に
道
路
整
備
が
進
め
ら
れ
、
経
済

発
展
や
国
民
生
活
の
向
上
に
寄
与
し
て
き
た
。

･
道
路
に
さ
ま
ざ
ま
な
機
能
と
質
的
向
上
が
求
め
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
予
算
の
使
い

方
や
整
備
効
果
な
ど
、
受
益
と
負
担
の
関
係
を
明
確

に
す
る
情
報
提
供
が
不
十
分
で
あ
る
。
(図
6
)

四

今
後
の
道
路
政
策
の
め
ざ
･す
べ
き
方
向

基
本
姿
勢
を
見
直
す
べ
き
で
あ
る

変
革
の
五
年
間
と
位
置
づ
け
、
新
た
な
仕
組
み
を
構
築

す
べ
き
で
あ
る
o

･
重
点
的
、
コ
ス
ト
縮
減
な
ど
を
通
じ
質
の
良
い
道
路

を
効
率
的
に
整
備
す
る
。

･交
通
需
要
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
(※
2
)、
公
共
交
通
機
関
と
の

連
携
な
ど
、
道
路
の
よ
り
有
効
な
使
い
方
を
取
り
入

れ
る
。

･
パ
ブ
リ
ッ
ク

･
イ
ン
ポ
ル
ブ
メ
ン
ト
、
情
報
公
開
、

規
制
緩
和
な
ど
の
制
度
･
ル
ー
ル
を
確
立
す
る
。

国
民
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
た
め
、
視
点
を
転
換
す
べ
き

で
あ
る
。
(図
7
)

･
位
置
づ
け
"
道
路
づ
く
り
中
心
か
ら
社
会
の
た
め
の

･
整
備
の
評
価
"
供
給
者
の
視
点
か
ら
利
用
者
の
視
点

へ
。

･
目
標
設
定
…
作
る

(整
備
量
)
目
標
か
ら
使
う

(サ

ー
ビ
ス
レ
ベ
ル
)
目
標

へ
。

新たな仕組みの構築 (基本姿勢の見直し 1 )
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図

･
サ
ー
ビ
ス
の
評
価
"
車
中
心
か
ら
人

(ド
ラ
イ
バ
ー

含
む
)
中
心
へ
。

･
取
り
組
み
姿
勢

…
ク
ロ
ー
ズ
ド
シ
ス
テ
ム
か
ら
オ
ー

プ
ン
シ
ス
テ
ム
、
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ

へ
。

･
車
の
使
い
方
…
交
通
需
要
へ
の
対
応
に
加
え
て
交
通

需
要
の
調
整
も
。

国
の
関
与
す
る
べ
き
領
域
と
役
割
を
見
直
す
べ
き
で
あ

る
･0･

地
方
分
権
に
向
け
て
、
国
と
地
方
の
役
割
分
担
を
明

確
に
す
る
。

･
民
間
活
力
を
一
層
導
入
す
る
。
(図
8
)

道
路
整
備
の
進
め
方
を
見
直
す
べ
き
で
あ
る

国
民
に
わ
か
り
や
す
い
政
策
目
標
を
設
定
し
、
計
画
的

に
整
備
を
進
め
る
べ
き
で
あ
る
。

･
政
策
目
標
と
投
資
規
模
と
の
関
係
を
、
で
き
る
限
り

明
確
に
す
る
。

･
地
域
レ
ベ
ル
の
整
備
目
標
及
び
整
備
計
画
に
つ
い
て

も
明
ら
か
に
す
る
。

･
目
標
に
照
ら
し
て
政
策
を
事
後
評
価
し
改
善
に
努
め

る
-0

事
業
の
効
率
性
や
透
明
性
を
高
め
る
べ
き
で
あ
る
。

･
投
資
の
重
点
化
と
事
業
実
施
の
効
率
化
を
進
め
る
と

7

と
も
に
事
業
の
評
価
シ
ス
テ
ム
を
確
立
す
る
必
要
が

セ行

あ
る
。

酒

･
類
似
事
業
間
の
調
整
な
ど
政
策
間
連
携
を
強
化
す
る

“

必
要
が
あ
る
o

質の良い道路の



視点の転換と国の役割の見直し (基本姿勢の見直し 2 ) ･
各
段
階
で
情
報
公
開
す
る
と
と
も
に
、
で
き
る
限
り

早
い
段
階
で
国
民
の
意
見
を
聞
く
な
ど
透
明
性
を
高

め
る
必
要
が
あ
る
。

受
益
と
負
担
の
関
係
を
明
確
に
す
べ
き
で
あ
る
。

･
受
益
と
負
担
の
関
係
を
明
確
に
し
、
計
画
の
投
資
額

と
そ
の
内
容
に
つ
い
て
も
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
(説

明
責
任
)
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
。

･
道
路
の
サ
ー
ビ
ス
レ
ベ
ル
向
上
の
た
め
、
道
路
財
源

を
積
極
的
に
活
用
す
べ
き
で
あ
る
。
(図
9
)

(※
2
)
交
通
需
要
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
“
車
の
利
用
者
の
交
通
行
動
の

変
更
を
促
す
こ
と
に
よ
り
、
都
市
ま
た
は
地
域
レ
ベ
ル
の
道
路
交
通

混
雑
を
緩
和
す
る
手
法
の
体
系
。

道路整備の進め方の見直し

目標の設定と

計画的整備

の政策目標と投資規模の関係の明確化

の地域レベルの整備目標 ･整備計画の明確化

e目標にてらして政策を事後評価、 改善

図

性

上

率
向

効

の

の

性

業
明

事

透
鱸
鑓

鬆

孵

淋

擬

価

な

評

取

化

服

鯛

薙

拗

鋼

諜
化
癒

化
鱗
刷

点

携

、

重

連

関

の

間

公

資

策

報

投

政

情

◎

③

@

ゆ
ヒ開受 鮴箒権説偏

在
糊

係

テ

的

鯛
靱
朧

担

夕

の

負

ン

源

硴
“
蹴

饑
7

鑓

五

道
路
政
策
の
サ
ー
ビ
ス
目
標
の
提
案

目
標
設
定
に
あ
た
っ
て
の
重
要
な
事
項

･
望
ま
し
い
国
土
構
造
、
地
域
構
造
を
ど
の
よ
う
に
考

え
る
か
。

･
人
、
も
の
、
情
報
、
文
化
の
交
流
と
将
来
の
交
通
需

要
を
ど
の
よ
う
に
設
定
す
る
か
。

･
地
域
環
境
を
は
じ
め
と
す
る
環
境
制
約
へ
の
対
応
を

ど
う
考
え
る
か
。

.
公
共
交
通
機
関
と
の
連
携
及
び
役
割
分
担
を
ど
う
考

え
る
か
。

･
多
様
な
目
標
間
及
び
地
域
間
の
投
資
配
分
の
バ
ラ
ン

ス
を
ど
う
考
え
る
か
。

･
サ
ー
ビ
ス
レ
ベ
ル
と
負
担
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
ど
う
考

え
る
か
。

具
体
的
サ
ー
ビ
ス
目
標
と
施
策
例

(社
会
活
動
の
効
率
性
の
向
上
)

目
標
1

渋
滞
を
緩
和
し
た
い

施
策
例
↓
交
通
円
滑
化
計
画
の
策
定
/
公
共
交
通
機
関

の
支
援
、
交
通
需
要
の
調
整
/
路
上
工
事
の
集
中
実
施
、

共
同
溝
の
整
備

目
標
2

物
流
の
効
率
化
を
図
り
た
い

施
策
例
↓
空
港
･
港
湾
･
貨
物
駅
へ
の
ア
ク
セ
ス
道
路

の
整
備
/
集
配
拠
点
の
荷
さ
ば
き
施
設
の
整
備
/
道
路
交

通
情
報
の
提
供

(地
域
の
活
力
と
国
際
競
争
力
の
確
保
)

図



国
標
3
･
活
力
あ
る
国
土
を
実
現
し
、
国
際
競
争
力
を

確
保
し
た
い

施
策
例
↓
高
規
格
幹
線
道
路
の
整
備
/
光
フ
ァ
イ
バ
ー

収
容
空
間
の
確
保
/
通
行
料
金
の
上
昇
の
抑
制

目
標
4

地
域
の
連
携
に
よ
り
、
活
力
あ
る
社
会
を
実

現
し
た
い

施
策
例
↓
地
域
高
規
格
道
路
の
整
備
/
幹
線
道
路
網
の

整
備
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
策
定
/
道
の
駅
等
の
交
流
拠
点
の
整

備
･
支
援

(環
境
の
改
善
･
配
慮
)

目
標
5

地
球
環
境
や
自
然
環
境
へ
の
負
担
を
少
な
く

し
た
い

施
策
例
↓
自
動
車
交
通
需
要
抑
制
の
検
討
/
リ
サ
イ
ク

ル

(土
壌
や
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
な
ど
)
の
推
進
/
自
然
環
境

へ
の
代
謝
措
置

目
標
は

く
ら
し
や
ま
ち
と
道
を
よ
り
よ
い
関
係
に
し

た
い施

策
例
↓
ト
ラ
ン
ジ
ッ
ト
モ
ー
ル
化
の
推
進
/
道
路
緑

化
の
充
実
、
広
告
物
の
整
序
推
進
/
道
路
と
沿
道
市
街
地

の
一
体
的
な
整
備

(生
活
の
質
の
向
上
)

目
標
7

快
適
な
都
市
的
サ
ー
ビ
ス
を
実
現
し
た
い

施
策
例
↓
連
携
･
交
流
の
核
と
な
る
拠
点
づ
く
り
/
規

格
の
高
い
都
市
内
道
路
の
整
備
/
多
様
な
都
市
交
通
サ
ー

ビ
ス
の
提
供

国
機
体

誰
も
が
安
心
し
て
社
会
参
加
で
き
る
よ
う
に

し
た
い

施
策
例
↓
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
の
推
進
/
電
線
類
地
中
化
、

車
へ
の
規
制
に
よ
る
歩
行
空
間
の
確
保
/
わ
か
り
や
す
い

案
内
標
識
の
整
備

(安
全
な
サ
ー
ビ
ス
の
確
保
)

巨
襁
ぎ

交
通
の
安
全
を
確
保
し
た
い

施
策
例
↓
事
故
多
発
箇
所
の
集
中
対
策
/
安
全
へ
の
意

識
･
モ
ラ
ル
の
向
上
、
住
民
参
加
の
促
進
/
技
術
開
発
･

実
用
化
の
推
進

目
標
瀞
-
地
域
の
安
全
性
と
道
路
交
通
の
信
頼
性
を
高

め
た
い

施
策
例
↓
緊
急
輸
送
道
路
の
重
点
的
確
保
/
木
造
密
集

市
街
地
の
解
消
、
避
難
路
の
確
保
/
防
災
管
理
シ
ス
テ
ム

の
構
築(透

明
性
の
確
保
と
コ
ス
ト
縮
減
)

国
糠
情

国
民
の
声
を
聞
き
な
が
ら
道
路
整
備
を
進
め

た
い施

策
例
↓
利
用
者
や
地
域
の
意
見
を
反
映
/
事
業
プ
ロ

グ
ラ
ム
の
策
定
、
公
表
/
費
用
便
益
分
析
等
を
公
表
、
事

業
効
果
の
評
価

懐
様
乾

道
路
の
建
設
等
に
必
要
な
コ
ス
ト
を
縮
減
し

た
い施

策
例
↓
発
注
方
式
の
見
直
し
/
海
外
資
材
の
活
用
/

新
技
術
･
新
工
法
の
開
発
/
民
間
活
力
導
入
作
の
検
討

概
要
は
以
上
の
通
り
だ
が
、
前
段
で
申
し
上
げ
た
通
り

｢中
間
と
り
ま
と
め
｣
で
は
、
国
民
の
み
な
さ
ん
の
ご
意

見
を
募
集
し
て
い
る
。
こ
こ
で
寄
せ
ら
れ
た
声
は
キ
ッ
ク

オ
フ
･
レ
ポ
ー
ト
と
同
様
、
現
在
作
成
を
進
め
て
い
る
新

た
な
道
路
計
画
の
基
本
的
考
え
方
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
に

な
っ
て
い
る
。

な
お
詳
し
い
資
料
の
ご
請
求
は
次
に
お
願
い
し
ま
す
。

れ
世
紀
の
生
活
と
み
ち
を
考
え
る
委
員
会
事
務
局

〒
1
0
5

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
二
-
八
-
一
〇

第
馬
森
ビ
ル
内

F
A
X

0
三
一〇
I
六
二
ー
六
六
六
一
(フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
)
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高
速
自
動
車
国
道
の
料
金
改
定
に
つ
い
て

道
路
局
高
速
国
道
課

現
在
の
高
速
自
動
車
国
道
の
料
金
は
平
成
六
年
九
月
二

〇
日
に
認
可
さ
れ
、
平
成
七
年
四
月
一
〇
日
よ
り
実
施
さ

れ
て
い
る
料
金
水
準

金
日通
車
二
四
･
六
円
/
虹
十
一
五

〇
円
)
に
よ
り
料
金
を
算
出
し
て
い
る
。

ま
た
、
平
成
元
年
四
月
一
日
よ
り
消
費
税
が
導
入
さ
れ

た
の
に
伴
い
、
平
成
元
年
六
月
一
日
の
料
金
改
定
時
よ
り

三
%
の
消
費
税
の
転
嫁
を
実
施
し
て
い
る
。

･
料
金
算
定
計
算
式

(普
通
車
の
場
合
)

{
(二
四
･
六
円
/
如
×
走
行
距
離
)
十
一
五
〇
円
}

×

-
･
0
三
↓
二
四
捨
二
五
入
に
よ
り
五
〇
円
単
位
で

端
数
処
理

今
回
の
平
成
九
年
四
月
一
日
か
ら
の
消
費
税
率
の
引
き

上
げ
等
に
伴
い
、
高
速
自
動
車
国
道
の
料
金
に
つ
い
て
も

改
定
を
行
う
こ
と
と
な
っ
た
。

一
中
型
車
･大
型
車
の
車
種
間
料
金
比
率
の

変
更
の
延
期

平
成
七
年
四
月
一
〇
日
の
料
金
改
定
時
に
お
い
て
、
車

種
間
料
金
比
率
の
見
直
し
を
行
っ
た
が
、
中
型
車
･
大
型

車
に
つ
い
て
は
急
激
な
料
金
の
負
担
増
と
な
る
こ
と
か
ら
、

平
成
八
年
一
月
一
六
日
と
平
成
九
年
一
月
一
六
日
の
二
段

階
に
分
け
て
車
種
間
料
金
比
率
の
変
更
を
実
施
す
る
こ
と

と
し
た

(表
-
)。

平
成
九
年
一
月
一
六
日
よ
り
中
型
車
･
大
型
車
の
車
種

間
料
金
比
率
に
つ
い
て
二
段
階
目
の
変
更
を
実
施
す
る
こ

と
と
な
っ
て
い
た
が
、
平
成
九
年
四
月
一
日
よ
り
消
費
税

率
の
引
き
上
げ
等
に
伴
う
料
金
改
定
の
実
施
が
予
定
さ
れ

て
い
た
こ
と
か
ら
、
短
期
間
に
二
度
の
料
金
改
定
が
行
わ

れ
る
こ
と
は
、
利
用
者
へ
の
影
響
が
大
き
い
こ
と
を
考
慮

し
て
平
成
九
年
一
月
一
六
日
か
ら
の
実
施
を
消
費
税
率
の

引
き
上
げ
等
に
よ
る
料
金
改
定
に
併
せ
て
平
成
九
年
四
月

一
日
に
延
期
す
る
こ
と
と
し
て
平
成
八
年
一
二
月
二
六
日

表 1 車種間料金比率

軽
･
二
輪

普
通
車

中
型
車

大
型
車

特
大
車

平成 7 年 4月10日 鯛 即 螂 鯲 獨
平成 8 年 1月16日 第 ゆ 邱 旛 獨
平成 9 年 1月16日 鯛 約 影 燧 擬
※普通車を 1とした場合の比率
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に
認
可
を
行
っ
た
。

一
一
消
費
税
率
の
引
き
上
げ
等
に
伴
う
料
金

改
定
に
つ
い
て

1

消
費
税
率
引
き
上
げ
等
に
伴
う
料
金
へ
の
転
嫁

平
成
九
年
四
月
一
日
よ
り
消
費
税
率
引
き
上
げ
等
に
よ

り
三
%
か
ら
五
%

(う
ち
地
方
消
費
税
一
%
)
に
税
率
が

変
更
に
な
る
た
め
、
高
速
自
動
車
国
道
の
料
金
に
つ
い
て

も
そ
れ
に
併
せ
て
適
正
な
転
嫁
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

消
費
税
率
の
変
更
に
伴
う
改
定
率
は
一
･
九
四
%

(
一

〇
五
/
一
〇
三
)
で
あ
る
た
め
、
そ
れ
を
超
え
な
い
範
囲

で
料
金
を
改
定
す
る
た
め
に
平
均
改
定
率
を
一
･
八
六
%

に
圧
縮
す
る
こ
と
と
し
た
。

2

料
金
改
定
の
概
要

今
回
の
消
費
税
率
引
き
上
げ
等
に
伴
う
料
金
改
定
の
概

要
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

の

料
金
算
定
計
算
式
の
税
率
を
五
%
と
し
て
計
算
す

る

(表
2
)。

②

そ
の
際
、
次
の
短
区
間
に
つ
い
て
は
料
金
を
据
置

oI

五
〇
〇
円
以
下
の
料
金

口

料
金
均
一
区
間
の
料
金

(東
京
外
環
道
、
中

央
道
、
近
畿
道
等
全
国
八
区
間
)

国

回
数
券
へ
の
転
嫁
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
現

行
の
販
売
価
格
に
一
〇
五
/
一
〇
三
を
乗
じ
た
後
、

の
場
合
)
は
図
1
の
と
お
り
で
あ
る
。

3

物
価
問
題
に
関
す
る
関
係
閣
僚
会
議
へ
の
付
議
に
つ

い
て

高
速
自
動
車
国
道
の
料
金
改
定

(料
金
水
準
の
変
更
)

を
実
施
す
る
場
合
に
は
物
価
問
題
に
関
す
る
関
係
閣
僚
会

議
に
付
議

(平
成
元
年
の
改
定
時
よ
り
)
さ
れ
る
こ
と
と

な
っ
て
お
り
、
今
回
の
料
金
改
定
は
料
金
水
準
の
変
更
で

は
な
い
が
、
消
費
税
率
の
引
き
上
げ
等
に
伴
う
公
共
料
金

の
改
定
で
あ
る
た
め
、
J
R
･
大
手
民
鉄
･
営
団
地
下
鉄

の
運
賃
の
改
定
、
東
京
地
区
タ
ク
シ
ー
運
賃
の
改
定
、
N

T
T
の
公
衆
電
話
料
金
の
改
定
及
び
社
会
保
険
診
療
報
酬

の
改
定
と
と
も
に
付
議
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
れ
に
先
立
ち
、
平
成
九
年
二
月
二
六
日
に
物
価
安
定

政
策
会
議
特
別
部
会
が
、
平
成
九
年
三
月
五
日
に
物
価
担

当
官
会
議
が
開
催
さ
れ
、
平
成
九
年
三
月
一
〇
日
に
開
催

さ
れ
た
物
価
問
題
に
関
す
る
関
係
閣
僚
会
議
に
お
い
て
、

他
の
公
共
料
金
の
改
定
と
と
も
に
高
速
自
動
車
国
道
の
料

金
改
定
に
つ
い
て
も
了
承
さ
れ
、
平
成
九
年
三
月
一
〇
日

付
け
で
認
可
を
お
こ
な
っ
た
。

三

道
東
自
動
車
道
の
料
金
改
定
に
つ
い
て

以
上
の
料
金
改
定
に
よ
り
平
成
九
年
四
月
一
日
よ
り
消

費
税
率
引
き
上
げ
等
に
伴
う
料
金
改
定
及
び
中
型
車
･
大

型
車
の
車
種
間
料
金
比
率
の
変
更
を
実
施
す
る
こ
と
と
な

っ
た
が
、
北
海
道
横
断
自
動
車
道
倶
知
安
釧
路
線
の
十
勝
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二
四
捨
二
五
入
に
よ
り
五
〇
円
単
位
で
端
数
処
理
す

る
･0

燭

既
に
購
入
済
み
の
回
数
券
に
つ
い
て
は
、
現
金
の

料
金
額
が
変
更
に
な
る
も
の
は
四
月
一
日
か
ら
六
ヵ

月
間

(九
月
末
ま
で
)
差
額
な
し
で
引
き
続
き
使
用

で
き
、
変
更
に
な
ら
な
い
も
の
は
従
来
ど
お
り
使
用

で
き
る
こ
と
と
す
る
。

料
金
改
定
後
の
東
京
-
主
要
都
市
間
の
料
金

(普
通
車

{ (24 ,6円 / km×走行距離)十150円}× 1 05 [ → 24捨25入により
一一 50円単位で端数処理

{(24 .6円 / km×走行距離)十150円}×1 .03 - → 24拾25入により
一一 50円単位で端数処理



炉郷鱒

滌燃緻

清
水
ー
c
か
ら
池
田
ー
c
間

(道
東
自
動
車
道
)
に
つ
い

輳
謎

て
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
形
成
さ
れ
て
い
な
い
た
め
交
通

“

い

空
β
B

骸簿

鰤堀鱗

“
“
“

港
め
め

量
が
極
め
て
少
な
く
収
入
が
管
理
費
を
大
き
く
下
回
っ
て

4

新
-
1

‐

お
り
、
採
算
性
の
改
善
や
利
用
促
進
の
た
め
、
交
通
量
僅

9

織賊

少
区
間
料
金

(標
準
料
率
X
0
･
八
)
を
適
用
し
併
せ
て

断

　　
　

　　　
　
　

　
　

　

　

　

　

　
　　
　
　　

　
　

津
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酸
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囃
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嬉
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纖
40
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こ
の
★
"め
へ

酬四
[月
-
日
よ
り
義
料宴
金
拗
ね
足
が
宝
ハ施
さ
れ
ぞ
れ

期
待術

ば
短
期
間
に
二
度
の
料
金
改
定
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
る

鯛
芻

熾潔

献鰡

棘

た
め
、
当
該
区
間
に
つ
い
て
は
平
成
九
年
十倉

三
0
日
ま

.
I

蝋縱
認

‘
“
“
“
“

‘
“
“
く
こ
と
と

て
-
“
‘
“
,
“

二
八
日
に
認
可
を
行
っ
た
。
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ねずノる

東京~ 主要都市間料金図

綱鰡

料
金
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定
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概
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o
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道
路
管
理
瑕
疵
訴
訟
判
例
の
動
向
(第
一
回
)

ガ
ー
ド
レ
ー
ル
の
不
全
に
関
す
る
事
故

高
鍋

誠

治

を
解
説
す
る
場
と
し
て
、
道
路
行
政
セ
ミ
ナ
ー
の
編
集
部

よ
り
連
載
の
機
会
を
い
た
だ
き
ま
し
た
の
で
、
道
路
管
理

瑕
疵
の
事
故
態
様
別
に
そ
の
判
例
の
動
向
を
分
析
し
て
み

た
い
と
考
え
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

な
お
、
申
す
ま
で
も
な
く
、
こ
の
場
に
お
け
る
解
説
は

あ
く
ま
で
個
人
と
し
て
の
見
解
で
す
の
で
、
十
分
ご
留
意

い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

二

道
路
管
理
瑕
疵
事
件
の
概
要

｢道
路
管
理
瑕
疵
判
例
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
｣
に
お
き
ま
し

て
は
昭
和
三
二
年
か
ら
平
成
八
年

(
一
部
)
ま
で
に
言
い

"

渡
さ
れ
た
判
例
を
以
下
の
事
故
形
態
に
分
類
し
紹
介
し
て

セ行

お
り
ま
す
。

道

①

穴
ぼ
こ
.
段
差
に
関
す
る
事
故

循

②

ス
リ
ッ
プ
に
関
す
る
事
故

一

は
じ
め
に

国
家
賠
償
法
二
条
一
項
に
関
す
る
道
路
管
理
瑕
疵
事
件

に
つ
い
て
考
察
す
る
際
は
、
法
律
書
に
よ
る
条
文
の
解
説

や
対
立
す
る
学
説
の
検
討
も
重
要
な
こ
と
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
ま
す
が
、
我
々
の
よ
う
に
道
路
管
理
の
実
務
に
従
事

し
て
い
る
者
が
直
面
し
た
事
件
の
解
決
の
た
め
に
行
う
際

は
、
や
は
り
類
似
す
る
形
態
の
事
件
の
判
例
分
析
が
最
も

有
効
な
手
段
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。

な
ぜ
な
ら
、
実
務
を
行
っ
て
い
る
立
場
と
し
て
最
も
知

り
た
い
こ
と
は
、
当
該
事
件
に
つ
い
て
道
路
管
理
瑕
疵
を

認
め
て
損
害
賠
償
を
行
う
べ
き
か
否
か
、
ま
た
賠
償
を
行

う
場
合
道
路
利
用
者
の
過
失
相
殺
を
ど
の
程
度
見
込
む
べ

き
か
、
な
ど
の
問
題
に
直
面
す
る
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
ら
の
解
決
方
法
と
し
て
は
、
個
別
に
弁
護
士
に
相

談
す
る
な
ど
の
方
法
も
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
そ
の
前
の
作

業
と
し
て
、
道
路
管
理
者
の
事
務
サ
イ
ド
と
し
て
類
似
判

例
の
分
析
作
業
は
必
須
で
あ
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

道
路
管
理
瑕
疵
に
関
す
る
判
例
は
、
そ
の
事
件
件
数
だ

け
で
約
四
五
〇
件
に
の
ぼ
り
、
そ
の
判
決
の
数

(地
裁
･

高
裁
･
最
高
裁
等
)
で
数
え
る
と
、
そ
の
二
倍
近
く
の
数

字
に
な
り
ま
す
。

道
路
交
通
管
理
課
訟
務
係
と
し
て
は
、
各
道
路
管
理
者

に
ご
協
力
を
い
た
だ
い
て
毎
年

｢道
路
管
理
瑕
疵
の
実
態

調
査
｣
を
行
い
、
常
時
、
言
い
渡
さ
れ
た
判
決
の
把
握
･

分
析
に
努
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
昨
年
、
そ
の
と
り

ま
と
め
の
成
果
と
し
て

｢道
路
管
理
瑕
疵
判
例
ハ
ン
ド
ブ

ッ
ク
｣
の
出
版
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

本
稿
は
、
｢道
路
管
理
瑕
疵
判
例
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
｣で
紹

介
し
た
事
件
及
び
そ
れ
以
外
の
事
件
に
つ
い
て
そ
の
内
容



③

路
上
障
害
物
に
関
す
る
事
故

④

落
石
に
関
す
る
事
故

⑤

道
路
崩
壊
に
関
す
る
事
故

⑥

排
水
施
設
の
不
備
に
関
す
る
事
故

⑦

路
肩
部
分
で
起
こ
っ
た
事
故

⑧

道
路
構
造
に
起
因
す
る
事
故

⑨

橋
梁
の
不
全
に
関
す
る
事
故

⑩

側
溝
等
の
蓋
不
全
に
関
す
る
事
故

⑪

ガ
ー
ド
レ
ー
ル
の
不
全
に
関
す
る
事
故

⑫

照
明
施
設
等
の
不
全
に
関
す
る
事
故

⑱

道
路
工
事
の
不
全
に
関
す
る
事
故

⑭

道
路
環
境
に
関
す
る
事
件

⑮

工
事
差
止
請
求
事
件

⑯

反
射
的
利
益
に
関
す
る
事
件

⑰

そ
の
他
の
事
件

上
記
分
類
の
う
ち
⑦
の
｢路
肩
部
分
で
起
こ
っ
た
事
故
｣

は
、
厳
密
に
言
う
と

｢事
故
の
形
態
に
よ
る
分
類
｣
で
は

な
く

｢事
故
が
起
こ
っ
た
部
分
に
よ
る
分
類
｣
に
な
り
ま

す
の
で
、
本
稿
の
検
討
で
は
分
類
せ
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
形

態
に
分
類
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
な
お
、
路
肩
部
分
で
起

こ
っ
た
事
件
の
検
討
に
つ
い
て
お
知
り
に
な
り
た
い
方
は
、

本
誌
平
成
七
年
三
月
号
の
特
集
記
事

｢路
肩
走
行
に
関
す

る
判
例
紹
介
に
つ
い
て
｣
及
び
平
成
八
年
三

月
号
の
判

例
速
報

｢新
潟
国
道
八
号
路
肩
バ
イ
ク
転
倒
事
件
訴
訟
審

判
決
｣
等
を
参
照
さ
れ
る
と
よ
い
と
思
い
ま
す
。

こ
の
連
載
で
は
上
記
の
分
類
に
よ
る
分
析
を
順
不
同
で

有
責

過
失
相
殺
五
割

盛
岡
地
裁

昭
和
42
年
乾
月
乾
日

(確
定
)

通
行
の
遮
断
が
不
完
全
な
工
事
現
場
に
お
い
て
、
原
付
が

橋
梁
か
ら
転
落
し
た
。

事

故

概

要

① 鷁
m
巻
六
八
六
三
頁

例
規
集
･
巻
･
頁

岩
手
国
道
四
号
橋
梁
付
替
工
事

中
転
落
事
件

事

件

名

一
名
負
傷

被
害
状
況

直
轄
国
道

道
路
種
別

1

道
路
の
路
端
付
近
に
至
る
ま
で
舗
装
さ
れ
、
路
端
に
接
近
走
行
す

る
車
両
の
あ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
道
路
で
、
道
路
が
急
激
に
狭
ま

り
、
そ
の
中
央
部
分
に
エ
ン
ド
ポ
ス
ト
が
存
在
し
、
国
道
で
夜
間
に

も
車
両
の
通
行
が
あ
り
、
な
だ
ら
か
な
下
り
坂
で
あ
る
と
い
う
状
況

を
勘
案
す
れ
ば
、
運
転
者
が
、
一
瞬
の
油
断
か
ら
状
況
の
発
見
に
遅

れ
、
あ
る
い
は
全
く
気
付
か
な
い
ま
ま
、
エ
ン
ド
ポ
ス
ト
に
衝
突
し
、

あ
る
い
は
衝
突
を
避
け
よ
う
と
し
て
路
外
に
転
落
す
る
危
険
性
が
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
、
か
か
る
危
険
を
は
ら
む
道
路
に
は
、
道
路
と
し

て
通
常
備
え
る
べ
き
安
全
性
に
欠
け
る
も
の
が
あ
っ
た
と
い
わ
ざ
る

を
得
な
い
。

2

道
路
構
造
が
、
道
路
構
造
令
の
要
件
を
満
た
し
て
い
た
と
し
て
も
、

具
体
的
な
道
路
状
況
に
即
し
て
、
当
該
道
路
の
安
全
性
を
考
え
な
け

れ
ば
な
ら
ず
、
歩
車
道
の
区
別
が
な
く
、
路
端
に
接
近
し
て
、
車
両

走
行
が
可
能
で
あ
る
本
件
道
路
の
場
合
、
急
激
な
幅
員
減
少
を
示
す

道
路
状
況
は
安
全
性
に
欠
け
る
も
の
が
あ
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
得
な

い
。

3

運
転
者
に
は
前
方
不
注
視
の
過
失
が
あ
り
、
六
割
の
過
失
相
殺
を

認
め
る
。

有
貴

過
失
相
殺
六
割

長
野
地
裁
飯
由
支
部

昭
和
48
年
6
月
29
日

(確
定
)

ラ
イ
ト
バ
ン
が
進
行
中
、
幅
員
八
･
二
m
の
道
路
が
一
m

狭
ま
っ
た
部
分
の
エ
ン
ド
ポ
ス
ト
に
衝
突
し
た
。

②
-“‘圭二を
乳夏
一徹競綱碗勢勳鑓“i“
ロー

二
名
死
亡

直
轄
国
道

道行セ 97.4

連
語
“威

“箋
だu
ゾ
ド
レも

-鱗
攣
嶽
轢
轡
讓
産
蟻
墾
三
"

ま
ず
、
第
一
回
め
の
本
号
で
は
⑪
の

｢ガ
ー
ド
レ
ー
ル

の
不
全
に
よ
る
事
故
｣
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
と
し
ま

す
。三

ガ
ー
ド
レ
ー
ル
の
不
全
に
関
す
る
事
故

の

事
件
の
紹
介

ガ
ー
ド
レ
ー
ル

(防
護
柵
)
の
不
備
･
未
設
置
･
破
損

に
起
因
す
る
事
件
に
つ
い
て
当
方
で
把
握
し
て
い
る
も
の

は
以
下
の
と
お
り
で
す
。

有
責

過
失
相
殺
二
割

岡
山
地
裁

昭
和
49
年
7
月
“
日

(確
定
)

自
転
車
に
乗
っ
て
通
行
中
、
後
方
か
ら
の
車
の
幅
寄
せ
に

よ
り
、
緑
石
の
欠
け
た
部
分
か
ら
道
路
に
沿
う
川
に
転
落

し
た
。

③
-“
“

圭

計

-岡
山
県
道
自
転
車
転
落
事
件

一
名
死
亡

県
道

1

人
車
の
通
行
量
が
多
く
、
歩
車
道
の
区
別
が
な
く
、
道
路
側
端
に

ガ
ー
ド
レ
ー
ル
が
な
く
し
か
も
道
路
側
に
川
が
流
れ
て
い
る
よ
う
な



有
責

仙
台
地
裁

昭
和
51
年
2
月
28
日

無
責

仙
台
高
裁

昭
和
52
年
7
月
20
日

(確
定
)

小
学
生
が
幅
二
m
の
側
溝
上
の
橋
を
渡
ろ
う
と
し
た
と
こ

ろ
側
溝
に
落
ち
た
上
、
奔
流
に
押
し
流
さ
れ
川
に
転
落
し

⑧
-“
“
‘

議

員
｢仙
台
市
道
側
溝
転
落
事
件

一
名
死
亡

市
道

1

ガ
ー
ド
レ
ー
ル
未
設
置
箇
所
は
、
本
件
車
両
の
進
行
方
向
か
ら
み

て
約
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
下
り
勾
配
途
中
の
逆
S
字
型
カ
ー
ブ
の
中

央
部
付
近
で
あ
っ
た
こ
と
及
び
本
件
道
路
が
都
心
に
近
く
、
単
車
等

の
車
両
の
通
行
が
比
較
的
多
い
こ
と
を
も
合
せ
考
え
る
と
約
一
･
六

m
の
す
き
間
と
は
い
え
、
そ
こ
か
ら
路
外
に
逸
脱
す
る
車
両
が
あ
る

で
あ
ろ
う
こ
と
、
そ
し
て
川
に
転
落
し
た
場
合
の
危
険
性
は
非
常
に

大
き
な
も
の
が
あ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
十
分
に
予
想
し
得
た
。

2

道
路
管
理
者
は
、
道
路
上
の
交
通
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
、
少

な
く
と
も
単
車
の
路
外
逸
脱
を
防
止
で
き
る
程
度
ま
で
に
は
道
路
端

の
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
を
延
長
す
る
等
し
て
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
未
設
置
部
分

の
幅
を
減
少
し
て
お
く
べ
き
で
あ
っ
た
。

3

被
害
者
に
は
、
安
全
運
転
注
意
義
務
を
怠
っ
た
過
失
が
あ
り
、
八
･

五
割
を
過
失
相
殺
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。

有
貴

過
失
相
殺
八
･
五
割

大
阪
地
裁

昭
和
52
年
6
月
30
日(確

定
)

自
動
二
輪
車
が
欄
干
と
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
の
隙
間

(約
一
･

六
m
)
か
ら
九
m
下
に
落
下
し
た
。

⑦
-“●
‘
=虻
仇
真
一顫
傷
1
1“
I“
,I
““
“

一
名
死
亡

県
道

か
な
り
の
水
量
に
な
り
、
水
が
鉄

よ
う
な
状
態
で
川
に
放
出
さ
れ
て

4

、
奔
流
に
押
し
流
さ
れ
て
川
に
転

餅

測
せ
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
側
溝
付
近
に
ガ
ー
ド
フ

セ

“
等
の
措
置
を
講
ず
べ
き
で
あ
o
た
o

断

側
溝
が
溢
水
し
、
橋
の
上
を
水
が
溢
れ
て
流
れ
て
い
た
と
し
て
も
、

8

溢
れ
た
水
の
勢
い
は
相
当
減
殺
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
経
験

多

と
こ
ろ
の
道
路
の
管
理
者
は
人
車
が
川
に
転
落
す
る
こ
と
を
防
止
す

る
責
任
が
あ
り
、
欠
損
し
た
緑
石
を
放
置
し
て
い
た
点
、
緑
石
に
替

わ
る
適
切
な
防
護
施
設
を
設
け
な
か
っ
た
点
に
責
任
が
あ
る
。

2

被
害
者
は
七
四
歳
の
高
齢
で
あ
り
、
現
場
の
状
況
も
周
知
し
て
い

た
は
ず
で
あ
る
か
ら
本
件
の
よ
う
な
場
合
、
自
転
車
よ
り
降
り
る
等
、

適
宜
慎
重
な
行
動
を
と
る
こ
と
に
よ
り
、
車
両
等
に
対
応
す
べ
き
で

あ
っ
た
の
に
そ
れ
を
怠
っ
て
い
る
点
に
つ
き
過
失
が
あ
る
の
で
、
二

割
の
過
失
相
殺
を
行
う
。

有
責

過
失
相
殺
四
割

福
岡
高
裁

昭
和
51
年
8
月
施
日

(確
定
)

1

本
件
階
段
を
遠
望
す
る
と
、
本
件
階
段
下
の
連
絡
し
て
い
る
市
道

部
分
が
あ
た
か
も
本
件
歩
道
部
分
の
一
部
分
で
あ
る
か
の
ご
と
く
見

え
、
直
進
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
か
の
よ
う
な
錯
覚
を
一
時
的
に

生
じ
さ
せ
る
状
況
で
あ
り
、
自
転
車
が
転
落
す
る
危
険
性
を
包
蔵
す

る
と
こ
ろ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

2

事
故
発
生
当
時
、
階
段
の
上
端
に
胸
止
、
デ
リ
ニ
エ
ー
タ
ー
三
本

が
設
置
さ
れ
、
ゼ
ブ
ラ
の
標
示
を
な
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
ら
は
い

ず
れ
も
路
端
の
標
示
、
障
害
物
の
接
近
等
の
標
示
等
の
役
割
を
有
す

る
に
す
ぎ
ず
、
階
段
の
存
在
、
転
落
の
危
険
を
警
告
す
る
標
識
あ
る

い
は
防
護
柵
等
何
ら
設
置
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

3

飲
酒
の
う
え
不
馴
れ
な
ド
ロ
ッ
プ
ハ
ン
ド
ル
型
自
転
車
を
運
転
し
、

前
方
注
視
が
十
分
で
な
か
っ
た
こ
と
に
過
失
が
認
め
ら
れ
る
。

有
貴

過
失
相
殺
八
割

岡
山
地
裁

昭
和
52
年
2
月
24
日

(確
定
)

橋
上
の
歩
道
を
自
転
車
で
進
行
中
、
橋
西
詰
の
階
段
の
上

端
か
ら
下
方
の
市
道
上
に
転
落
し
た
。

⑥
}““
‘
=訛
動
員
一澗
剰
個
1
--,
。
“
‘
““
“

一
名
死
亡

直
轄
国
道

(地
裁
判
決
要
旨
)

1

被
告
は
、
本
件
事
故
現
場
が
通
学
道
路
で
あ
る
な
ら
ば
、
一
般
に

児
童
が
道
路
端
に
突
出
し
た
水
止
コ
ン
ク
リ
ー
ト
上
に
乗
っ
て
遊
び

歩
行
す
る
こ
と
は
十
分
予
知
し
得
た
は
ず
で
あ
り
、
ま
た
予
知
す
べ

き
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
予
算
の
範
囲
内
で
可
能
な
限
り
の
管
理

義
務
を
尽
く
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
い
え
な
い
た
め
、
事
故
発
生

部
分
に
ガ
ー
ド
･
フ
ェ
ン
ス
を
設
置
す
る
等
の
防
護
措
置
を
取
ら
ず

に
放
置
し
た
点
、
道
路
管
理
に
瑕
疵
が
あ
る
。

2

被
害
者
に
は
事
故
発
生
の
危
険
を
回
避
す
べ
き
弁
識
能
力
は
備
わ

っ
て
い
た
も
の
と
み
る
べ
く
、
安
全
に
下
校
し
得
る
の
に
あ
え
て
危

険
な
行
為
に
出
た
不
注
意
な
行
動
に
は
、
重
大
な
過
失
(五
割
相
当
)

が
あ
る
。

(高
裁
判
決
要
旨
)

地
裁
判
決
と
同
旨

(但
し
過
失
相
殺
は
四
割
と
認
め
る
。)。

小
学
生
が
道
路
端
の
ブ
ロ
ッ
ク
の
上
を
歩
行
中
、
誤
っ
て

三
m
下
に
転
落
し
た
。

⑤
-““‘こ姥
玖真
一嚴繭篩縦動僻“
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一
名
死
亡

市
道

1

国
賠
法
二
条
一
項
に
い
う
公
の
営
造
物
の
設
置
又
は
管
理
の
瑕
疵

と
は
、
周
囲
の
環
境
や
利
用
状
況
等
か
ら
み
て
そ
れ
が
通
常
有
す
べ

き
安
全
性
又
は
設
備
を
欠
い
て
い
る
こ
と
を
い
う
も
の
と
解
さ
れ
る
。

2

本
件
道
路
は
、
水
路
に
接
し
、
水
路
と
の
間
に
冊
等
の
設
備
が
な

く
、
冠
水
時
に
は
道
路
部
分
と
水
路
部
分
と
の
区
別
が
困
難
と
な
る

と
認
め
ら
れ
る
の
で
、
冠
水
時
道
路
を
利
用
す
る
者
に
と
っ
て
は
非

常
な
危
険
を
伴
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
そ
の
設
置
又
は
管
理
に

瑕
疵
が
あ
っ
た
と
い
う
べ
で
あ
る
。

3

本
件
道
路
の
か
さ
上
げ
を
行
う
と
か
、
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
を
設
置
す

る
と
か
、
道
路
構
造
の
改
善
を
行
う
こ
と
は
当
該
道
路
の
水
越
道
路

と
し
て
の
性
格
に
か
ん
が
み
種
々
障
害
が
あ
っ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ

る
が
、
本
件
道
路
利
用
者
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
、
現
に
事
故
後
ガ

ー
ド
レ
ー
ル
が
設
置
さ
れ
た
こ
と
等
か
ら
判
断
す
る
と
被
告
の
責
任

は
免
れ
な
い
。

4

原
告
に
お
い
て
三
歳
に
満
た
な
い
長
女
の
行
動
に
十
分
注
意
し
て

い
な
か
っ
た
等
の
事
情
か
ら
二
割
の
過
失
相
殺
を
認
め
る
。

有
責

過
失
相
殺
二
割

高
知
地
裁

昭
和
51
年
5
月
芻
日

(確
定
)

道
路
が
冠
水
し
、
市
道
と
用
水
路
の
区
別
が
困
難
な
状
態

で
あ
っ
た
と
こ
ろ
、
二
歳
児
が
市
道
脇
の
用
水
路
に
転
落

し
た
。
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一
名
死
亡

市
道

有
責

過
失
相
殺
五
割

長
崎
地
裁

昭
和
50
年
銘
月
ゆ
日



則
上
見
易
い
理
で
あ
り
、
通
常
の
方
法
で
橋
を
渡
る
限
り
、
側
溝
に
落

ち
込
む
危
険
は
お
よ
そ
あ
り
得
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
溢
流
の
事
実
を
も
っ
て
直
ち
に
、
本
件
側
溝
に
落
ち

込
ん
だ
と
断
ず
る
こ
と
に
は
少
な
か
ら
ぬ
疑
問
が
あ
る
。

し
か
る
に
、
本
件
防
護
柵
は
、
構
造
上
子
供
の
格
好
の
遊
び
道
具

と
な
り
転
落
事
故
を
誘
発
し
や
す
い
も
の
で
あ
る
の
に
人
の
転
落
防

止
の
観
点
か
ら
は
な
ん
の
措
置
も
講
じ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
遊
戯
中
の

子
供
の
転
落
事
故
の
危
険
が
極
め
て
高
い
状
況
に
あ
っ
た
の
で
そ
の

管
理
に
瑕
疵
が
あ
っ
た
と
い
え
る
o

(高
裁
判
決
要
旨
)

1

防
護
柵
は
上
段
の
手
摺
ま
で
の
高
さ
が
六
五
皿
、
下
段
の
手
摺
ま

で
の
高
さ
が
四
○
伽
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
ト
背
の
高
い
大
人
に
と
っ

て
も
背
の
低
い
幼
児
に
と
っ
て
も
こ
の
種
の
安
全
施
設
に
対
し
要
請

さ
れ
る
と
こ
ろ
の
通
行
者
が
足
を
踏
み
外
し
、
通
行
車
両
が
転
落
す

る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
通
常
の
高
さ
の
枠
内
に
あ
る
も
の
と
い

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

親
は
崖
上
の
防
護
柵
に
乗
っ
た
り
こ
れ
に
腰
を
か
け
た
り
す
る
危

険
な
遊
び
を
し
な
い
よ
う
注
意
す
る
の
が
一
般
で
あ
り
、
ま
た
、
危

険
と
い
う
意
味
で
は
ブ
ラ
ン
コ
や
鉄
棒
で
さ
え
そ
の
用
法
を
誤
れ
ば

危
険
で
あ
る
よ
う
に
お
よ
そ
社
会
に
お
け
る
施
設
は
異
な
っ
た
立
場

に
お
け
る
注
意
す
べ
き
者
の
守
備
領
域
の
分
担
に
お
い
て
そ
の
効
用

を
全
う
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
守
備
領
域

に
は
相
覆
う
部
分
は
あ
る
と
し
て
も
こ
れ
を
一
方
の
全
面
的
守
備
範

囲
に
押
し
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
十
分
に
機
能
し
得
な
い
。

通
常
予
想
さ
れ
な
い
異
常
な
行
動
に
出
た
結
果
生
じ
た
事
故
に
対

し
て
ま
で
施
設
に
瑕
疵
が
あ
る
も
の
と
し
て
こ
れ
を
施
設
設
置
者
の

責
任
に
帰
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
。

(最
高
裁
判
決
要
旨
)

本
件
転
落
事
故
は
、
本
件
道
路
及
び
防
護
柵
の
設
置
管
理
者
に
お
い

て
通
常
予
測
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
行
動
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
っ

た
。
し
た
が
っ
て
、
本
件
営
造
物
に
つ
き
、
本
来
そ
れ
が
具
備
す
べ

き
安
全
性
に
欠
け
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
と
は
い
え
ず
、
設
置
管
理
者

と
し
て
の
責
任
を
負
う
べ
き
理
由
は
な
い
。

道行セ 97.4 49

道
路
の
設
置
又
は
管
理
の
瑕
疵
と
は
、
そ
の
道
路
が
通
常
備
え
る
べ

き
性
質
又
は
設
備
を
欠
く
こ
と
で
あ
っ
て
、
通
常
予
想
さ
れ
な
い
よ
う

な
事
態

(本
件
の
場
合
、
制
限
時
速
は
四
〇
如
で
あ
る
が
、
運
転
者
は

制
限
速
度
標
識

｢カ
ー
ブ
あ
り
｣
の
標
識
も
見
落
と
し
、
カ
ー
ブ
地
点

で
も
あ
ま
り
減
速
せ
ず
時
速
五
五
獅
で
進
入
し
た
)
に
対
す
る
対
応
が

欠
け
て
い
て
も
こ
の
こ
と
を
も
っ
て
道
路
が
有
す
べ
き
安
全
性
を
欠
く

と
は
い
え
な
い
。

無
責

大
津
地
裁

昭
和
53
年
1
月
器
日

(確
定
)

小
型
乗
用
車
が
対
向
車
と
衝
突
し
、
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
の
な

い
所
か
ら
道
路
脇
の
川
に
転
落
し
た
。
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一
名
死
亡

補
助
国
道

1

道
路
が
通
常
備
え
る
べ
き
安
全
性
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
一
般
車

両
の
通
行
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
現
地
を
熟
知
し
た

地
元
住
民
で
は
な
く
て
も
一
般
に
安
全
に
通
行
で
き
る
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

2

事
故
現
場
の
道
路
の
両
側
に
深
い
沢
が
あ
り
、
道
路
が
狭
く
な
っ

て
い
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
な
い
と
対
向
車
と
の
接
触
を
避
け
る
た

め
つ
い
、
路
肩
や
道
路
外
に
は
み
出
し
や
す
い
状
況
で
あ
っ
た
。

3

本
件
道
路
に
つ
い
て
は
沢
の
存
在
、
道
路
が
狭
膣
で
あ
る
こ
と
を

認
識
で
き
る
よ
う
な
何
ら
か
の
措
置
を
講
ず
べ
き
で
あ
っ
た
。

4

被
害
者
の
荷
台
同
乗
に
つ
き
、
二
割
の
過
失
相
殺
を
認
め
る
の
が

相
当
で
あ
る
o

有
責

過
失
相
殺
二
割

札
幌
地
裁

昭
和
52
年
8
月
24
日

(確
定
)

有
効
幅
員
三
･
六
m
の
未
舗
装
道
路
で
大
型
車
が
離
合
の

際
、
路
肩
か
ら
七
･
四
m
落
下
し
た
。

⑨
-“
蓬

主
計

｣北
海
道
道
防
護
柵
不
備
事
件

一
名
死
亡

道
道

有
責

過
失
相
殺
な
し

神
戸
地
裁

昭
和
48
年
8
月
9
日

無
貴

大
阪
高
裁

昭
和
52
年
10
月
24
日

無
責

最
高
裁

昭
和
53
年
7
月
4
日

(確
定
)

六
歳
の
幼
児
が
自
宅
前
の
防
護
柵
に
腰
掛
け
、
約
四
m
下

の
校
庭
に
落
下
し
た
。

⑫
-鑿
窒
九
‐三
瀦
穫

“
“
“
‘
“
“
“
“

一
名
負
傷

市
道

(地
裁
判
決
要
旨
)

1

本
件
橋
東
詰
南
側
の
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
末
端
部
分
は
間
近
の
支
柱
に

ボ
ル
ト
で
固
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
の
先
端
が
相

当
な
角
度
で
道
路
内
側
に
向
け
ら
れ
て
い
た
状
態
で
あ
っ
た
も
の
で

あ
る
と
こ
ろ
、
本
件
事
故
現
場
付
近
は
交
通
量
が
多
い
う
え
に
、
橋

上
幅
員

(五
･
五
二
m
)
が
道
路
幅
員

(九
･
三
0
m
)
に
比
し
狭

く
、
橋
梁
部
分
で
九
〇
度
の
角
度
で
屈
曲
し
て
い
る
た
め
車
両
が
前

記
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
と
接
触
し
て
事
故
を
起
こ
す
お
そ
れ
は
容
易
に
予

測
で
き
る
。
従
っ
て
本
件
道
路
は
前
記
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
に
不
備
が
あ

っ
て
道
路
と
し
て
通
常
備
う
べ
き
安
全
性
を
欠
い
て
い
た
か
ら
道
路

管
理
に
瑕
疵
が
あ
っ
た
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

本
件
事
故
に
つ
い
て
は
運
転
者
に
も
過
失

(五
割
)
が
あ
っ
た
。

(高
裁
判
決
要
旨
)

地
裁
判
決
と
同
旨
。

有
責

過
失
相
殺
五
割

神
戸
地
裁

昭
和
52
年
6
月
21
日

有
貴

過
失
相
殺
五
割

大
阪
高
裁

昭
和
53
年
5
月
30
日

(確
定
)

橋
の
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
に
衝
突
し
た
際
、
そ
の
先
端
部
が
同

乗
者
に
刺
さ
っ
た
。

⑪
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一
名
負
傷

直
轄
国
道

有
貴

過
失
相
殺
三
割

名
古
屋
地
裁
豊
橋
支
部

昭
和
53
年
8
月
姫
日

(確
定
)

国
道
を
自
転
車
で
走
行
中
、
二
四
条
工
事
の
法
面
埋
立
工

事
現
場
に
防
護
柵
が
な
か
っ
た
た
め
、
一
･
三
m
下
の
側

溝
に
転
落
し
た
。

⑬
-“●.ハ訳
…軌貞
一縦鞠
鋼“
-‘
-,口111

一名
負
傷

補
助
国
道

1

危
険
発
生
を
防
止
す
る
た
め
の
防
護
柵
等
を
設
置
し
な
い
こ
と
に



よ
っ
て
生
じ
た
事
故
の
損
害
に
つ
い
て
は
、
道
路
管
理
者
は
賠
償
の

義
務
を
負
う
。
こ
の
こ
と
は
承
認
工
事
を
行
っ
て
い
る
私
人
に
対
し

て
防
護
柵
を
設
置
す
る
指
示
を
し
た
と
し
て
も
現
に
長
期
間
設
置
さ

れ
な
い
で
い
た
以
上
変
わ
ら
な
い
。

2

承
認
工
事
を
行
っ
て
い
た
会
社
は
、
防
護
柵
の
設
置
を
指
示
さ
れ

て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
危
険
な
状
況
を
設
置
し
た
も
の
と
し
て
民

法
七
〇
九
条
、
第
七
一
五
条
に
よ
り
損
害
を
賠
償
す
べ
き
義
務
を
負

　　　　
(地
裁
判
決
要
旨
)

本
件
事
故
箇
所
に
お
け
る
路
肩
の
幅
員
は
0
･
五
m
で
現
行
道
路
構

造
令
七
条
三
項
の
○
･
七
五
m
以
上
と
い
う
規
定
に
は
適
合
し
な
い
が
、

昭
和
四
六
年
四
月
一
日
施
行
の
同
令
の
経
過
規
定
に
よ
り
本
件
箇
所
に

つ
い
て
は
旧
構
造
令
が
適
用
さ
れ
る
の
で
法
令
違
反
と
は
認
め
ら
れ
な

い
。
路
肩
の
舗
装
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
ま
た
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
の

設
置
場
所
、
設
置
方
法
に
つ
い
て
も
原
告
の
主
張
に
は
法
令
上
の
根
拠

は
な
く
、
道
路
管
理
者
の
管
理
瑕
疵
は
認
定
で
き
な
い
。

本
件
箇
所
に
お
い
て
は
大
型
車
ど
う
し
が
す
れ
違
う
際
一
応
の
困
難

が
予
想
さ
れ
る
が
、
比
較
的
見
通
し
が
よ
く
カ
ー
ブ
も
ゆ
る
や
か
で
、

相
互
に
左
方
に
寄
っ
て
減
速
、
徐
行
等
す
れ
ば
接
触
事
故
を
起
こ
す
こ

と
な
く
す
れ
違
う
こ
と
も
困
難
で
は
な
く
、
ま
し
て
や
路
肩
に
進
入
す

る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
道
路
管
理
瑕
疵
が

あ
っ
た
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。

(高
裁
判
決
要
旨
)

地
裁
判
決
と
同
旨
。

無
責

神
戸
地
裁
姫
路
支
部

昭
和
52
年
8
月
8
日

無
責

大
阪
高
裁

昭
和
53
年
9
月
6
日

(確
定
)

幅
○
･五
m
の
路
肩
部
分
に
お
い
て
、ト
ラ
ッ
ク
が
バ
ス
と

離
合
の
際
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
を
破
壊
し
崖
下
に
落
下
し
た
。

⑭
-“‘‘*粃軌真
一暦瑚槽鑓臺鰍,““!1
,

車
両
損
害

補
助
国
道

無
貴

福
井
地
裁

昭
和
51
年
12
月
24
日

鉦
坐
貝

名
古
屋
高
裁
金
沢
支
部

昭
和
53
年
10
月
18
日

(確
定
)

乗
用
車
を
運
転
し
、
時
速
約
四
〇
如
で
進
行
中
、
ガ
ー
ド

レ
ー
ル
の
な
い
部
分
か
ら
運
転
を
誤
り
、
落
下
し
た
。

⑱
““●‘≦靴仇頁
一瀬耐顔繃動僻“
,ー
“““

一
名
死
亡

県
道

自
動
二
輪
車
が
道
路
未
完
成
の
た
め
行
止
り
部
分
の
ガ
ー

ド
レ
ー
ル
に
衝
突
し
た

(八
○
細
以
上
で
走
行
)

⑩
{“‘‘止比熱真
一増勧類蘭衡“““-口
,l

一
名
負
傷

県
道

5 0 ,道イテセ 97.4

本
件
事
故
は
、
被
害
者
が
日
頃
か
ら
取
り
扱
い
に
不
慣
れ
で
あ
っ
た

自
動
車
を
運
転
し
て
時
速
六
0
-
七
○
如
の
高
速
度
で
進
行
し
、
か
つ
、

前
方
注
視
義
務
を
怠
っ
た
過
失
に
よ
り
発
生
し
た
も
の
で
、
本
件
道
路

の
設
置
ま
た
は
管
理
に
瑕
疵
が
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。

道
路
管
理
者
と
し
て
こ
の
よ
う
な
場
合
の
危
険
性
を
想
定
し
、
こ
れ
に

対
す
る
防
護
施
設
の
設
置
を
な
す
べ
き
義
務
は
な
い
。

鉦
坐
貝

長
崎
地
裁

昭
和
54
年
3
月
30
日

(確
定
)

普
通
乗
用
車
が
九
〇
度
カ
ー
ブ
を
曲
が
れ
ず
、
ガ
ー
ド
レ

ー
ル
の
な
い
所
か
ら
約
三
0
m
下
に
落
下
し
た
。

⑱
-““
‘
虹
比
熱貫
一線
騎
鋼
“
--0
--““
“
“
“

一
名
死
亡

補
助
国
道

の
道
路
の
安
全
性
を
目
指
す
も
の

に
防
護
柵
が
な
か
っ
た
か
ら
と
い

登
山
者
が
、
自
然
歩
道
の
わ
き
に
設
置
さ
れ
て
い
る
柵
に

手
を
か
け
た
と
こ
ろ
折
れ
、
谷
に
転
落
し
た
。

⑮
-“巻狄点ね
ユ真
一糠夜拶轆錮““11“““

一
名
死
亡

公
園
道
路

有
貴

過
失
相
殺
な
し

東
京
地
裁

昭
和
53
年
9
月
郎
日

(確
定
)

で
あ
る
か
ら
基
準
に
該
当
す
る
箇
所
に
防
護
柵
が
な
か
っ
た
か
ら
と
い

っ
て
そ
の
こ
と
か
ら
直
ち
に
道
路
の
設
置
、
管
理
に
瑕
疵
が
あ
る
と
い

1

歩
道
の
柵
が
地
元
観
光
協
会
の
設
置
し
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
公

園
事
業
執
行
者
た
る
山
梨
県
が
こ
れ
を
黙
認
し
、
ま
た
事
実
上
歩
道

施
設
の
一
部
と
し
て
使
用
さ
れ
て
き
た
以
上
、
歩
道
は
柵
も
含
め
て

山
梨
県
の
設
置
管
理
す
る
公
の
営
造
物
と
鰹
す
べ
き
で
あ
る
。

2

国
は
公
園
事
業
に
つ
い
て
一
般
的
事
業
執
行
権
限
を
有
し
て
い
て

も
、
具
体
的
な
柵
の
設
置
に
つ
い
て
は
知
り
得
べ
き
立
場
に
な
か
っ

た
以
上
、
柵
を
含
む
歩
道
に
つ
い
て
の
設
置
、
管
理
者
と
は
言
え
な

い
。

3

国
家
賠
償
法
第
三
条
の
費
用
負
担
者
に
は
、
当
該
営
造
物
の
設
置

費
用
に
つ
き
法
律
上
負
担
義
務
を
負
う
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
者
と
同

等
若
し
く
は
こ
れ
に
近
い
施
設
費
用
を
負
担
し
、
実
質
的
に
は
こ
の

者
と
当
該
営
造
物
に
よ
る
事
業
を
共
同
執
行
し
て
る
と
認
め
ら
れ
る

1

バ
リ
ヤ
ー
型
緑
石
を
用
い
片
面
式
ガ
ー
ド
ロ
ー
プ
を
防
護
柵
と
し

て
使
用
し
た
場
合
と
マ
ウ
ン
タ
ブ
ル
型
緑
石
を
用
い
両
面
式
ブ
ロ
ッ

ク
ア
ウ
ト
型
防
護
柵
を
用
い
た
場
合
と
で
、
中
央
分
離
帯
進
入
車
両

に
対
す
る
阻
止
機
能
上
の
実
際
上
の
差
異
は
微
々
た
る
も
の
に
す
ぎ

ず
、
バ
リ
ヤ
ー
型
緑
石
と
片
面
式
ガ
ー
ド
ロ
ー
プ
を
併
用
し
た
も
の

も
中
央
分
離
帯
衝
突
車
両
に
対
し
て
十
分
な
阻
止
機
能
を
有
し
て
い

ろ
%

2

防
護
柵
は
倒
れ
た
場
合
の
危
険
性
か
ら
し
て
自
ら
高
さ
に
制
限
が

あ
り
、
本
件
ガ
ー
ド
ロ
ー
プ
に
お
け
る
最
上
段
の
高
さ
が
車
路
面
か

ら
約
一
･
五
m
で
あ
る
こ
と
は
高
さ
と
し
て
不
十
分
と
は
い
え
な
い
。

無
責

東
京
地
裁

昭
和
54
年
2
月
蜷
日

(確
定
)

後
方
か
ら
追
突
さ
れ
、
そ
の
衝
撃
に
よ
り
中
央
分
離
帯
を

越
え
対
向
車
線
を
走
行
し
て
き
た
貨
物
自
動
車
に
衝
突
し

⑰
-“““虻比鋺買
一棟銘輻鎚1““
ー,
ロー,

二
名
死
亡

有
料
道
路

-
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

-

者
で
あ
っ
て
、
当
該
営
造
物
の
瑕
疵
に
よ
る
危
険
を
効
果
的
に
防
止

し
う
る
者
も
含
ま
れ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。



有
貴

過
失
相
殺
九
割

高
松
地
裁

昭
和
55
年
2
月
第
日

(確
定
)

(地
裁
判
決
要
旨
)

1

交
通
安
全
対
策
上
、
歩
車
道
の
分
離
は
望
ま
し
い
が
安
全
対
策
は

瑕
疵
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
す
る
も
の
で
は
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
こ

れ
が
な
い
こ
と
を
も
っ
て
た
だ
ち
に
道
路
と
し
て
瑕
疵
が
あ
る
と
は

い
え
を
“い
。

2

瑕
疵
の
判
断
は
事
故
当
時
の
社
会
通
念
に
よ
っ
て
判
断
す
べ
き
で

あ
り
、
本
件
道
路
の
幅
員
に
欠
け
る
と
こ
ろ
は
な
く
、
ま
た
、
本
件

道
路
の
歩
道
設
置
は
近
年
中
に
予
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
及
び
歩
行
者

の
通
行
は
ほ
と
ん
ど
な
い
こ
と
等
か
ら
す
る
と
、本
件
道
路
の
設
置
･

管
理
に
瑕
疵
が
あ
っ
た
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。

3

本
件
事
故
は
運
転
者
の
重
大
な
過
失
に
よ
っ
て
発
生
し
た
も
の
で

あ
っ
て
道
路
の
瑕
疵
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。

(高
裁
判
決
要
旨
)

地
裁
判
決
と
同
旨

(最
高
裁
判
決
要
旨
)

原
審
の
各
判
断
は
正
当
で
あ
っ
て
、
原
判
決
に
所
論
の
違
法
は
な
い
。

無
責

千
葉
地
裁

昭
和
50
年
12
月
25
日

鉦
坐
貝

東
京
高
裁

昭
和
53
年
5
月
17
日

鉦
堂
貝

最
高
裁

昭
和
55
年
3
月
聡
日

(確
定
)

歩
道
が
な
い
箇
所
で
飲
酒
運
転
の
自
動
車
が
歩
行
者
に
衝

突
し
た

(歩
車
道
分
離
が
主
な
争
点
)。

⑳
、““
‘
〆拝
…軌員
一帯
葉
1
1
1
1
“
““
“
“
“

一
名
死
亡

県
道

1

夜
光
塗
料
を
使
用
し
た
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
と
そ
の
上
部
に
反
射
鏡
が

取
り
付
け
ら
れ
て
い
た
が
、
夜
間
は
照
明
設
備
の
な
い
暗
い
道
路
で

あ
る
か
ら
少
な
く
と
も
行
き
止
ま
り
の
一
〇
0
m
位
手
前
か
ら
誘
導

標
識
を
設
置
し
、
区
画
線
を
カ
ー
ブ
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
車
両
に

注
意
を
与
え
る
義
務
が
あ
っ
た
。

2

運
転
者
に
は
、
無
謀
な
高
速
度
運
転
と
前
方
不
注
視
に
よ
る
過
失

が
あ
り
、
被
告
に
負
担
さ
せ
る
額
は
原
告
の
損
害
の
う
ち
ほ
ぼ
一
割

と
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。

1

学
齢
に
達
し
た
通
常
の
危
険
認
識
能
力
が
あ
る
者
で
あ
れ
ば
、
現

場
付
近
に
お
い
て
景
色
を
眺
め
た
り
す
る
た
め
立
ち
止
ま
っ
た
り
、

散
策
す
る
場
合
で
も
右
地
覆
コ
ン
ク
リ
ー
ト
部
分
や
柱
台
に
足
を
か

け
て
右
間
隔
か
ら
身
体
を
道
路
外
に
乗
り
出
す
よ
う
な
危
険
な
行
動

に
出
な
い
以
上
転
落
の
危
険
は
殆
ん
ど
考
え
ら
れ
な
い
。

2

年
長
者
は
も
ち
ろ
ん
、
本
件
鍾
乳
洞
を
訪
れ
る
年
少
者
も
保
護
者

に
連
れ
ら
れ
て
い
る
の
が
通
常
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
本
件
事
故

現
場
付
近
に
近
づ
く
者
が
右
の
よ
う
な
危
険
を
行
動
に
出
る
こ
と
は

道
路
管
理
者
に
お
い
て
通
常
予
測
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ

無
貴

東
京
地
裁

昭
和
55
年
11
月
28
日

(確
定
)

八
歳
の
児
童
が
防
護
柵
の
二
九
皿
の
隙
間
か
ら
一
三
m
の

崖
下
に
落
下
し
た
。

⑫
-“嬉±に七軌頁
一線棘鰡“““““““11

一
名
死
亡

都
道

1

本
件
道
路
の
端
に
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
を
設
置
す
れ
ば
転
落
事
故
を
大

部
分
防
ぐ
こ
と
は
で
き
る
が
、
道
路
が
通
常
有
す
べ
き
安
全
性
を
欠

い
て
い
る
か
ど
う
か
は
、
右
事
情
の
ほ
か
道
路
の
用
法
、
場
所
的
環

境
、
利
用
状
況
等
の
事
情
を
も
併
せ
考
慮
し
て
そ
の
判
断
が
な
さ
れ

る
べ
き
で
あ
り
、
道
路
の
端
が
傾
斜
し
、
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
が
設
置
さ

れ
て
い
な
い
か
ら
と
い
っ
て
本
件
道
路
に
つ
き
本
来
具
有
す
べ
き
安

全
性
に
欠
け
て
い
る
と
は
い
え
ず
、
そ
の
設
置
管
理
に
瑕
疵
が
あ
る

と
は
い
え
な
い
。

2

本
件
事
故
は
酒
に
酔
っ
た
運
転
者
が
道
路
の
左
側
を
通
行
せ
ず
、

右
側
の
排
水
路
に
転
落
し
て
起
き
た
も
の
で
あ
り
、
通
常
予
測
す
る

こ
と
の
で
き
な
い
行
動
に
起
因
す
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

無
責

高
知
地
裁

昭
和
55
年
3
月
%
日

(確
定
)

原
付
が
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
の
設
置
さ
れ
て
い
な
い
四
m
の
道

路
で
道
路
沿
い
の
拝
水
路
へ
転
落
し
た
。

⑪
-“●
‘
に
梵
軌
買
+偏
“
-“
“
1
1
“
“
“
“
事

一
名
死
亡

県
道

有
貴

過
失
相
殺
一
割

水
戸
地
裁

昭
和
56
年
9
月
第
日

(確
定
)

三
歳
の
幼
児
が
風
に
飛
ば
さ
れ
た
帽
子
を
拾
お
う
と
し
て

道
路
沿
い
の
用
水
路
の
安
全
冊
の
な
い
所
か
ら
落
下
し
た
。

⑮
-““
“
度
止
凱
頁
｢鍬
-ロ市
“
“
“
1
“
“
“
“
“

一
名
死
亡

市
道

本
件
堤
防
の
形
状
に
よ
れ
ば
そ
の
設
置
目
的
は
道
路
地
盤
を
支
え
波

浪
に
よ
る
浸
食
を
防
止
す
る
こ
と
に
あ
り
、
堤
防
上
を
人
が
通
行
す
る

こ
と
を
予
想
し
た
も
の
で
は
な
い
と
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
本
件
事
故

は
、
事
故
者
が
堤
防
の
上
か
ら
当
時
本
件
事
故
箇
所
で
行
わ
れ
て
い
た

交
通
事
故
の
実
況
見
聞
を
見
て
い
て
足
を
踏
み
外
し
た
も
の
で
、
堤
防

の
設
置
目
的
に
照
ら
す
と
そ
の
通
常
の
用
法
に
即
し
な
い
行
動
の
結
果

発
生
し
た
も
の
と
言
わ
ざ
る
を
得
ず
、
本
件
堤
防
に
つ
い
て
本
来
こ
れ

が
具
有
す
べ
き
安
全
性
に
欠
け
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
と
は
言
え
な
い
。

鉦
堂
貝

横
浜
地
裁
小
田
原
支
部

昭
和
56
年
5
月
笏
日

(確
定
)

国
道
の
海
側
に
設
置
さ
れ
た
波
浪
よ
け
の
堤
防
上
か
ら
転

落
し
た
。

⑭
-“●‘に砒仇真
一釀
刹鋼‘
三
宝
●““‘

一
名
負
傷

補
助
国
道

本
件
事
故
は
、
本
件
道
路
の
設
置
管
理
上
の
瑕
疵
と
は
関
係
な
く
発

生
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
念
の
た
め
設
置
管
理
上
の
瑕
疵
に
つ
い
て
判

断
す
る
と
、
本
件
道
路
は
交
通
閑
散
な
田
舎
の
砂
利
道
で
あ
り
、
道
路

管
理
者
は
砂
利
道
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
運
転
を
期
待
し
て
よ
い

こ
と
等
か
ら
、
砂
利
に
ハ
ン
ド
ル
を
と
ら
れ
て
本
件
事
故
が
発
生
し
た

と
し
て
も
道
路
管
理
者
に
と
っ
て
予
想
外
の
事
故
で
あ
っ
た
と
い
う
ほ

か
な
く
、
砂
利
を
土
中
に
埋
め
な
か
っ
た
こ
と
及
び
転
落
防
止
の
ガ
ー

ド
レ
ー
ル
を
設
置
し
な
か
っ
た
と
し
て
も
瑕
疵
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

は
で
き
な
い
。

無
貴

山
ロ
地
裁
宇
部
支
部

昭
和
56
年
1
月
俎
日

(確
定
)

自
転
車
で
雨
合
羽
が
後
輪
に
巻
き
付
き
、
併
設
の
河
川
に

防
護
柵
の
な
い
所
か
ら
落
下
し
た
。

⑬
-“●
六ゞ
遥か
~言外…僻
“
“
“
口
“
“
“
““
““

一
名
死
亡

市
道

道行セ 97.4 5メ

1

水
戸
市
は
右
鉄
板
敷
の
部
分
に
つ
い
て
は
訴
外
水
戸
土
地
改
良
事



務
所
に
対
し
て
道
路
の
占
用
許
可
を
与
え
て
い
た
か
ら
右
鉄
板
敷
部

分
に
管
理
権
は
及
ん
で
い
な
か
っ
た
と
主
張
す
る
が
、
訴
外
茨
城
県

が
占
用
物
件
で
あ
る
鉄
板
敷
の
所
有
者
と
し
て
そ
の
管
理
責
任
を
負

う
こ
と
が
あ
り
得
る
と
し
て
も
本
件
鉄
板
敷
部
分
が
現
に
交
通
の
用

に
供
さ
れ
て
い
る
市
道
の
一
部
で
あ
る
以
上
、
水
戸
市
は
道
路
管
理

者
た
る
地
位
を
失
う
も
の
で
は
な
い
。

2

鉄
板
敷
部
分
か
ら
本
件
用
水
路
に
転
落
す
る
危
険
は
高
く
、
生
命
、

身
体
に
対
す
る
危
険
性
が
高
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
道
路
管
理
者
は

転
落
事
故
防
止
の
た
め
の
安
全
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
っ
た
。
し

か
し
、
水
戸
市
は
安
全
柵
等
の
十
分
な
危
険
防
止
の
設
備
を
施
さ
な

か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
道
路
の
設
置
、
管
理
に
瑕
疵
が
あ
っ
た
も

の
と
認
め
ら
れ
る
。

3

被
告
千
波
湖
土
地
改
良
区
に
お
い
て
も
本
件
用
水
路
へ
の
転
落
事

故
防
止
の
た
め
に
安
全
柵
等
の
十
分
な
危
険
防
止
の
設
備
を
施
さ
な

か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
用
水
路
の
設
置
、
管
理
に
瑕
疵
が
あ
っ
た

も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

4

被
告
水
戸
市
及
び
被
告
千
波
湖
土
地
改
良
区
は
営
造
物
の
設
置
管

理
者
と
し
て
、
連
帯
し
て
損
害
を
賠
償
す
る
義
務
が
あ
る
。

務
所
に
対
し
て
道
路
の
占
用
許
可
を
与
え
て
い
た
か
ら
右
鉄
板
敷
部

分
に
管
理
権
は
及
ん
で
い
な
か
っ
た
と
主
張
す
る
が
、
訴
外
茨
城
県

が
占
用
物
件
で
あ
る
鉄
板
敷
の
所
有
者
と
し
て
そ
の
管
理
責
任
を
負

う
こ
と
が
あ
り
得
る
と
し
て
も
本
件
鉄
板
敷
部
分
が
現
に
交
通
の
用

に
供
さ
れ
て
い
る
市
道
の
一
部
で
あ
る
以
上
、
水
戸
市
は
道
路
管
理

者
た
る
地
位
を
失
う
も
の
で
は
な
い
。

2

鉄
板
敷
部
分
か
ら
本
件
用
水
路
に
転
落
す
る
危
険
は
高
く
、
生
命
、

身
体
に
対
す
る
危
険
性
が
高
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
道
路
管
理
者
は

転
落
事
故
防
止
の
た
め
の
安
全
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ

た

し

か
し
、
水
戸
市
は
安
全
柵
等
の
十
分
な
危
険
防
止
の
設
備
を
施
さ
な

か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
道
路
の
設
置
、
管
理
に
瑕
疵
が
あ
っ
た
も

の
と
認
め
ら
れ
る
。

3

被
告
千
波
湖
土
地
改
良
区
に
お
い
て
も
本
件
用
水
路
へ
の
転
落
事

故
防
止
の
た
め
に
安
全
柵
等
の
十
分
な
危
険
防
止
の
設
備
を
施
さ
な

か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
用
水
路
の
設
置
、
管
理
に
瑕
疵
が
あ
っ
た

も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

4

被
告
水
戸
市
及
び
被
告
千
波
湖
土
地
改
良
区
は
営
造
物
の
設
置
管

理
者
と
し
て
、
連
帯
し
て
損
害
を
賠
償
す
る
義
務
が
あ
る
。

無
責

広
島
地
裁

昭
和
56
年
6
月
18
日

無
責

広
島
高
裁

昭
和
57
年
1
月
獨
日

(確
定
)

八
○
如
で
走
行
中
の
乗
用
車
が
横
滑
り
し
、
ガ
ー
ド
レ
ー

ル
の
隙
間
部
分

(六
･
一
m
)
か
ら
転
落
し
た
。

⑳
"“蜷
粃虻
七
玖
真
一広
島
県
道自
動
車
転
落
事
件

一名
負
傷

県
道

(地
裁
判
決
要
旨
)

1

本
件
事
故
は
被
告
運
転
者
の
無
謀
な
高
速
運
転
の
結
果
本
件
自
動

車
が
道
路
か
ら
飛
び
出
し
た
も
の
で
あ
り
、
カ
ー
ブ
の
手
前
で
減
速

す
る
等
の
通
常
の
自
動
車
運
転
者
の
注
意
を
も
っ
て
運
転
し
て
お
れ

ば
本
件
自
動
車
が
道
路
外
へ
転
落
す
る
等
と
い
う
こ
と
は
起
り
得
な

か
っ
た
も
の
で
あ
り
、
同
道
路
の
管
理
者
と
し
て
の
被
告
県
は
何
ら

責
任
を
負
わ
な
い
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

2

ま
た
原
告
は
運
転
者
の
無
謀
運
転
を
制
止
す
る
等
の
行
為
は
し
て

お
ら
ず
、
本
件
事
故
は
い
わ
ば
自
ら
招
い
た
も
の
と
同

し
得
る
も

の
で
あ
り
原
告
は
運
転
者
に
対
し
右
事
故
に
よ
る
損
害
賠
償
を
請
求

し
な
い
。

(高
裁
判
決
要
旨
)

1

本
件
事
故
は
、
運
転
者
が
雨
上
が
り
で
滑
り
易
い
道
路
状
況
に
も

か
か
わ
ら
ず
制
限
速
度
四
○
如
の
二
倍
も
の
高
速
で
カ
ー
ブ
地
点
を

進
行
し
た
と
い
う
同
人
の
一
方
的
過
失
に
起
因
す
る
。

2

本
件
事
故
現
場
付
近
で
は
運
転
者
が
通
常
考
え
ら
れ
る
速
度
と
方

法
で
左
側
車
線
部
分
を
進
行
し
て
い
れ
ば
、
た
と
え
橋
の
欄
干
か
ら

六
m
余
の
地
点
ま
で
の
間
に
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
が
設
置
さ
れ
て
い
な
く

て
も
右
間
隙
か
ら
路
外
へ
飛
び
出
す
よ
う
な
事
故
の
発
生
は
あ
り
え

な
い
。
右
運
転
者
の
よ
う
な
無
謀
運
転
を
す
る
も
の
が
あ
る
こ
と
ま

で
を
予
想
し
て
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
を
設
置
し
な
か
っ
た
か
ら
と
い
っ
て

道
路
の
設
置
、
管
理
に
瑕
疵
が
あ
る
も
の
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い

有
貴

過
失
相
殺
九
割

盛
岡
地
裁

昭
和
55
年
5
月
22
日

無
責

仙
台
高
裁

昭
和
56
年
12
月
9
日

無
責

最
高
裁

昭
和
57
年
m
月
1
日

ト
ラ
ッ
ク
が
山
間
部
の
曲
線
部
で
離
合
の
際
、
前
方
不
注

意
の
た
め
崖
下
へ
落
下
し
た
。

⑰
"““
‘
に
比臥
真
一漱
麟
衞1
“
“
口
1
1
“
‘“

一
名
負
傷

市
道

有
貴

過
失
相
殺
な
し

甲
府
地
裁

昭
和
56
年
10
月
12
日

無
責

東
÷星
局
裁

昭
和
57
年
9
月
30
日

無
責

最
高
裁

昭
和
58
年
4
月
銘
日

幅
員
約
六
m
の
道
路
を
自
転
車
で
走
行
中
、
突
風
に
よ
り

道
路
脇
の
約
一
m
下
の
用
水
路
に
転
落
し
た
。

⑳
-“淺

舘
野

一触
11
1
1
1
““
“
“
“

一
名
負
傷

県
道
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自
動
車
が
衝
突
し
た
防
護
柵
に
つ
い
て
原
告
は
、
ガ
ー
ド
パ
イ
プ
と

支
柱
と
の
固
定
螺
子
が
は
ず
れ
、
ガ
ー
ド
パ
イ
プ
の
先
端
が
自
動
車
走

行
区
域
内
の
進
行
方
向
に
は
み
出
し
て
い
た
と
主
張
す
る
が
事
故
発
生

当
日
の
道
路
パ
ト
ロ
ー
ル
に
よ
る
点
検
の
結
果
等
か
ら
判
断
し
て
到
底

措
信
で
き
ず
他
に
そ
れ
を
認
め
る
べ
き
証
拠
は
な
い
か
ら
国
の
設
置
、

管
理
の
瑕
疵
は
な
い
。

無
責

岐
阜
地
裁

昭
和
58
年
2
月
蜷
日

(確
定
)

居
眠
り
を
し
て
左
側
に
寄
り
す
ぎ
た
た
め
歩
車
道
境
界
部

の
ガ
ー
ド
パ
イ
プ
に
衝
突
し
、
パ
イ
プ
が
車
内
に
突
入
し

⑳
-““
‘
に訛2
貫
一毀艦
1
1
1
-“
“
“
“
“
'

一
名
負
傷

直
轄
国
道

(地
裁
判
決
要
旨
)

1

本
件
事
故
は
原
告
の
前
方
不
注
意

す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
本
件
事
故
現
場
の

か
つ
、
カ
ー
ブ
の
き
つ
い
山
岳
道
路
に
あ
っ

る
こ
と
が
道
路
構
造
令
に
よ
り
期
待
さ
れ
て

管
理
の
瑕
疵
に
あ
た
る
。

2

本
件
事
故
は
も
っ
ぱ
ら
原
告
の
過
失
に
よ

る
か
ら
、
九
割
を
過
失
相
殺
す
る
。

(高
裁
判
決
要
旨
)

1

本
件
事
故
現
場
付
近
の
道
路
に
は
法
令

際
上
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
の
設
置
が
必
要
と
さ
れ
る
も

2

道
路
の
安
全
性
の
判
断
に
あ
た
っ
て
は
法
令
上

な
ら
ず
通
常
予
想
さ
れ
る
危
険
を
防
止
し
得
る
か

べ
き
で
あ
る
が
、
ど
こ
ま
で
が
通
常
予
想
さ

る
力

ど
こ
力
ら
が

異
常
事
態
に
よ
る
危
険
か
は
具
体
的
個
別
的
に
判
断
す
る
。

3

本
件
事
件
現
場
付
近
は
通
常
の
交
通
に
お
い
て
は
自
動
車
の
路
外

逸
脱
を
予
想
し
得
ず
、
ま
し
て
や
崖
下
へ
の
転
落
は
異
常
な
事
態
に

よ
る
も
の
で
あ
る
。

4

一
審
原
告
は
前
方
へ
の
注
視
を
欠
い
た
状
態
で
運
転
す
る
と
い
う

異
常
な
行
動
を
と
っ
て
お
り
、
か
か
る
異
常
事
態
に
よ
る
危
険
は
通

常
生
ず
る
こ
と
を
予
想
し
え
な
い
。

5

視
線
誘
導
の
効
果
を
理
由
に
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
の
設
備
を
云
々
す
る

こ
と
は
当
を
え
な
い
。

(最
高
裁
判
決
要
旨
)

原
判
決
に
所
論
の
違
法
は
な
く
、
論
旨
は
採
用
で
き
な
い
。



1

道
路
の
設
置
又
は
管
理
の
瑕
疵
と
は
、
当
該
道
路
が
道
路
と
し
て

通
常
有
す
べ
き
安
全
性
を
欠
い
て
い
る
こ
と
を
い
う
。
本
件
は
以
下

の
点
で
設
置
又
は
管
理
に
瑕
疵
が
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
。

2

幅
員
六
m
で
交
通
量
が
さ
ほ
ど
多
く
は
な
い
道
路
な
の
で
転
落
の

可
能
性
は
通
常
考
え
ら
れ
な
い
。
ま
た
強
風
下
で
あ
れ
ば
通
行
者
は

そ
れ
な
り
に
一
層
の
注
意
を
す
べ
き
で
あ
る
。

3

本
件
程
度
の
危
険
性
は
田
園
や
山
地
の
道
路
に
つ
い
て
は
随
所
に

見
ら
れ
る
。

(最
高
裁
判
決
要
旨
)

原
判
決
に
所
論
の
違
法
は
な
く
諭
旨
は
採
用
で
き
な
い
。

(地
裁
判
決
要
旨
)

道
路
は
、
あ
る
程
度
ま
で
運
転
未
熟
な
者
や
多
少
不
注
意
な
運
転
を

す
る
者
に
と
っ
て
も
安
全
が
確
保
さ
れ
て
い
る
べ
き
で
、
本
件
道
路
は

工
事
途
上
で
あ
っ
た
と
は
い
え
当
時
幅
員
が
水
路
部
分

(橋
梁
)
の
み

急
激
に
減
少
し
て
あ
た
か
も
道
路
の
途
中
ま
で
水
路
が
入
り
込
ん
だ
形

と
な
っ
て
道
路
交
通
の
安
全
上
重
大
な
欠
陥
を
有
し
て
い
た
。
道
路
管

理
者
は
、
割
用
水
の
土
手
に
沿
っ
て
デ
リ
ネ
ー
タ
ー
を
連
続
し
て
設
置

し
、
未
舗
装
部
分
の
向
こ
う
側
に
異
常
が
あ
る
こ
と
を
表
示
す
べ
き
で

あ
っ
た
。

(高
裁
判
決
要
旨
)

原
審
に
同
じ
。

福
岡
地
裁
大
牟
田
支
部

昭
和
56
年
9
月
芻
日

有
貴

過
失
相
殺
五
割

福
岡
高
裁

昭
和
58
年
8
月
器
日

本
件
道
路
と
交
差
し
て
い
る
用
水
路
に
飲
酒
運
転
の
単
車

が
転
落
し
た
。

⑳
-““
‘姪
三軌
真
一饑
“
1
1
-
1
1
“
“
“
““

一
名
負
傷

県
道

有
責

過
失
相
殺
四
割

浦
和
地
裁

昭
和
59
年
2
月
6
日

(確
定
)

二
歳
の
幼
児
が
、
市
道
沿
い
に
あ
る
用
水
路
に
ガ
ー
ド
レ

ー
ル
の
切
れ
目
か
ら
転
落
し
た
。

⑪
-“
“
1

に
比
熱
真
一越
谷
市
道
幼
児
水
路
転
落
事
件

一
名
死
亡

市
道

1

宅
地
化
に
よ
り
八
の
通
行
が
増
加
し
つ
つ
あ
る
道
路
に
沿
っ
て
水

深
一
m

(小
さ
い
子
供
が
落
ち
れ
ば
自
力
で
脱
出
で
き
ず
死
の
危
険

が
あ
る
)
程
度
の
用
水
路
の
あ
る
場
所
に
お
い
て
は
、
当
該
用
水
路

と
の
境
に
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
を
設
置
し
た
だ
け
で
は
転
落
事
故
の
発
生

を
防
止
し
ぇ
ず
、
当
該
道
路
の
管
理
に
瑕
疵
が
あ
る
も
の
と
認
め
ざ

る
を
得
な
い
。

2

原
告
で
あ
る
両
親
に
は
親
権
者
と
し
て
子
供
を
十
分
監
護
養
育
す

べ
き
義
務
が
あ
り
、
こ
の
注
意
義
務
を
怠
っ
た
重
大
な
過
失
が
あ
り
、

四
割
を
過
失
相
殺
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。

認
め
ら
れ
ず
、
通
常
の
歩
行
者
に
と
っ
て
は
側
溝
へ
の
転
落
の
危
険

は
な
い
。

2

冠
水
に
つ
い
て
は
、
大
人
の
手
の
甲
ま
で
位
で
あ
り
児
童
が
流
さ

れ
る
ほ
ど
で
は
な
く
、
ま
た
、
側
溝
の
存
在
は
日
頃
通
学
で
よ
く
認

識
し
て
い
て
冠
水
で
境
界
が
不
明
と
な
っ
て
転
落
し
た
と
も
断
定
し

得
ず
、
右
冠
水
と
児
童
の
転
落
を
直
ち
に
結
び
つ
け
る
こ
と
は
で
き

を
いい
。

(高
裁
判
決
要
旨
)

地
方
判
決
と
同
旨
。

道行セ 97.4 53

1

本
件
事
故
現
場
は
一
般
公
衆
の
利
用
に
供
さ
れ
る
バ
ス
停
の
真
前

で
あ
り
右
地
点
を
通
過
す
る
歩
行
者
や
バ
ス
乗
降
客
の
中
に
は
足
も

と
の
お
ぼ
つ
か
な
い
幼
児
や
児
童
を
は
じ
め
、
老
人
、
障
害
者
等
庇

護
を
必
要
と
す
る
者
も
含
ま
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
当
然
予
想

さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
被
告
は
管
理
者
と
し
て
こ
れ
ら
の
者
の
崖

か
ら
の
転
落
を
防
止
す
る
た
め
直
ち
に
右
フ
ェ
ン
ス
の
破
損
を
修
理

す
る
か
、
少
な
く
と
も
右
フ
ェ
ン
ス
の
両
端
に
右
危
険
状
態
を
警
告

す
る
標
識
を
と
り
あ
え
ず
設
置
す
る
等
の
応
急
措
置
を
と
る
べ
き
で

あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
措
置
を
と
る
こ
と
な
く
放
置

し
て
い
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
被
告
の
右
フ
ェ
ン
ス
に
対
す
る
管
理

に
は
瑕
疵
が
あ
っ
た
。

2

被
害
者
の
母
親
に
は
、
監
督
義
務
者
と
し
て
の
注
意
を
払
う
べ
き

で
あ
り
、
六
割
を
過
失
相
殺
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。

有
貴

過
失
相
殺
六
割

福
岡
地
裁
小
倉
支
部

昭
和
59
年
11
月
28
日

(確
定
)

幼
児
が
防
護
柵

(フ
ェ
ン
ス
)
の
破
損
個
所
か
ら
逸
脱
し
、

約
二
m
下
の
町
道
に
転
落
し
て
負
傷
し
た
。

⑭
T

七
二
九
九
頁
｢縮
騨

“
“
“
“
'
“
“
‘

一
名
負
傷

県
道

無
堂
貝

名
古
屋
地
裁

昭
和
56
年
11
年
20
日

鉦
堕
貝

名
古
屋
高
裁

昭
和
59
年
9
月
第
日

(確
定
)

小
学
生
が
下
校
途
中
、
道
路
わ
き
の
側
溝
に
転
落
し
、
溺

死
し
た
。

⑳
-鷆麟比三等
仇真
一難儀1““1““““““

一
名
死
亡

市
道

1

本
件
道
路
は
そ
の
位
置
･
形
状
か
ら
、
用
水
路
と
の
境
を
肉
眼
で

は
識
別
し
に
く
い
状
態
に
あ
り
訴
外
A
に
は
飲
酒
運
転
を
行
っ
た
等

の
重
大
な
過
失
が
あ
る
が
、
本
件
町
道
橋
及
び
用
悪
水
路
は
当
然
具

備
す
べ
き
照
明
設
備
、
転
落
防
止
設
備
を
欠
い
た
点
で
設
置
及
び
管

理
に
つ
き
瑕
疵
の
あ
る
営
造
物
で
あ
る
。

2

日
本
道
路
公
団
は
、
高
速
道
路
建
設
工
事
の
附
帯
工
事
と
し
て
本

件
町
道
を
建
設
し
た
の
で
あ
る
が
、
同
公
団
は
本
件
町
道
に
つ
い
て

単
な
る
施
工
者
に
過
ぎ
な
い
か
ら
国
賠
法
上
の
責
任
主
体
と
は
な
ら

有
責

過
失
相
殺
八
割

浦
和
地
裁

昭
和
59
年
4
月
幻
日

(確
定
)

町
道
を
自
転
車
で
走
行
中
、
常
磐
自
動
車
道
の
高
架
下
の

用
水
路
に
町
道
か
ら
転
落
し
た
。

⑫
-““
‘に訛軌貫
一灘
輯働‘“‘架
‘“““

一
名
死
亡

町
道

有
貴

過
失
相
殺
四
割

新
潟
地
裁
村
上
支
部

昭
和
60
年
3
月
29
日

(確
定
)

幼
児
が
河
川
護
岸
に
接
し
て
い
る
市
道
の
防
護
柵
の
な
い

所
か
ら
三
輪
車
で
河
川
に
転
落
し
た
。

⑮
-“●“桶牝仇真
一鮒泄槌
““““‘‘““

一
名
死
亡

市
道



通
行
者
が
河
川
へ
転
落
す
る
危
険
性
が
大
で
あ
っ
た
本
件
市
道
を

管
理
す
る
被
告
市
は
、
右
危
険
の
発
生
を
未
然
に
防
止
す
る
た
め
に

歩
行
者
等
が
本
件
市
道
か
ら
転
落
す
る
の
を
防
止
す
る
に
足
り
る
ガ

ー
ド
レ
ー
ル
等
の
防
護
施
設
の
設
置
等
安
全
措
置
を
講
じ
て
お
く
義

務
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
道
路
と
し
て
一
般
の
利
用
に
供
し
て
い
る
以

上
、
幼
児
等
危
険
に
対
し
て
十
分
な
判
断
能
力
を
具
備
し
な
い
者
や

不
注
意
な
者
が
本
件
市
道
を
利
用
し
、
そ
の
際
不
注
意
に
よ
っ
て
河

川
へ
転
落
す
る
危
険
性
が
あ
る
こ
と
を
当
然
予
想
す
べ
き
で
あ
っ
て

本
件
に
お
い
て
被
害
者
が
三
輪
車
に
乗
っ
て
本
件
市
道
を
通
行
し
た

こ
と
を
も
っ
て
通
常
予
想
し
得
な
い
態
様
で
本
件
市
道
を
利
用
し
た

も
の
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

港
湾
管
理
者
の
管
理
権
は
、
本
件
市
道
及
び
そ
の
法
面
ま
で
は
及

ば
な
い
。
本
件
市
道
を
通
行
す
る
者
が
誤
っ
て
河
川
に
転
落
す
る
危

険
性
は
本
件
護
岸
が
有
す
る
危
険
性
で
は
な
い
か
ら
、
被
告
県
に
は

ガ
ー
ド
レ
ー
ル
を
設
置
す
る
責
任
は
な
い
。

親
に
は
被
害
者
を
監
督
す
る
義
務
が
あ
り
、
四
割
を
過
失
相
殺
す

る
の
が
相
当
で
あ
る
。

有
責

過
失
相
殺
八
割

神
戸
地
裁
伊
丹
支
部

昭
和
60
年
5
月
22
日

(確
定
)

市
道
を
自
転
車
で
走
行
中
、
防
護
柵
の
な
い
無
蓋
側
溝
に

自
転
車
が
転
落
し
た
。

⑳
T

圭
二四
七
頁
一讐

1
“
“
“
“
“
“
“
“

一
名
死
亡

市
道

1

本
件
事
故
現
場
付
近
を
進
行
す
る
者
に
と
っ
て
、

件
7

は
そ

の
存
在
を
気
付
か
せ
る
に
足
り
る
も
の
と
言
え
ず
、
特
に
防
護
柵
が

存
し
な
い
場
合
に
は
、
夜
間
、
無
蓋
部
分
の
水
路
に
近
接
し
た
位
置

に
来
な
い
と
そ
れ
の
存
在
に
気
付
か
ず
、
そ
の
ま
ま
進
行
し
て
こ
れ

に
転
落
す
る
危
険
性
の
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

2

本
件
事
故
現
場
付
近
に
は
、
街
路
灯
は
存
在
し
て
い
る
が
、
そ
の

所
在
位
置
及
び
距
離
か
ら
み
て
、
右
街
路
灯
の
み
で
は
本
件
水
路
の

よ
う
な
形
状
位
置
関
係
に
伴
う
危
険
性
を
一
般
通
行
者
に
確
知
せ
し

め
る
に
足
り
る
照
明
設
備
と
し
て
は
不
十
分
な
も
の
で
あ
っ
た
。

3

本
件
水
路
は
当
時
水
量
は
少
な
か
っ
た
か
ら
一
般
的
に
溺
死
の
危

険
性
は
な
か
っ
た
が
、
側
壁
及
び
底
部
が
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
の
も
の

で
あ
る
た
め
、
水
路
に
転
落
す
る
と
右
コ
ン
ク
リ
ー
ト
部
分
に
身
体

が
当
り
死
傷
に
至
る
危
険
性
が
あ
っ
た
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
得
ず
、

本
件
事
故
当
時
、
現
場
付
近
の
道
路
は
通
常
の
安
全
性
を
備
え
て
い

な
か
っ
た
。

4

被
害
者
は
当
時
飲
酒
酩
酊
し
た
う
え
自
転
車
を
運
転
し
て
い
た
重

大
な
過
失
が
あ
っ
た
か
ら
八
割
を
減
ず
る
の
が
相
当
で
あ
る
。

無
貴

大
阪
地
裁
堺
支
部

平
成
2
年
3
月
28
日

(確
定
)

自
転
車
で
本
件
道
路
を
走
行
中
、
不
注
意
に
よ
り
防
護
柵

の
な
い
部
分
か
ら
本
件
道
路
と
交
差
す
る
川
に
転
落
し
た
。

⑳
甘
巻
七
六
六
九
頁
-貝
塚
市
道
自
転
車
転
落
事
件

一
名
死
亡

市
道

フ
ェ
ン
ス
を
接
続
し
て
設
置
し
て
い
れ
ば
ジ
ョ
イ
ン
ト
金
具
は
む
き

出
し
に
な
ら
な
い
し
、
ま
た
、
こ
れ
を
撤
去
す
る
等
の
措
置
を
講
じ
て

お
れ
ば
、
あ
る
い
は
本
件
事
故
が
生
ぜ
ず
、
更
に
は
死
亡
事
故
に
至
ら

な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
ほ
い
ぃ
得
る
と
し
て
も
、
本
件
の
よ
う
に
無

謀
運
転
を
す
る
も
の
が
あ
る
こ
と
ま
で
も
予
想
し
て
右
フ
ェ
ン
ス
を
接

続
し
、
若
し
く
は
金
具
を
取
り
除
く
等
の
措
置
を
採
る
べ
き
で
あ
っ
た

と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
構
造
、
用
法
、
場
所
的
環
境
、
利
用

状
況
等
諸
般
の
事
情
に
照
ら
し
て
考
え
て
も
市
道
が
営
造
物
と
し
て
本

来
具
備
す
べ
き
安
全
性
に
欠
け
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
す
る
こ
と
は
で
き

無
責

浦
和
地
裁
川
越
支
部

平
成
2
年
3
月
8
日

(確
定
)

原
付
が
下
り
坂
の
カ
ー
ブ
を
曲
が
り
切
れ
ず
、
ガ
ー
ド
フ

ェ
ン
ス
支
柱
に
衝
突
し
た
。

⑰
一12巻
七
六五
九頁
“臥瀞
妬
轆
鰯
,ド
,
‘,
““

一
名
死
亡

市
道

う
な
粗
雑
な
運
転
を
し
て
い
た
と
し
て
も
路

に
流

し
て
川

へ
の

転
落
と
い
う
本
件
の
よ
う
な
事
故
が
予
想
さ
れ
る
よ
う
な
場
所
で
は
な

か
っ
た
も
の
と
推
認
さ
れ
る
。

通
常
予
想
し
得
な
い
よ
う
な
不
測
の
事
態
に
つ
い
て
の
対
応
が
欠
け

て
い
て
も
そ
の
こ
と
を
も
っ
て
道
路
が
備
え
る
べ
き
安
全
性
を
欠
く
と

い
う
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
、
防
讓
杆
筆
の
麦
肯
が
設
置
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
こ
と
を
も
っ
て
道
路
の
設
置
又
は
管
理
に
瑕
疵
が
あ
る
と
は
い

一
い
難
い
。

-

有
責

過
失
相
殺
な
し

鹿
児
島
地
裁

昭
和
53
年
4
月
21
日

有
責

過
失
相
殺
な
し

福
岡
高
裁
宮
崎
支
部

昭
和
60
年
10
月
30
日

無
責

最
高
裁

平
成
2
年
11
月
8
日

対
向
車
線
の
側
溝
に
落
輪
、
衝
撃
で
鉄
道
の
軌
道
上
に
転

落
し
、
折
り
か
ら
走
行
し
て
き
た
急
行
列
車
と
衝
突
し
た
。

⑳
"“●
“
二
訛
軌
真
一饑
“‘
。““‐“
“
1
1
““

二
名
死
亡

県
道

(地
裁
判
決
要
旨
)

交
通
量
の
多
い
県
道

道
ま
で
が
急
斜
面
と
な

極
め
て
悪
い
状
況
で
は

を
引
き
起
こ
す
お
そ
れ

て
は
自
動
車
の
転
落

置
す
る
義
務
が
あ
る

事
故
車
両
は
側
･

で
走
行
し
た
と
こ
ろ

至
っ
た
も
の
で
あ
る

上
要
求
さ
れ
る
転

緑
石
が
崩
壊
し
,

件
の
よ
う
な
地
形
の
状
況
に
お
い
て
は
、
道
路

上
予
測
し
得
る
違
反
行
為
や
不
適
当
な
運
転
行

対
応
し
得
る
だ
け
の
安
全
措
置
を
講
じ
て
お
く

車
両
の
運
転
者
の
運
転
行
為
は
道
路
管
理
者
と

程
の
異
常
な
も
の
と
は
い
え
ず
、
緑
石
の
崩
壊

も
の
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。

(高
裁
判
決
要
旨
)

本
件
事
故
現
場
付
近
の
県
道
に
設
置
さ
れ
て

現
場
付
近
の
地
理
的
状
況
及
び
道

の
利
用
濫
,

力
ら

〉
さ

る
車
両
等
の
路
外
へ
の
転
落
防
止
の
た
め
の
防
護
施
設
と
し
て
は
不

十
分
な
も
の
で
あ
り
、
転
落
防
護
施
設
を
増
強
す
る
等
の
措
置
を
講

じ
な
い
ま
ま
で
こ
れ
を
利
用
さ
せ
て
き
た
県
の
道
路
管
理
に
は
瑕
疵

が
あ
っ
た
。

2

本
件
の
よ
う
な
道
路
と
鉄
道
が
併
進
し
て
い
る
地
形
状
況
及
び
道

路
交
通
環
境
が
変
動
し
つ
つ
あ
っ
た
状
況
下
に
あ
っ
て
は
、
道
路
管

理
者
は
、
車
両
運
転
者
が
通
常
予
測
し
得
る
範
囲
の
違
反
行
為
や
不



適
切
･
粗
暴
な
運
転
行
為
に
対
し
て
も
そ
の
交
通
状
況
を
考
慮
し
て
、

そ
れ
に
よ
る
通
常
の
衝
撃
に
な
お
対
応
し
得
る
だ
け
の
余
裕
を
も
っ

て
車
両
等
の
交
通
の
安
全
を
確
保
し
て
お
く
義
務
が
あ
る
。

(最
高
裁
判
決
要
旨
)

(破
棄
目
判
)

1

営
造
物
の
設
置
ま
た
は
管
理
の
通
常
有
す
べ
き
安
全
性
は
、
営
造

物
の
設
置
管
理
者
に
お
い
て
通
常
予
測
す
る
こ
と
の
で
き
る
用
法
を

前
提
と
し
て
定
め
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
こ
の
趣
旨
に
お
け
る
安
全
性

に
欠
け
る
と
こ
ろ
が
な
い
場
合
に
は
、
営
造
物
の
通
常
の
用
法
に
即

し
な
い
行
動
の
結
果
事
故
が
生
じ
た
と
し
て
も
、
右
事
故
が
営
造
物

の
設
置
ま
た
は
管
理
の
瑕
疵
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で

き
な
い
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。

2

本
件
事
故
に
お
い
て
ダ
ン
プ
運
転
者
の
と
っ
た
措
置
は
極
め
て
異

常
か
つ
無
謀
な
運
転
行
為
で
あ
っ
て
県
道
管
理
者
に
お
い
て
通
常
予

測
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
行
動
で
あ
り
、
本
件
事
故
は
こ
の
行
動
に

起
因
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
o

3

し
て
み
る
と
、
本
件
県
道
の
管
理
に
つ
き
上
告
人
に
瑕
疵
が
あ
る

と
し
た
原
審
の
判
断
は
、
国
家
賠
償
法
二
条
一
項
の
解
釈
適
用
を
誤

っ
た
違
法
が
あ
る
。

(地
裁
判
決
要
旨
)

1

原
告
が
、
本
件
側
道
橋
と
井
内
川
橋
と
の
構
造
、
特
に
本
件
防
護

柵
と
取
り
合
い
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
と
を
認
識
可
能
と
な
っ
た
約
二
0
m

手
前
か
ら
本
件
防
護
柵
と
取
り
合
い
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
の
隙
間
に
い
た

る
ま
で
の
間
に
数
台
の
車
両
の
通
過
が
あ
っ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
、

通
過
車
両
の
照
明
に
よ
っ
て
本
件
側
道
橋
と
井
内
川
橋
と
の
存
在
を

認
識
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
得
ず
、
井
内
川
橋

へ
の
転
落
は
、
専
ら
原
告
の
不
注
意
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

2

取
り
合
い
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
と
本
件
標
識
と
の
間
の
三
七
釦
し
か
な

い
狭
い
隙
間
を
こ
と
さ
ら
通
行
す
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
通
常
有

す
べ
き
安
全
性
を
具
備
し
て
い
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
通
常

と
異
な
る
使
用
を
考
慮
し
、
そ
の
安
全
性
ま
で
も
具
備
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
も
の
で
は
な
い
。

3

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
故
の
発
生
は
、
国
に
と
っ
て
予
測
可
能
性

が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
、
道
路
の
設
置
･
管
理
に
瑕
疵
は

な
か
っ
た
。

(高
裁
判
決
要
旨
)

地
裁
と
同
旨
。

無
責

福
岡
地
裁

平
成
6
年
11
月
29
日

無
責

福
岡
高
裁

平
成
8
年
10
月
21
日

(確
定
)

無
責

福
岡
地
裁

平
成
6
年
11
月
29
日

無
責

福
岡
高
裁

平
成
8
年
10
月
21
日

(確
定
)

転
把
を
し
た
形
跡
が
見
あ
た
ら
ず
、
ギ
ア
も
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
の
状
態

に
あ
り
、
本
件
は
通
常
で
は
予
想
で
き
な
い
異
常
な
走
行
又
は
異
常

な
原
因
に
よ
っ
て
発
生
し
た
も
の
と
い
う
外
は
な
く
、
道
路
標
識
の

不
存
在
に
よ
っ
て
本
件
事
故
が
生
じ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
そ
の
証
明

が
な
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

2

本
件
事
故
現
場
は

｢防
護
柵
設
置
要
綱
｣
の

｢路
側
が
な
く
危
険

な
区
間
｣
に
該
当
す
る
こ
と
は
被
控
訴
人
も
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る

が
、
右
区
間
に
該
当
す
る
箇
所
で
あ
っ
て
も
、
例
外
な
く
防
護
柵
を

設
置
す
る
こ
と
が
法
的
に
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、

そ
の
具
体
的
な
必
要
性
に
応
じ
て
設
置
す
れ
ば
足
り
る
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
る
。

3

本
件
乗
用
車
の
転
落
の
態
様
が
不
明
で
あ
る
以
上
、
道
路
の
設
置

管
理
の
瑕
疵
と
本
件
事
故
の
因
果
関
係
を
肯
定
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。

本
件
道
路
に
お
い
て
子
供
が
日
常
遊
ん
で
い
た
状
況
は
な
く
、
殊
に

幼
児

(三
歳
)
が
付
添
人
な
く
し
て
自
転
車
遊
び
を
す
る
こ
と
は
通
常

予
想
し
難
い
も
の
で
あ
り
、
付
添
者
が
些
少
の
注
意
を
も
っ
て
被
害
者

の
監
護
に
意
を
用
い
て
い
れ
ば
本
件
事
故
を
容
易
に
防
止
す
る
こ
と
が

で
き
た
か
ら
、
本
件
転
落
箇
所
に
防
護
柵
が
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
を

も
っ
て
道
路
の
管
理
に
瑕
疵
が
あ
っ
た
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。

無
責

津
地
裁

平
成
6
年
12
月
27
日

自
転
車
で
遊
ん
で
い
た
幼
児
が
防
護
柵
の
な
い
箇
所
か
ら

側
溝
に
転
落
し
た
。

⑱
-鬆
七九賣

覊
掲

“1“饅

‘
一
名
負
傷

町
道

無
責

名
古
屋
地
裁

平
成
5
年
5
月
10
日

無
責

名
古
屋
高
裁

平
成
6
年
11
月
29
日

(確
定
)

自
動
車
が
走
行
中
、
カ
ー
ブ
内
側
へ
逸
脱
し
、
道
路
下
の

ダ
ム
湖
に
転
落
し
た
。

⑫
T

七
八
-旦

濶

“
-‘
“
“
“
“
“
1

一名
死
亡

補
助
国
道

②

判
例
の
検
討

以
上
の
事
件
に
つ
い
て
事
故
の
形
態
を
以
下
の
四
分
類

に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
有
責
･
無
責
別
に
検
討
し
て
み
ま
し

た
。D

防
護
柵
が
不
完
全
な
も
の
･･･!
･有
責
①
⑦
⑪
⑪
⑭

鉦
聖
貝
⑲
⑳
⑳
⑪

歩
行
者
が
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
の
外
側
を
歩
道
と
見
誤
り
直
進

し
、
川
に
転
落
し
た
。

⑪
一露
巻
七
九
=
ハ頁
-霧

.
‘
=
'
“
“
‘
“
“

一
名
負
傷

直
轄
国
道

事
故
当
時
、
本
件
事
故
現
場
付
近
の
道
路
標
識
、
表
示
等
は
、
法
令

に
適
合
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
、
夜
間
に
お
い
て
も
、
自
動
車
運
転

者
と
し
て
通
常
払
う
べ
き
注
意
を
も
っ
て
す
れ
ば
、
標
識
、
表
示
等
の

認
識
は
可
能
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
速
度
の
出
し
過
ぎ
な
い
し
無
謀
運
転

な
ど
を
し
な
け
れ
ば
安
全
に
右
折
し
う
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
し
た

が
っ
て
、
本
件
事
故
現
場
付
近
の
道
路
の
標
識
、
表
示
等
が
不
十
分
で

落
ち
度
が
あ
っ
た
事
実
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

鉦
堂
貝

盛
岡
地
裁
一
関
支
部

平
成
6
年
6
月
八
日

(確
定
)

ト
ラ
ッ
ク
が
カ
ー
ブ
を
曲
が
り
き
れ
ず
、
ガ
ー
ド
レ
ー
ル

に
衝
突
し
た
う
え
、
用
水
路
に
転
落
し
た
。

⑩
T

七
九
o
七頁
一叢
鬘

“
ぶ

ん
熨

一
名
死
亡

県
道



の

防
護
柵
の
強
度
が
問
題
と
な
っ
た
も
の
ー
!

有
責
②
⑮
⑲

　
　
　　
　
　
　
　

の

防
護
柵
が
な
か
っ
た
も
の
!
!
有
責
③
④
⑤
⑥
⑨

⑱
⑳
⑳
⑫
⑮

⑳

　
　
　
　
　
　
　
　

⑳
⑰
⑳
⑳
⑳

⑳
⑫
⑱

の

目
的
外
利
用
ー
!有
責

無
責
⑫
⑫
(重
複
)

⑳

D
の

｢防
護
柵
が
不
完
全
な
も
の
｣
と
は
ガ
ー
ド
レ
ー

ル
や
ガ
ー
ド
ロ
ー
プ
が
設
置
さ
れ
て
は
い
た
が
、
完
全
に

通
行
を
遮
断
で
き
る
状
態
に
な
っ
て
い
な
か
っ
た
も
の
や
、

ガ
ー
ド
レ
ー
ル
に
隙
間
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
転
落
し
た
よ

う
な
事
故
形
態
で
す
。

有
責
と
さ
れ
た
五
件
を
見
て
み
る
と
、
隙
間
に
つ
い
て

は
、
｢と
こ
ろ
ど
こ
ろ
切
れ
目
の
あ
る
も
の
｣
、
｢
一
･六
m

の
隙
間
｣
に
つ
い
て
は
｢転
落
の
危
険
性
を
予
測
で
き
た
。｣

と
の
理
由
で
瑕
疵
を
認
め
、
設
置
が
不
全
な
ガ
ー
ド
レ
ー

ル
は
接
触
の
危
険
性
が
予
測
さ
れ
る
と
の
理
由
で
瑕
疵
が

認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

一
方
、
鉦
坐
貝
に
な
っ
た
四
件
に
つ
い
て
は
、
被
害
者
の

一
方
的
な
過
失
に
よ
る
も
の
及
び
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
の
隙
間

に
つ
い
て
は
、
二
九
皿
と
三
七
伽
で
瑕
疵
な
し
と
さ
れ
て

い
ま
す
。

め
の
防
護
柵
の
強
度
が
問
題
と
な
っ
た
も
の
と
は
、
ガ

か
否
か
に
よ
る
瑕
疵
の
判
断
を
示
し
て
い
る
判
例
は
少
な

-
ド
レ
ー
ル
に
激
突
･
破
壊
し
転
落
し
た
よ
う
な
事
故
形

い
で
す
が
、
⑯
の
控
訴
審
判
決
で
は
、
｢基
準
に
該
当
す
る

態
で
す
。

場
所
に
設
置
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
の
み
か
ら
瑕
疵
に
な
る

有
責
と
さ
れ
た
三
件
に
つ
い
て
は
、
②
及
び
⑲
の
事
件

と
は
い
え
な
い
。｣と
判
断
し
、
一
方
、
⑳
の
事
件
の
第
一

は
強
度
と
い
う
よ
り
エ
ン
ド
ポ
ス
ト
等
の
発
見
の
し
に
く

審
で
は

｢基
準
に
該
当
し
な
い
箇
所
で
も
、
設
置
の
必
要

さ
に
瑕
疵
が
あ
る
と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
ま
す
。
⑮
の

が
な
い
と
ま
で
指
示
し
て
い
る
も
の
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。｣

事
件
は
登
山
者
が
手
を
か
け
た
だ
け
で
切
損
し
て
い
ま
す

Iノ
と
判
断
し
て
お
り
、
裁
判
所
は
行
政
の
基
準
ど
お
り
に
設

の
で
明
ら
か
に
強
度
に
瑕
疵
が
あ
っ
た
事
件
で
し
ょ
う
。

置
さ
れ
て
い
る
か
否
か
で
判
断
す
る
の
で
は
な
く
、
あ
く

一
方
、
無
責
に
な
っ
た
も
の
で
は

｢原
告
の
主
張
す
る

ま
で
も
事
故
に
お
け
る
道
路
の
状
況
と
運
転
者
の
過
失
を

事
実
関
係
が
認
め
ら
れ
な
い
も
の
｣、
｢被
害
者
の
無
謀
達

総
合
考
慮
し
て
判
断
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

転
に
よ
る
も
の
｣
等
で
あ
り
、
運
転
者
の
過
失
の
内
容
が

の
の
目
的
外
利
用
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
も
道
路
管
理

重
要
な
判
断
要
素
と
な
っ
て
い
ま
す
。

者
が
そ
の
よ
う
な
利
用
を
予
想
で
き
る
も
の
で
は
な
い
と

め
の
防
護
柵
が
設
置
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
事
件
が
、
例

し
て
瑕
疵
を
否
定
し
て
い
ま
す
が
、
そ
の
有
名
な
最
高
裁

も
多
く
問
題
に
な
る
と
思
い
ま
す
が
、
有
責
が
一
一
件
、

判
例
と
し
て
⑫
の
事
件
が
よ
く
引
用
さ
れ
ま
す
の
で
一
読

無
責
が
一
三
件
あ
り
ま
す
。

を
お
す
す
め
し
ま
す
。

大
き
く
傾
向
を
見
て
み
ま
す
と
、
有
責
と
さ
れ
た
も
の

の
理
由
は

｢周
囲
の
状
況
か
ら
防
護
柵
が
設
置
さ
れ
て
い

以
上
が
防
護
柵

(ガ
ー
ド
レ
ー
ル
)
に
関
す
る
判
例
の

れ
ば
、
転
落
は
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
た
｣、
｢防
護
柵
が

紹
介
で
す
。
来
月
は
③
の
路
上
障
害
物
に
関
す
る
事
件
を

設
置
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
道
路
と
し
て
通
常
有
す
べ
き

紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

安
全
性
を
欠
い
て
い
る
｣
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
一
方
、

(道
路
局
道
路
交
通
管
理
課
訟
務
係
長
)

無
責
と
さ
れ
た
理
由
に
つ
い
て
は

｢当
該
箇
所
に
は
防
護

柵
が
設
置
さ
れ
て
い
な
い
が
、
被
害
者
の
行
動
は
異
常
と

も
い
え
る
行
動
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
異
常
行
動
を
念
頭

に
お
い
て
ま
で
施
設
を
設
置
す
べ
き
義
務
は
道
路
管
理
者

に
は
な
い
｣
と
い
う
も
の
が
多
く
な

っ
て
い
ま
す
。

な
お
、
｢防
護
柵
設
置
基
準
｣
に
基
づ
い
て
設
置
さ
れ
た



茨城県土木部道路維持課

一
は
じ
め
に

本
県
は
、
関
東
地
方
の
東
北
部
に
あ
り
、
東
は
延

長
一
八
〇
如
に
及
ぶ
海
岸
線
か
ら
太
平
洋
に
臨
み
、

北
は
福
島
県
、
西
は
栃
木
県
、
南
は
利
根
川
を
境
に
、

千
葉
、
埼
玉
両
県
に
接
し
て
い
る
。
県
庁
所
在
地
水

戸
市
は
、
首
都
東
京
か
ら
一
〇
〇
蝿
の
距
離
に
位
置

し
て
い
る
。

総
面
積
は
六
、
0
九
三
艦
で
、
四
七
都
道
府
県
中

第
二
四
位
の
広
さ
で
あ
る
が
、
関
東
平
野
に
含
ま
れ

る
県
中
央
部
地
域

(県
庁
所
在
地
水
戸
市
が
あ

る
。)、
鹿
行
地
域

(J
リ
ー
グ
で
有
名
な
鹿
島
ア
ン

ト
ラ
ー
ズ
の
本
拠
地
が
あ
る
。)、
県
南
地
域

(筑
波

研
究
学
園
都
市
や
霞
ヶ
浦
が
あ
る
。)、
県
西
地
域
を

中
心
に
し
て
平
坦
地
が
多
く
可
住
地
面
積
は
三
、
八

一
ニ
ニ
蝋
で
全
国
四
位
と
な

っ
て
い
る
。

気
候
は
、
春
か
ら
夏
に
か
け
て
雨
が
多
く
冬
は
晴

天
が
続
く
太
平
洋
式
気
候
で
あ
る
。
ま
た
、
南
国
と

北
国
的
風
土
の
接
点
に
あ
る
た
め
、
ハ
マ
ナ
ス
、
ヒ

メ
ハ
ル
ゼ
ミ
な
ど
本
県
を
南
限
、
北
限
と
し
て
い
る

植
物
や
昆
虫
が
分
布
し
て
い
る
。

二

茨
城
県
の
道
路
の
現
況

平
成
七
年
四
月
一
日
現
在
に
お
け
る
本
県
の
道
路

網
は
、
高
速
自
動
車
国
道
二
路
線
一
三
九
如
、
一
般

国
道
一
七
路
線
一
、
0
九
四
如
、
主
要
地
方
道
六
九

路
線
一
、
五
九
五
如
、
一
般
県
道
三
五
〇
路
線
一
、

7

六
四
一
如
、
市
町
村
道
一
九
一
、
0
六
一
路
線
五
○
、
く

○
一
五
如
で
構
成
さ
れ
、
合
計
一
九
一
、
三
九
九
路

線
五
四
、
四
八
五
如
で
あ
り
、
こ
れ
は
北
海
道
に
次

い
で
全
国
第
二
位
と
な

っ
て
い
る
。

本
県
の
主
要
な
幹
線
道
路
網
と
し
て
は
、
縦
方
向

(南
北
)
に
常
磐
自
動
車
道
、
一
般
国
道
六
号
、
同

五
一
号
、
同
二
九
四
号
、
横
方
向

(東
西
)
に
一
般

国
道
五
〇
号
、
同
一
三
ニ
号
、
同
二
九
三
号
等
に
よ

り
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形
成
し
て
い
る
。

現
在
、
本
県
に
お
い
て
は
、
茨
城
県
長
期
総
合
計

画
、
第
虹
次
道
路
整
備
五
箇
年
計
画
に
基
づ
き
、
計

画
的
か
つ
着
実
に
道
路
整
備
を
進
め
て
い
る
(表
1
)。

三

肋
骨
道
路
の
整
備

人
間
の
心
臓
部
を
し
っ
か
り
ガ
ー
ド
す
る
三
一本

の
肋
骨
は
、
一
本
一
本
の
力
が
か
け
合
わ
さ
れ
る
こ

と
で
、
よ
り
強
い
力
を
発
揮
す
る
こ
と
と
な
る
が
、

こ
の
肋
骨
の
よ
う
に
、
本
県
県
北
地
域
を
横
断
す
る

幹
線
道
路
群
を

｢肋
骨
道
路
｣
と
称
し
て
い
る
。

県
北
内
陸
山
間
地
域
は
、
恵
ま
れ
た
自
然
の
中
で

昔
か
ら
培
わ
れ
た
連
帯
感
に
は
ぐ
く
ま
れ
た
地
域
社

会
を
形
成
し
て
い
る
が
、
就
業
機
会
が
少
な
い
こ
と

に
加
え
、
道
路
な
ど
の
生
活
環
境
施
設
の
整
備
の
立

ち
遅
れ
が
、
人
ロ
定
着
の
大
き
な
阻
害
要
因
と
な
っ

て
い
た
。

花貫大橋路面凍結防止
装置遠方監視システム



(平成 7年 4月 1日現在)表 1 茨城県内の道路の状況

道 路 種 別 路線数 実 延 長
(km)

改良済道路 舗装済道路 橋 梁 トンネル

延 長
(km)

率
(% )

延 長
(km)

率
(% ) 箇所数

延長
(km)

箇所数
延長
(kの

高 速 自 動 車 道 2 139 ,2 139 2 100 .0 139 .2 100 .0 391 14 .8 16 12 .8

国

道

一般国道(指定内) 4 318 .1 318 .1 100 .0 318 .1 100.0 188 13 ,7 1 0 .1

一般国道(指定外) 13 776 .O 727 ,7 93 .8 776.O 100 ･0 503 18 .3 5 1.6

一般国道計 17 1,094 1 1,045 .8 95 .6 1,094.1 100 .0 691 32 .l 6 1･7

県

道

主 要 地 方 道 69 1,595 .4 1,270 .7 79 .6 1,574 .7 98 .7 944 25.9 4 2.1

一 般 県 道 250 1,641 .3 1,022.2 62 ,3 1,581.O 96.3 759 15.5 1 0 ･l

県 道 計 319 3,236 .7 2 ,292 .8 70 .8 3 ,155 .7 97.5 1,703 41.4 5 2 .2

市町

村道

1 級 ･ 2 級 2 ,701 5 7 29 .3 3 ,623.6 63 2 5 r352 .8 93 .4 2,326 34 .O 3 0 .2

そ の 他 188,360 44 ,285,5 11,034 .7 24.9 22 ,167 ,2 50 .1 9 ,604 75 .6 8 1 .0

市町村合計 191,061 50 ,014.8 14 ,658 .2 29.3 27 ,520 ,O 55.O 11,930 109 .6 11 L 2

一般国県道市町村道計 191,397 54 ,345,6 17 ,996 ,9 33.l 31,769 .7 58 .5 14 ,324 183 ,O 22 5 .1

合 計 19上399 54 ,484.8 18 ,136 ,1 33.3 3上908 .9 58.6 14 ,715 197 ,8 38 17 .9
地
域
に
誘
導
し
、
広
域
生
活
圏
と
し
て
の
一
体
性
を

確
保
す
る
た
め
に
基
盤
と
な
る
幹
線
的
な
道
路
網
の

整
備
を
進
め
る
と
と
も
に
、
日
常
生
活
を
支
え
生
活

圏
の
福
祉
を
充
実
す
る
た
め
の
生
活
道
路
の
整
備
も

図
る
必
要
が
生
じ
て
き
た
。

こ
の
よ
う
に
県
北
地
域
全
域
の
発
展
の
基
礎
的
な

条
件
と
し
て
、
県
北
内
陸
山
間
部
と
県
北
臨
海
部
を

結
ぶ

｢肋
骨
道
路
｣
の
整
備
の
推
進
を
図
る
こ
と
が

急
務
と
な
っ
て
き
た
。

そ
こ
で
、
県
北
臨
海
部
と
県
北
内
陸
山
間
部
と
を

結
ぶ
道
路
群

(
一
般
国
道
六
号
ー
一
般
国
道
三
四
九

そ
こ
で
、
日
立
市
に
代
表
さ
れ
る
県
北
臨
海
部
の

発
展
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
県
北
内
陸
山
間
地
域
な
ど
周
辺

(注) 1 . 改良済道路は、 5.5m 以下を含んだ数値である。
2 . 自転車道を除いた数値である。
3 . 舗装済道路は、 簡易舗装を含んだ数値である。

- 4 . 単位未満を四捨五入しているため、 計で不突合の場合がある。

福 島 県

ジ
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図 1 肋骨道路一覧
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号
間

(五
ル
ー
ト
七
路
線
)
及
び
一
般
国
道
三
四
九

号
ー
一
般
国
道
三

八
号
間

(ニ
ル
!
ト
三
路
線
))

の
整
備
を
昭
和
五
二
年
度
か
ら
ス
タ
ー
ト
さ
せ
、
以

来
着
々
と
整
備
を
進
め
て
き
た

(図
1
)。

四

一般
国
道
四
六
一
号

一
般
国
道
四
六
一
号
は
、
国
際
的
な
観
光
都
市
で

あ
る
日
光
市
に
隣
接
す
る
内
陸
部
の
栃
木
県
今
市
市

を
起
点
と
し
て
大
田
原
市
、
茨
城
県
久
慈
郡
大
子
町
、

里
美
村
を
経
て
太
平
洋
臨
海
地
域
の
高
萩
市
に
至
る

実
延
長
一
五
一
如
の
幹
線
道
路
で
、
し
か
も
二
本
の

高
速
自
動
車
国
道
、
七
路
線
の
一
般
国
道
を
横
断
的

に
連
絡
す
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
非
常
に
重
要
な
道

路
で
あ
る
。

ま
た
、
北
関
東
の
八
溝
山
地
と
阿
武
隈
山
地
、
花

園
、
花
貫
の
各
県
立
公
園
を
連
絡
す
る
重
要
な
路
線

で
あ
り
、
か
つ
、
県
北
地
域
の
交
流
を
図
る
と
と
も

に
そ
の
発
展
を
促
す
こ
と
を
目
的
と
し
、
昭
和
五
二

年
か
ら
整
備
が
推
進
さ
れ
て
き
た

｢肋
骨
道
路
｣
の

一
路
線
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
き
た
。

五

中
戸
川
バ
イ
パ
ス

一
般
国
道
四
六
一
号
高
萩
市
中
戸
川
バ
イ
パ
ス

(延
長
約
四
虹
)
は
、
高
萩
市
中
心
市
街
地
か
ら
西

方
約
八
如
の
位
置
に
あ
る
。

旧
道
部
分
は
、
幅
員
が
狭
小
で
あ
り
、
花
貫
川
に

沿
っ
て
屈
曲
し
て
い
た
た
め
、
交
通
の
難
所
と
な
っ

て
い
た
。
ま
た
、
バ
ス
路
線
で
は
あ
る
が
、
す
れ
違

い
に
も
支
障
を
き
た
し
、
さ
ら
に
冬
期
に
は
、
積
雪

や
路
面
凍
結
を
生
じ
て
き
た
。

こ
の
た
め
、
本
バ
イ
パ
ス
の
整
備
に
よ
り
交
通
機

能
が
向
上
し
、
県
北
内
陸
山
間
部
と
県
北
臨
海
部
の

交
通
連
絡
網
の
強
化
に
よ
る
地
域
産
業
、
文
化
活
動

の
振
興
に
寄
与
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
た
。

こ
う
し
た
中
で
、
本
バ
イ
パ
ス
は
、
自
然
公
園
区

域
内

(第
二
･
第
三
種
特
別
地
域
)
を
通
過
す
る
た

め
、
キ
ャ
ン
プ
場
を
中
心
と
し
た
観
光
施
設
や
景
観

に
配
慮
し
て
平
成
九
年
二
月
に
供
用
開
始
と
な
っ
た
。

本
バ
イ
パ
ス
は
、
幅
員
一
0
･
o
m

(う
ち
車
道

幅
員
六
･
o
m
)
で
、
昭
和
五
八
年
四
月
か
ら
調
査

に
着
手
し
、
昭
和
六
三
年
度
か
ら
平
成
八
年
度
に
か

け
て
事
業
を
施
工
し
た
が
、
ト
ン
ネ
ル
ニ
カ
所
、
橋

梁
八
ヶ
所
の
構
造
物
を
含
ん
で
い
る

(図
2
)。

六

花
貫
大
橋

花
貫
大
橋
は
、
中
戸
川
バ
イ
パ
ス
の
中
で
も
っ
と

も
長
い
橋
梁
で
、
平
成
元
年
に
設
計
を
行
い
、
平
成

二
年
度
か
ら
六
年
度
に
か
け
て
整
備
完
了
し
た
。

橋
長
は
二
三
三
･
o
m
、
幅
員
は
一
二
･
七
五
m
、

構
造
形
式
は
、
上
部
工
に
関
し
て
は
、
P
C
五
径
間

連
続
二
室
箱
桁
橋
、
下
部
工
に
関
し
て
は
、
逆
T
型

橋
台
、
壁
式
橋
脚
と
な
っ
て
い
る

(写
真
1
)。
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き

写真 1 花貫大橋

七

花
貫
ト
ン
ネ
ル

花
貫
ト
ン
ネ
ル
は
、
中
戸
川
バ
イ
パ
ス
の
ほ
ぼ
中

間
に
建
設
さ
れ
る
二
カ
所
の
ト
ン
ネ
ル
で
あ
る
。
本

バ
イ
パ
ス
は
、
一
般
国
道
六
号
か
ら
一
般
国
道
三
四

九
号
と
の
間
で
未
整
備
と
な
っ
て
い
た
区
間
で
県
立

花
園
花
貫
自
然
公
園
の
第
二
･
三
種
特
別
区
域
を
通

過
す
る
た
め
、
昭
和
五
八
年
度
か
ら
道
路
機
能
･
環

境
保
全
の
両
面
か
ら
ル
ー
ト
の
検
討
が
行
わ
れ
て
き

た
が
、
花
貫
渓
谷
の
貴
重
植
物
や
自
然
環
境
の
保
全

を
図
る
た
め
、
ト
ン
ネ
ル
と
橋
梁
で
特
別
区
域
に
対

す
る
影
響
を
極
力
回
避
し
て
ル
ー
ト
が
定
め
ら
れ
た

(写
真
2

･
3
)。

八

花
貫
大
橋
路
面
凍
結
防
止
装
置
遠
方

監
視
シ
ス
テ
ム

中
戸
川
バ
イ
パ
ス
は
、
県
立
花
貫
自
然
公
園
区
域

内
に
あ
り
、
キ
ャ
ン
プ
場
も
あ
る
た
め
、
遠
方
か
ら

の
行
楽
客
も
多
い
道
路
利
用
状
況
か
ら
、
小
半
径
、

急
勾
配
の
道
路
条
件
の
中
で
ス
ム
ー
ズ
な
交
通
案
内
、

誘
導
が
必
要
と
な
る
が
、
と
く
に
、
花
貫
第
一
ト
ン

ネ
ル
か
ら
花
貫
大
橋
に
か
け
て
は
、急
勾
配
区
間
(縦

断
勾
配
八
･
九
%
)
で
、
急
カ
ー
ブ
区
間
で
も
あ
り
、

さ
ら
に
は
、
冬
期
に
は
積
雪
な
ど
に
よ
っ
て
凍
結
が

予
想
さ
れ
る
状
況
を
踏
ま
え
る
と
事
故
多
発
の
お
そ

れ
が
十
分
に
あ
る
。

写真 2 花貫第一トンネル (入口)ネ
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図 3 花貫大橋路面凍結防止装置遠方監視システム系統図

装

装

他

信

示

ゆ

発

表

し
た
が
っ
て
、
花
貫
大
橋
の
橋
梁
部
分
に
電
熱
管

セ
ン
サ
ー
が
自
動
的
に
気
温
な
ど
を
感
知
し
、
路
面

を
敷
設
し
て
凍
結
防
止
を
図
る
必
要
が
生
じ
た
。

に

め
圦
ん
“
あ
る
=
熟
呂
ゞ

熟
し
、
東
晴

山

凍
結
防
止
装
置
は
、
あ
ら
か
じ
め
設
定
し
た
温
度

及
び
湿
度
と
な
っ
た
場
合
、
路
面
に
設
置
し
た
温
度

写真 5 受信表示装置

に
埋
め
込
ん
で
あ
る
電
熱
管
が
発
熱
し
、
凍
結
を
融

解
さ
せ
る
シ
ス
テ
ム
を
備
え
て
い
る

(図
3
、
写
真

4

･
5
)
0

と
こ
ろ
で
、花
貫
大
橋
は
、設
備
の
維
持
･
管
理
を

行
う
最
寄
り
の
高
萩
土
木
事
務
所
か
ら
自
動
車
で
三

〇
分
ほ
ど
か
か
る
遠
隔
地
に
あ
る
た
め
、
緊
急
時
の

対
応
を
迅
速
に
す
る
た
め
に
は
、
土
木
事
務
所
に
い

な
が
ら
設
備
の
監
視
･
操
作
を
行
う
必
要
が
生
じ
た
。

遠
隔
装
置
を
設
置
し
な
か
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、

①

現
時
点
で
は
一
カ
所
の
み
に
し
か
設
置
さ
れ

て
い
な
い
凍
結
防
止
装
置
の
セ
ン
サ
ー
が
故
障

し
た
際
、
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
シ
ス
テ
ム
が
組
み
込

ま
れ
て
い
な
い
た
め
、!
マ
ニ
ュ
ア
ル
ど
お
り
に

作
動
し
て
い
る
か
、
ま
た
は
、
故
障
し
て
い
る

の
か
の
判
断
が
毎
日
現
場
に
行
か
な
い
と
下
せ

な
･い
。

②

特
に
凍
結
が
予
想
さ
れ
る
早
朝
時
、
現
地
に

行
っ
て
監
視
す
る
こ
と
は
物
理
的
に
不
可
能
で

あ
る
。

と
い
う
不
安
が
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
管
理
面
で
の
不
安
を
克
服
す
る
た
め
に
、

花
貫
大
橋
に
は
、
路
面
凍
結
防
止
装
置
遠
方
監
視
シ

ス
テ
ム
が
導
入
さ
れ
た
。

本
シ
ス
テ
ム
で
は
、

①

運
転
表
一不
機
能
“

凍結防止制御盤



凍
結
防
止
が
作
動
し
て
い
る
場
合
に
表
示
す

る
機
能
。

②

故
障
表
示
機
能
…

設
備
の
い
ず
れ
か
が
故
障
し
た
場
合
に
一
括

し
て
表
示
す
る
機
能
。

③

運
転
操
作
機
能
"

現
地
の
検
知
機
の
動
作
に
関
わ
り
な
く
土
木

事
務
所
よ
り
入
･
切
操
作
を
行
う
機
能
。

と
い
っ
た
監
視
要
素
が
あ
る
。

本
シ
ス
テ
ム
の
保
安
及
び
維
持
管
理
に
つ
い
て
は

専
門
的
な
知
識
を
必
要
と
す
る
こ
と
か
ら
外
部
に
委

託
し
て
い
る
。

本
シ
ス
テ
ム
の
日
常
点
検
に
つ
い
て
は
、
物
理
的

に
毎
日
点
検
す
る
こ
と
が
不
可
能
な
こ
と
か
ら
、電
気

事
業
法
第
七
五
条
に
基
づ
き
設
置
さ
れ
て
い
る
指
定

調
査
機
関
(関
東
電
気
保
安
協
会
)
に
委
託
し
て
い
る
。

本
シ
ス
テ
ム
が
導
入
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
公
の

施
設
の
設
置
管
理
者
と
し
て
一
般
的
な
水
準
以
上
の

安
全
対
策
を
施
し
て
い
る
の
で
道
路
管
理
上
の
瑕
疵

に
つ
い
て
問
わ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
る
こ
と
が
期

待
さ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
今
後
と
も
肋
骨
道
路
整
備
事
業

を
推
進
し
て
い
く
中
で
、
同
様
な
地
形
の
場
所
に
橋

梁
を
施
行
し
た
場
合
、
建
設
コ
ス
ト
及
び
メ
ン
テ
ナ

ン
ス
な
ど
の
費
用
の
増
加
を
助
長
さ
せ
る
要
因
を
含

ん
で
い
る
の
で
、
本
シ
ス
テ
ム
の
運
用
状
況
を
見
な

が
ら
、
ボ
イ
ラ
ー
方
式
、
エ
ア
ー
ド
ー
ム
方
式
な
ど

電
熱
管
方
式
以
外
の
方
法
の
採
用
を
考
慮
す
る
必
要

が
生
じ
る
と
思
わ
れ
る
。

九

あ
わ
り
に

平
成
一
〇
年
に
N
H
K
で
放
映
さ
れ
る
大
河
ド
ラ

マ
は
、
｢最
後
の
将
軍
･
徳
川
慶
喜
｣
に
決
定
し
た

が
、
慶
喜
は
徳
川
御
三
家
の
一
つ
で
あ
る
水
戸
徳
川

家
の
出
身
で
あ
っ
た
。

慶
喜
ゆ
か
り
の
水
戸
市
に
は
、
日
本
三
名
園
の
一

つ
で
、
梅
の
名
所
と
し
て

も
知
ら
れ
る
偕
楽
園
が
あ

る
ミ
･
氷
戸
市
か
ら
本
稿

･滋

菫
讓
繊

㈱

　

　

　
　

　
　

　
　
　
　　
　
　

　

　
　
　

　

　

　
　　
　
　
　
　
　

四
ふ△

号
高
勅
芹
中
戸
川

、讓
襲
襲
麓
翼
願
"

バ
イ
パ
ス
に
は
、
常
磐
目

燃醸
讓
き
、
鯰
馨
饑
群
ぜ

動
車
道
を
利
用
す
る
と
-

-襲

爵

$
群

時
間
程
度
で
到
着
で
き
る
。
讓
讓
濃
ミ

本
稿
で
も
取
り
上
げ
た

“

'

貧

と
お
り
、
中
戸
川
バ
イ
パ

ス
の
旧
道
部
分
に
は
、
キ

鰓
鮒

ヤ
ン
プ
場
が
あ
り
、
と
く

ミ剛
"瀑識

に
紅
葉
は
県
内
に
お
い
て

も
屈
指
の
名
所
で
あ
る
。

ま
た
･

中
戸
川
バ
イ
パ

一群
驫

ス
周
辺
に
お
い
て
、
北
茨

城
市
に
は
岡
倉
天
心
や
横
山
大
観
ゆ
か
り
の
六
角
堂

が
建
つ
五
浦
海
岸
、
久
慈
郡
水
府
村
に
は
日
本
一
の

長
さ
を
誇
る
歩
行
者
用
の
竜
神
大
つ
り
橋
、
大
子
町

に
は
日
本
三
大
名
瀑
の
一
つ
で
あ
る
袋
田
の
滝
、
多

賀
郡
十
王
町
に
は
鵜
の
岬
、
な
ど
と
い
っ
た
数
多
く

の
名
所
が
あ
る
o

慶
喜
ゆ
か
り
の
水
戸
市
を
訪
れ
た
際
に
は
、
多
少

足
を
伸
ば
し
て
中
戸
川
付
近
を
訪
れ
て
み
て
く
だ
さ

い
。
新
し
い
茨
城
県
の
魅
力
を
発
見
で
き
る
と
思
い

ま
す

(図
4
)
。

図 4 茨城県県北観光地図
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大
分
県
に
お
け
る
『地
域
活
性
化
促
進
道
路
事
業
』
踰-丁

大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
課

一

は
じ
め
に

大
分
県
で
は
県
民
の
自
立
自
助
を
基
礎
と
し
た
一

村
一
品
運
動
の
展
開
や
県
北
国
東
地
域
テ
ク
ノ
ポ
リ

ス
、
日
田
玖
珠
下
毛
グ
リ
ー
ン
ポ
リ
ス
等
の
地
域
の

特
性
を
活
か
し
た
五
大
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
推
進
、
さ

ら
に
は
グ
ロ
ー
バ
ル
に
考
え
ロ
ー
カ
ル
に
行
動
す
る

人
づ
く
り
な
ど
、
｢世
界
に
開
か
れ
た
"豊

の
国
“
づ

く
り
｣
を
県
下
各
地
で
精
力
的
に
展
開
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
東
京
へ
の
一
極
集
中
、
過
疎
化
の

進
行
、
さ
ら
に
は
二
一
世
紀
に
向
け
た
国
際
化
、
高

度
情
報
化
、
高
齢
化
、
農
産
物
の
自
由
化
等
が
一
層

進
展
す
る
な
ど
、
県
内
外
を
取
り
巻
く
経
済
社
会
情

勢
は
厳
し
さ
を
増
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
中
で
、
二

一
世
紀
を
目
指
し
て

“豊
の
国
“
を
積
極
的
に
支
援

す
る
道
づ
く
り
と
し
て
、
｢県
内
60
分
･圏
域
内
30
分

　

道
路
交
通
圏
構
想
｣
の
確
立
を
基
本
に
、
高
速
道
路

か
ら
市
町
村
道
に
至
る
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
整
備

に
取
り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

平
成
八
年
度
よ
り
、
新
た
に
地
元
の
市
町
村
･
民

間
団
体
等
が
要
望
す
る
地
域
振
興
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を

進
め
る
上
で
不
可
欠
な
道
路
整
備
事
業
の
う
ち
、
さ

ら
に
整
備
を
早
め
る
こ
と
で
大
き
な
事
業
効
果
が
期

待
で
き
る
事
業
に
つ
い
て
重
点
投
資
を
行
う

｢地
域

活
性
化
促
進
道
路
事
業
｣
が
創
設
さ
れ
た
こ
と
を
受

け
、
本
県
に
お
い
て
も
魅
力
と
活
力
の
あ
る
地
域
づ

く
り
に
資
す
る
道
路
事
業
の
実
施
、
促
進
の
強
化
を

す
る
こ
と
と
な

っ
た
。

本
県
の
地
域
振
興
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
地
方
拠
点

都
市
や
テ
ク
ノ
ポ
リ
ス
計
画
の
重
点
的
な
開
発
地
区

等
、
既
に
活
性
化
の
方
向
が
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る

｢県
域
活
性
化
型
｣
に
つ
い
て
四
箇
所
、
空
港
、
港

湾
、
大
規
模
イ
ベ
ン
ト
等
の
県
内
複
数
圏
域
へ
の
影

響
が
大
き
い
大
規
模
拠
点
都
市
で
、
概
ね
五
年
以
内

に
完
成
ま
た
は
開
催
さ
れ
る
施
設
で
あ
る

｢拠
点
支

援
型
｣
に
つ
い
て
一
箇
所
、
計
五
箇
所
を
選
定
し
て

い
る
。
基
本
的
に
は
県
政
運
営
の
総
合
指
針
で
あ
る
、

｢れ
大
分
県
長
期
総
合
計
画
｣
酋
旦の
国
地
域
構
築
プ

ラ
ン
盟
、
平
成
二
年
度
策
定
)
に
よ
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
等
を
基
に
抽
出
し
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の

特
性
を
活
か
し
た
地
域
振
興
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
う
ち
、

県
下
の
均
衡
の
と
れ
た
地
域
づ
く
り
を
念
頭
に
地
元

の
民
間
団
体
や
市
町
村
長
の
推
薦
･
要
望
の
強
く
、

重
点
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
要
件
を
満
た
す
も
の
を
採
用

す
る
こ
と
と
し
た
。
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※

｢県
内
60
分
･
圏
域
内
30
分
道
路
交
通
圏
構
想
｣

･
県
内
60
分
構
想
と
は
、
県
内
を
三
一圏
域
と
し
、
各
圏
域
の
中

心
都
市
か
ら
県
庁
所
在
地
の
大
分
市
ま
で
、
概
ね
六
〇
分
で
到

達
で
き
る
道
路
網
の
整
備
を
進
め
る
も
の
で
、
そ
の
た
め
高
規

格
幹
線
道
路
を
骨
格
と
し
た
広
域
幹
線
道
路
網
と
し
て
、
九
州

横
断
自
動
車
道
、
東
九
州
自
動
車
道
の
高
速
自
動
車
国
道
、
並

び
に
北
大
道
路
(北
九
州
市
-
大
分
市
を
結
ぶ
目
専
道
)、
日
出

バ
イ
パ
ス
(大
分
空
港
と
北
大
道
路
を
直
結
す
る
目
専
道
)、
I

C
へ
の
ア
ク
セ
ス
道
路
等
を
合
わ
せ
て
整
備
す
る
も
の
。

･
圏
域
内
30
分
構
想
と
は
、
一
二
圏
域
の
各
圏
域
に
お
い
て
、
そ

の
圏
域
の
中
心
都
市
と
各
市
町
村
の
中
心
で
あ
る
役
場
ま
で
、

概
ね
三
〇
分
で
到
達
で
き
る
道
路
整
備
を
進
め
る
も
の
で
、
そ

の
た
め
交
通
渋
滞
の
解
消
、
バ
イ
パ
ス
や
環
状
道
路
の
整
備
、

道
路
の
拡
幅
、
追
越
車
線
、
登
坂
車
線
、
自
歩
道
の
整
備
等
に

よ
り
、
円
滑
な
交
通
の
流
れ
を
確
保
す
る
も
の
。

･
こ
れ
ら
に
よ
り
、
県
内
各
市
町
村
か
ら
大
分
市
ま
で
概
ね
一
時

間
三
〇
分
で
結
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
。

二

地
域
振
興
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
概
要

及
び
支
援
す
る
主
な
道
路
事
業

1

大
分
県
ス
ポ
ー
ツ
公
園
整
備
事
業

①

目
的
･
内
容

大
分
県
ス
ポ
ー
ツ
公
園
は
、
二
〇
〇
二
年
に
予
定

さ
れ
て
い
る
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
サ
ッ
カ
ー
大
会
の
九

州
唯
一
の
試
合
会
場
と
な
っ
て
い
る
。
四
万
人
を
収

容
す
る
メ
イ
ン
ス
タ
ジ
ア
ム
を
は
じ
め
、
諸
施
設
を

集
合
、
集
積
し
た
総
合
運
動
公
園
を
建
設
す
る
こ
と

に
よ
り
県
民
ス
ポ
ー
ツ
の
振
興
、
活
性
化
の
促
進
に

図
る
。

②

所
在
地
･
規
模

･
大
分
市
松
岡
･
横
尾
地
区

･
敷
地
面
積

二
五
五
m

③

地
域
活
性
化
の
効
果

競
技
ス
ポ
ー
ツ
と
生
涯
ス
ポ
ー
ツ
を
通
じ
て
新
た

な
文
化
交
流
を
図
る
と
と
も
に
、
周
辺
地
域
の
活
性

化
は
も
と
よ
り
、
県
民
ス
ポ
ー
ツ
の
拠
点
と
し
て
広

く
交
流
の
促
進
が
図
ら
れ
る
。

④

上
位
計
画
と
の
関
係

れ
大
分
県
長
期
総
合
計
画

(
一
〇
大
戦
略
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
に
位
置
づ
け
)

⑤

重
点
施
設
事
業

･
メ
イ
ン
ス
タ
ン
ド
(H
9
ー
H
12
)事
業
主
体

"

大
分
県

⑥

支
援
す
る
主
な
道
路
事
業

･
国
道
一
〇
号

(大
分
南
バ
イ
パ
ス
)

九
州
横
断
自
動
車
道

(米
良
I
C
)
に
直
結
し
、

県
内
外
か
ら
大
分
県
ス
ポ
ー
ツ
公
園
へ
の
人
、

物
流
の
交
通
拠
点
と
な
る
た
め
、
現
道
を
四
車

線
に
拡
幅
し
円
滑
な
通
過
交
通
に
寄
与
す
る
。

･
国
道
一
〇
号

(戸
次
犬
飼
拡
幅
、
別
大
拡
幅
)

大
分
市
内
周
辺
部
の
円
滑
な
交
通
を
確
保
し
、

ス
ポ
ー
ツ
公
園
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
強
化
す
る
。

･
国
道
一
九
七
号

(大
分
東
バ
イ
パ
ス
、
大
分
南

バ
イ
パ
ス
)

国
道
一
〇
号
大
分
南
バ
イ
パ
ス
、
東
九
州
自
動

車
道

(宮
河
内
I
C
)
等
を
外
環
状
に
結
び
、

日
常
の
渋
滞
解
消
、
及
び
イ
ベ
ン
ト
開
催
時
の

円
滑
な
交
通
を
確
保
す
る
。

･
一
般
県
道
松
岡
日
岡
線

市
内
中
心
部
を
大
分
県
ス
ポ
ー
ツ
公
園
に
向
け

て
縦
軸
に
伸
び
る
主
要
な
幹
線
で
あ
り
、
イ
ベ

ン
ト
開
催
時
の
円
滑
な
交
通
を
確
保
す
る
。大分県スポーツ公園 メインスタジアム



2

佐
伯
港
港
湾
整
備
事
業

佐
伯
市
中
心
部
に
お
け
る
交
通
処
理
の
強
化
を

地
域
間
交
流
の
促
進
及
び
安
全
で
円
滑
な
交
通

①

目
的
･
内
容

図
り
、
渋
滞
を
緩
和
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
安
全

機
能
を
確
保
し
、
物
流
の
活
性
化
を
図
る
。

佐
伯
市
は
、
地
方
拠
点
都
市
地
域
及
び
マ
リ
ノ
ポ

で
円
滑
な
交
通
機
能
を
確
保
す
る
。
さ
ら
に
は
、

･
主
要
地
方
道
小
野
市
重
岡
線

リ
ス
計
画
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
地
域
で
あ
る
。
し
か

県
南
マ
リ
ノ
ポ
リ
ス
地
域
、
県
南
地
方
拠
点
都

重
要
港
湾
を
持
つ
佐
伯
市
の
周
辺
交
通
を
強
化

し
な
が
ら
、
地
域
の
基
幹
産
業
で
あ
る
木
材
関
連
事

市
地
域
等
の
各
種
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
支
援
し
、

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
地
域
間
交
流
の
促
進
及

業
は
、
外
材
の
輸
入
、
住
宅
着
工
戸
数
の
減
少
等
に

地
域
の
活
性
化
に
寄
与
す
る
。

び
物
流
の
活
性
化
を
図
る
。

よ
り
厳
し
い
状
況
に
あ
り
、
当
港
の
大
型
岸
壁
を
有

･
主
要
地
方
道
三
重
弥
生
線

効
に
活
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
木
材
産
業
の
振
興
と

地
域
活
性
化
を
図
る
。

②

所
在
地
･
規
模

･
佐
伯
市
･
佐
伯
港

(重
要
港
湾
)

･
△
四

･
五
ー
△

一
四
m
岸
壁

③

地
域
活
性
化
の
効
果

地
方
拠
点
都
市
地
域
の
拠
点
地
区
と
し
て
ば
か
り

で
な
く
、
県
南
地
域
の
港
湾
施
設
の
拠
点
と
し
て
整

備
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
水
産
業
、
林
業
等
の
基
幹

産
業
の
振
興
を
図
る
と
と
も
に
、
陸
と
海
の
結
束
点

と
し
て
、
人
、
物
、
情
報
等
の
交
流
が
促
進
さ
れ
る
。

④

上
位
計
画
と
の
関
係

･
れ
大
分
県
長
期
総
合
計
画

･
佐
伯
港
港
湾
計
画

⑤

重
点
施
設
事
業

･
△

一
四
m
岸
壁

(H
5
i
H
12
)
事
業
主
体
"

大
分
県

⑥

支
援
す
る
主
な
道
路
事
業

･
国
道
三
一
七
号

(坂
の
浦
拡
幅
)

　
　　
　
　大
‘

　
　
　
　　

　
　

　

　
　　　

　
　
　

′
灯
礬
;
/
皿

‐
~
=
潔
‘
も
処

　
　
　
　
　
　
　

　
　　　
　
　　

　
　

物
饗
入
交
船
関
流

佐伯港港湾利用ゾーニング図
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3

ウ
ッ
ド
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
建
設
事
業

①

目
的
･
内
容

日
田
市
は
、
地
方
拠
点
都
市
地
域
及
び
グ
リ
ー
ン

ポ
リ
ス
計
画
に
位
置
づ
け
さ
れ
た
地
域
で
あ
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
地
域
の
基
幹
産
業
で
あ
る
木
材
関
連

事
業
は
、
外
材
の
輸
入
、
住
宅
着
工
戸
数
の
減
少
等

に
よ
り
厳
し
い
状
況
に
あ
る
た
め
、
こ
の
高
度
総
合

木
材
加
工
団
地
を
核
に
木
材
産
業
の
振
興
を
図
り
、

地
域
活
性
化
を
推
進
す
る
。

②

所
在
地
･
規
模

･
日
田
市
東
有
田
地
区

･
敷
地
面
積
六
八
m

③

地
域
活
性
化
の
効
果

ウ
ッ
ド
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト

(高
度
総
合
木
材
加
工
団

地
)
は
、
木
材
の
総
合
加
工
、
高
度
加
工
、
効
率
加

工
を
目
指
し
て
、
木
材
産
業
の
体
質
強
化
を
促
進
し
、

関
連
産
業
の
集
団
立
地
に
よ
り
林
業
の
振
興
を
図
り
、

地
域
基
幹
産
業
の
活
性
化
を
推
進
す
る
。

④

上
位
計
画
と
の
関
係

.
れ
大
分
県
長
期
総
合
計
画
き
グ
リ
ー
ン
ポ
リ
ス

計
画

･
県
北
･
日
田
地
方
拠
点
都
市
地
域

⑤

重
点
施
設
事
業

･
ウ
ッ
ド
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト

(H
5
i
H
m
)
事
業

主
体
"
大
分
県

⑥

支
援
す
る
主
な
道
路
事
業

･
国
道
二
一
二
号

(中
川
原
拡
幅
)

県
北
地
域
の
主
要
幹
線
道
路
の
一
つ
で
あ
る
国

道
二
三
一号
道
路
改
築
事
業
で
あ
り
、
日
田
郡

域
か
ら
日
田
市
中
心
部
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
容
易

に
し
、
木
材
加
工
業
に
関
わ
る
物
流
の
安
定
か

つ
円
滑
な
機
能
を
確
保
す
る
。

･
主
要
地
方
道
日
田
鹿
本
線

･
一
般
県
道
宝
珠
山
日
田
線

地
域
間
交
流
の
促
進
及
び
安
全
で
円
滑
な
交
通

機
能
を
確
保
し
、
物
流
の
活
性
化
を
図
る
。
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4

北
部
中
核
工
業
団
地
整
備
事
業

①

目
的
･
内
容

豊
後
高
田
市
は
、
県
北
テ
ク
ノ
ポ
リ
ス
、
地
方
拠

点
都
市
地
域
指
定
さ
れ
た
地
域
で
あ
る
が
、
依
然
と

し
て
人
ロ
の
流
出
、
高
齢
化
が
進
展
し
て
い
る
た
め
、

雇
用
を
確
保
で
き
る
当
施
設
を
建
設
す
る
こ
と
に
よ

り
、
若
者
の
定
住
と
地
域
の
活
性
化
を
促
す
。

②

所
在
地
･
規
模

･
豊
後
高
田
市

･
敷
地
面
積
九
三
m

③

地
域
活
性
化
の
効
果

グ
レ
ー
ド
の
高
い
工
業
団
地
を
整
備
し
、
将
来
に

展
望
の
あ
る
工
業
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
り
、
安
定

し
た
雇
用
の
確
保
及
び
地
域
産
業
の
拡
大
を
図
る
こ

と
が
で
き
る
o

④

上
位
計
画
と
の
関
係

･
れ
大
分
県
長
期
総
合
計
画
、
県
北
国
東
地
域
テ

ク
ノ
ポ
リ
ス
計
画

↓

県
北
･
日
田
地
方
拠
点
都
市
地
域

⑤

重
点
施
設
事
業

･
北
部
中
核
工
業
団
地

(H
9
i
H
物
)

事
業
主
体
…
地
域
振
興
整
備
公
団
、
大
分
県
、

土
地
開
発
公
社

⑥

支
援
す
る
主
な
道
路
事
業

･
国
道
三
八
七
号

(宇
佐
バ
イ
パ
ス
)

九
州
横
断
自
動
車
道
の
玖
珠
I
C
、
及
び
北

大
道
路

(北
九
州
市
か
ら
大
分
市
を
結
ぶ
目
専

道
)
の
域
内
I
C
を
連
絡
す
る
ア
ク
セ
ス
道
路

で
あ
り
、
工
業
団
地
地
域
へ
の
流
通
機
能
を
確

保
す
る
。

･
主
要
地
方
道
豊
後
高
田
国
東
線

国
東
半
島
を
東
西
に
縦
断
す
る
地
域
の
幹
線
道

路
で
あ
り
、
大
分
空
港
等
の
物
流
拠
点
と
の
ア

ク
セ
ス
強
化
を
図
り
、
工
業
団
地
の
産
業
拡
大

を
支
援
す
る
o

･
主
要
地
方
道
大
田
杵
築
線

大
分
空
港
、
重
要
港
湾
で
あ
る
大
分
港
等
の
物

流
拠
点
を
連
絡
す
る
地
域
高
規
格
道
路
で
あ
る
、

大
分
空
港
道
路
の
杵
築
I
C
と
直
結
し
、
地
域

間
交
流
の
促
進
及
び
安
全
で
円
滑
な
交
通
機
能

を
確
保
す
る
o

北部中核工業団地

5

広
域
連
合

｢総
合
文
化
セ
ン
タ
ー
｣
建
設
事
業

①

目
的
･
内
容

平
成
一
○
年
度
に
予
定
さ
れ
て
い
る
国
民
文
化
祭

の
予
定
会
場
と
し
て
計
画
さ
れ
て
い
る
。
大
野
郡
内

を
代
表
す
る
文
化
施
設
の
核
と
し
て
整
備
す
る
こ
と

に
よ
り
、
地
域
を
越
え
た
広
域
的
な
連
携
を
図
り
な

が
ら
、
文
化
交
流
の
促
進
を
目
指
し
地
域
活
性
化
を

推
進
す
る
。

②

所
在
地
･
規
模

丸
三
重
町
内
田
地
区

･
敷
地
面
積
四
薊

③

地
域
活
性
化
の
効
果

郡
内
の
町
村
に
点
在
す
る
各
種
文
化
施
設
と
の
役

割
、
機
能
分
担
を
明
確
に
し
つ
つ
、
文
化
施
設
の
核

と
し
て
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、
地

域
全
体
の
文
化
振
興
や
情
報
発
信
に
貢
献
で
き
る
。

④

上
位
計
画
と
の
関
係

･
れ
大
分
県
長
期
総
合
計
画

6刃 沽茗十セ 97.4



･
れ
長
期
大
野
地
域
市
町
村
圏
長
期
計
画

⑤

重
点
施
設
事
業

･
総
合
文
化
セ
ン
タ
ー

(H
7
i
H
m
)

事
業
主
体
…広
域
連
合

⑥

支
援
す
る
主
な
道
路
事
業

･
国
道
一
〇
号

(大
分
南
バ
イ
パ
ス
)

九
州
横
断
自
動
車
道

(米
良
I
C
)
に
直
結
し
、

日
常
の
渋
滞
解
消
及
び
イ
ベ
ン
ト
開
催
時
の
円

滑
な
交
通
確
保
を
図
る
。

･
国
道
一
〇
号

(戸
次
犬
飼
拡
幅
、
野
津
改
良
)

･
国
道
一
〇
号
大
分
南
バ
イ
パ
ス
に
直
結
し
、
三

重
町
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
強
化
す
る
。

･
主
要
地
方
道
三
重
野
津
原
線

大
野
郡
内
を
通
過
す
る
国
道
五
七
号
、
四
四
二

号
、
五
〇
二
号
を
南
北
方
向
に
連
結
す
る
地
域

の
幹
線
道
路
で
あ
り
、
交
通
処
理
機
能
の
強
化

を
図
り
、
地
域
の
活
性
化
に
寄
与
す
る
。

三

お
わ
り
に

魅
力
と
活
力
あ
ふ
れ
る
地
域
づ
く
り
を
推
進
す
る

各
種
施
策
が
各
地
域
の
活
性
化
を
促
し
、
県
内
の
市

町
村
の
連
携
と
交
流
の
拡
大
、
及
び
地
域
の
抱
え
る

諸
問
題
の
解
決
に
対
応
し
つ
つ
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
機
能
を
効
果
的
に
補
完
す
る
た
め

に
、
人
、
物
流
の
基
軸
で
あ
る
道
路
整
備
の
推
進
と

そ
の
重
要
性
の
啓
蒙
が
必
要
と
な
っ
て
い
る
。
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3 2 月
･
日

世

界

の

動

き

○
米
商
務
省
発
表
の
昨
年

一
〇
ー
一
二
月
期
の
米
国
内
総
生
産

(G
D
P
)
の
実
質
成
長
率

(季
節
調
整
済
み
)
は
、
改
定
値
の

年
率
換
算
で
前
期
比
三
･
九
%
と
な
り
、
こ
の
結
果
、
一
九
九
六

年
の
年
間
の
成
長
率
は
二
･
四
%
と
な
り
、
速
報
値
の
二
･
五
%

か
ら
下
方
修
正
さ
れ
た
。

○
ア
ル
バ
ニ
ア
の
人
民
議
会
が
国
家
非
常
事
態
宣
言
の
発
令
を
可

決
。
武
装
し
た
反
乱
者
と
の
間
で
、
同
国
は
内
乱
状
態
に
陥
っ
た
。

○
二
月
の
米
国
内
自
動
車
販
売
は
日
本
勢
が
大
き
く
市
場
占
有
率

(シ
ェ
ア
)
を
拡
大
し
た
の
に
対
し
、
米
国
の
三
大
自
動
車
メ
ー

カ
ー
は
、
い
ず
れ
も
前
年
同
月
比
で
マ
イ
ナ
ス
と
な
っ
た
。
ト
ヨ

タ
自
動
車
は
前
年
同
月
比
一
七
%
増
で
、
二
月
と
し
て
は
過
去
最

高
の
八
万
六
、
○
○
0
台
を
記
録
、
二
月
の
日
本
勢
全
体
の
シ
ェ

ア
は
前
年
同
月
の
二
0
･
七
%
か
ら
二
三
･
0
%
に
伸
び
た
。

○
米
商
務
省
発
表
の
九
六
年
の
国
際
収
支
統
計
に
よ
る
と
、
経
常

赤
字

(季
節
調
整
済
み
、
速
報
)
は
、
前
年
比
一
一
･
四
%
増
の

一
、
六
五
〇
億
九
、
五
〇
〇
万
ド
ル
と
な
り
、
八
七
年
に
次
ぐ
過

去
二
番
目
を
記
録
。
国
内
景
気
の
好
調
に
伴
う
輸
入
増
に
よ
る
貿

易
赤
字
の
増
大
が
原
因
。

事

項

3 2

鮑

己月
･
日
[

国

内

の
動

き

○
社
会
保
険
庁
の
一
九
九
五
年
度
の

｢社
会
保
険
事
業
の
概
況
｣

に
よ
る
と
、
公
的
年
金
の
総
額
は
、
前
年
度
比
七
･
四
%
増
の
約

三
一
兆
八
、
五
〇
〇
億
円
と
初
め
て
三
〇
兆
円
を
超
え
た
。

○
伊
豆
半
島
沖
で
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド

(M
)
5
･
2
規
模
の
地
震

が
発
生
し
、
伊
東
で
震
度
5
弱
、
熱
海
で
震
度
4
を
記
録
。
こ
れ

を
は
さ
ん
で
前
後
に
地
震
が
群
発
し
た
が
、
そ
の
後
、
落
ち
着
い

た
。

○
茨
城
県
東
海
村
の
動
力
炉
･核
燃
料
開
発
事
業
団
の
東
海
事
業

所
再
処
理
工
場
内
の
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
固
化
処
理
施
設
で
爆
発
が
あ

り
、
作
業
員
た
ち
が
被
ば
く
、
放
射
性
物
質
が
施
設
外
に
漏
れ
た
。

○
日
本
銀
行
発
表
の
個
人
貯
蓄
速
報
に
よ
る
と
、
昨
年
末
の
個
人

貯
蓄
残
高
は
一
、
0
0
五
兆
六
、
六
一
一
億
円
と
な
り
、
初
め
て

一
、
0
0
0
兆
円
の
大
台
に
乗
っ
た
。

○
経
済
企
画
庁
発
表
の
国
民
所
得
統
計
速
報
に
よ
る
と
、
一
九
九

六
年
一
〇
I
一
二
月
期
の
国
内
総
生
産

(G
D
P
、
季
節
調
整
済

み
)
の
実
質
成
長
率
は
前
期
比
一
･
0
%
、
年
率
に
換
算
で
三
･

九
%
の
成
長
と
な
っ
た
。
こ
の
結
果
、
九
六
年
の
実
質
成
長
率
は

三
･
六
%
で
、
主
要
七
カ
国
の
ト
ッ
プ
と
な
っ
た
。

橋
本
首
相
は
政
府
与
党
の
財
政
構
造
改
革
会
議
で
、
一
九
九
八
年

度
の
予
算
編
成
か
ら
取
り
組
む
歳
出
削
減
の
た
め
の
指
針
を
示
し

た
。
財
政
再
建
の
目
標
年
次
を
二
〇
〇
三
年
に
前
倒
し
す
る
ほ
か
、

長
期
計
画
の
大
幅
縮
減
、
九
八
年
度
一
般
歳
出
の
前
年
度
比
マ
イ

ナ
ス
抑
制
な
ど
と
な
っ
て
い
る
。

事

項

0嬉
月
･
日

道

路

行

政

の

動

き

○
東
海
北
陸
自
動
車
道

一
宮
木
曽
川
I
C
j
岐
阜
各
務
原
I
C

間

(延
長
五
･
六
躯
)
が
開
通
。

○
三
陸
自
動
車
道

(仙
塩
道
路
)

仙
台
港
北
I
C
-
利
府
中
I

C
間

(延
長
七
･
八
畑
)
が
開
通
。

事

項
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ン夕一

　
　
　
　

昨
年
一
一
月
二
七
日
の
A
紙
天
声
人
語
は
芭
蕉
自

筆
本

｢奥
の
細
道
｣
が
、
大
阪
の
古
書
籍
商
に
よ
っ

て
三
〇
〇
年
ぶ
り
に
発
見
さ
れ
た
と
報
じ
て
い
た
。

そ
し
て
、
こ
の
本
の
書
き
出
し
の
文
章
、
｢月
日
は
百

代
の
過
客
に
し
て
行
か
ふ
年
も
又
旅
人
也
｣
の
“行

か
ふ
年
"
の
原
文
は
"立

帰
年
“
だ
っ
た
が
、
芭
蕉

自
身
が
推
敲
の
結
果

｢ー
行
か
ふ
年
･･｣
に
訂
正
し

た
こ
と
が
、
こ
の
自
筆
本
か
ら
判
っ
た
と
書
い
て
い

た
。
い
づ
れ
に
し
て
も
こ
の
二
つ
の
言
葉
は
、
次
に

続
く

｢i
又
旅
人
也
｣
に
か
･
る
こ
と
は
間
違
い
な

い
。
と
す
る
と
芭
蕉
は
旅
人
の
意
味
を
、
ど
う
把
え

て
い
た
の
か
。
易
六
四
卦
の
一
つ
に
火
山
旅
と
い
う

卦
が
あ
る
。
こ
れ
を
ヒ
ン
ト
に
し
て
私
見
を
述
べ
て

見
た
い
。

漢
字

｢旅
｣
は
狄
と
臥
の
合
字
と
辞
書
に
あ
る
。

杁
は
旗
が
風
に
ヒ
ラ
ノ
＼
と
舞
う
象
。
狄
は
従
う
の

本
字
で
服
従
す
る
義
と
あ
る
。
二
つ
合
わ
せ
る
と
旗

の
も
と
に
服
従
す
る
人
々
、
即
ち
兵
士
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
古
来
か
ら
戦
争
は
土
地
と
富
を
獲
得
す
る

手
段
だ
っ
た
。
勝
っ
た
方
の
兵
士
は
占
領
地
に
駐
屯

し
、
征
服
し
た
土
地
と
民
族
を
支
配
し
た
。
ロ
ー
マ

帝
国
に
し
ろ
古
代
中
国
に
し
ろ
、
軍
の
幹
部
は
本
国

に
凱
旋
し
た
が
兵
士
達
は
そ
の
地
に
留
ま
り
生
涯
を

終
え
た
の
で
あ
る
。
農
耕
が
主
な
生
産
手
段
だ
っ
た

当
時
、
生
ま
れ
故
郷
を
継
ぐ
者
は
特
定
さ
れ
、
二
、

三
男
は
新
た
に
自
分
の
土
地
を
見
つ
け
ね
ば
な
ら
な

か
っ
た
。
辞
書
を
引
く
と
、
征
服
の
征
を
用
い
た
征

人
と
い
う
語
の
読
み
は
"

た
び
ゞ
と
“
と
あ
り
、
｢中

有
二征
人
涙
一｣
と
用
例
を
示
し
て
い
る
。

こ
う
見
て
く
る
と
旅
と
は
、
向
こ
う
の
方
へ
行

っ

て
し
ま
う
、
一
方
通
行
的
な
動
作
を
表
す
語
で
あ
る

と
言
え
よ
う
。
芭
蕉
は

｢奥
の
細
道
｣
の
書
き
出
し

で
、
二
度
と
同
じ
日
が
戻
っ
て
来
な
い
月
日
の
流
れ

と
、
二
度
と
会
う
こ
と
の
な
い
旅
人
と
を
二
重
写
し

に
し
て
｢月
日
は
百
代
の
過
客
に
し
て
!
!
旅
人
也
｣

と
格
調
高
く
書
き
始
め
た
の
で
あ
ろ
う
。
と
す
る
と

たちかえると
し

そ
の
あ
と
に
“立
帰
年
"
と
書
く
と
、
行
っ
て
し
ま

っ
た
も
の
が
ま
た

“帰
る
“
こ
と
に
な
っ
て
、
文
意

ゆき

が
矛
盾
す
る
こ
と
に
な
る
。
と
気
付
き
“
行
か
ふ
年
“

に
改
め
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ゆき

むづか

そ
れ
に
し
て
も

｢行
か
ふ
年
｣
の
解
釈
は
難
し

い
。
岩
波
文
庫

｢お
く
の
は
そ
道
｣
の
校
注
者
は
こ

の
部
分
は
解
説
を
加
え
な
い
で
、
蕉
門
の
一
人
が
撰

おくのほ
そ
みち
すが
ご
も
し上つ

ゆだ

し
た

｢奥
細
道
昔
菰
抄
｣
の
解
釈
に
委
ね
て
い
る
。

つき
ひ
は

菅
菰
抄
で
は
こ
の
部
分
を
漢
文
に
直
し
て

｢月
日
者

ひPくだ
い
の
かかくにして

し
じ
も
ま
た
い
っさ
い
の
せ
い
ふ

百
代
之
過
客
。
而
四
時
亦
一
歳
之
征
夫
也
｣
と
し
て

い
る
。
こ
の
方
が
判
り
や
す
い
。
即
ち

｢行
か
ふ

年
｣
と
は
四
季
の
変
化
を
ま
と
め
て
年
と
言
っ
た
ま

で
ゞ
、
書
き
出
し
の
｢月
日
･二

で
表
し
足
り
な
か

っ
た

“年
“
を
加
え
て
、
年
月
日
と
し
て
揃
え
、
そ

れ
を
二
度
と
巡
っ
て
来
る
こ
と
の
な
い
過
客
及
至
旅

人
と
対
照
さ
せ
た
と
思
う
の
だ
が
、
ど
ん
な
も
の
だ

ろ
う
か
。

さ
て
、
易
の
火
山
旅
は
火
と
山
を
組
み
合
わ
せ
て

たび旅
と
印
象
す
る
。
山
麓
で
発
生
し
た
山
火
事
は
中
腹

か
ら
山
頂
へ
と
勢
い
よ
く
燃
え
上
が
る
。
と
こ
ろ
が

山
頂
に
達
し
た
火
は
、
そ
れ
よ
り
上
へ
は
行
け
な
い
。

こ
の
状
態
を
擬
人
化
し
て
言
え
ば
、
行
き
場
の
無
く

な
っ
た
火
は
麓
に
戻
り
た
い
が
自
分
で
焼
き
尽
し
て

し
ま
っ
た
の
で
二
度
と
戻
れ
な
い
。
こ
れ
と
同
様
、

故
郷
を
後
に
し
た
征
人
達
は
二
度
と
戻
れ
な
い
悲
し

く
も
淋
し
い
生
涯
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
火
山
旅
の
卦

の
終
わ
り
の
文
章
は
、
も
っ
と
痛
切
で
あ
る
。
終
莫
た

之
間
一也
。
即
ち
そ
の
征
人
乃
至
旅
人
を
送
り
出
し
た

故
郷
の
人
々
は
、
や
が
て
お
前
達
の
こ
と
な
ん
か
忘

れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
、
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
再
び
帰
っ
て
来
る
こ
と
が
出
来
る
旅
は
当

時
何
と
言
っ
た
か
、
“物
見
遊
山
“で
あ
る
。
こ
れ
に

つ
い
て
は
通
巻

一
一
号
の
本
欄
を
ご
覧
い
た
だ
き
た

い
。

そ
り

-
素
履
ー
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